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はじめに 

過度の伐採、過放牧、病虫害、地球規模の気温の上昇、洪水、干ばつ、台風、大気汚染、森

林火災並びに経済危機などにより、近年、世界の森林は大きな影響を受けてきた。特に、アジア

の森林では、これらの各種現象の影響を強く受けてきた。数多くのイニシアチブが森林政策の改

革を提唱し、森林の持続可能な開発の必要性は広く認識され、奨励されてきた。しかし、地方の

共同体レベルでの改善状況はいまだ不十分なため、それぞれの地域で、森林計画・管理あるい

は保護区管理のプロセスに、効果的な地元住民の参加が必要である。 

ＩＧＥＳ森林保全プロジェクトは、1998 年 4 月に発足し、政策分析および現地調査を含む森林

保全戦略に関する研究を実施してきた。当プロジェクトによるこの最終報告書は、第 1 期の 3 年

におけるプロジェクトの研究活動全体の概要を示すものである。地元住民の関与を基礎として初

めて実効的な森林保全戦略が実現するとの認識のもとに、この報告書は、対象国におけるそれ

ぞれの共同体の利害関係者―地元住民、地方機関、共同体をベースにした組織・機関、専門

家、国家機関、並びに国際機関―を念頭において作成されている。 

本報告書 2.2ａ項においては、主に森林破壊と劣化の主要な原因に関する事例研究の結果

および、必要とされる対応措置の検討、特に、法的・行政的措置並びに経済的・政治的措置が

報告されている。これらの事例研究に基づいて当プロジェクトは、持続可能な森林管理における

参加型手法の有効性と重要性を再確認することができた。このような参加型手法は、管理計画

の策定や経済政策のプロセスあるいは法令実施の改善に役立てることができる。 

2.2c 項において、アジア地域におけるいくつかの国において実施した現地調査をもとに明ら

かにした望ましい地元住民の参加のために政策提言を提示している。さらに、2.2d 項では、森林

管理の効果的な適用と実施のための一連の支援措置が示されている。第 1 期の当初計画では、

国際交渉の基礎となりうる持続可能な森林管理に関する国際的なガイドラインを第2期において

提言するための準備研究を行うことが含まれていた。しかし、第 2 期においては国内レベルでの

調査活動に焦点を置くことが勧告され決定されたため、第 1 期 3 年目の活動並びに第 1 期の成

果も、国内分野へとシフトさせた。 

次期においては、当プロジェクトは、3カ国の対象国、インドネシア、ラオス、極東ロシアを対象

として、第 1 期提言に基づいた詳細なガイドラインおよび措置を、地方レベルと国レベルの二つ

のレベルで策定、提言する予定である。 
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５． 報告要旨 

ＩＧＥＳ森林保全プロジェクトは、第 1 期においてアジア太平洋地域における経験に基づく持

続可能な森林管理に関する原則および措置の明確化をねらいとした。広範な研究活動が、相

互に関連する４つのサブテーマに焦点を当てた枠組みの中で、常勤職員、客員研究員および

IGES 外部の研究協力者の相互の協力のもとで実施された。森林保全プロジェクトが開催した

４回の国際ワークショップ並びに 3 回の政策対話の結果を含む多様な研究活動から、多くの有

意義な成果を得る事ができた。森林破壊の構造分析に関するサブテーマは、「不十分な地元

の住民並びに共同体の権利基盤」並びに「不完全な市場メカニズムにおける市場の影響力」

および「産業的側面に力点をおいた開発パラダイム」と「経済的・政治的不安定性」を主な根本

原因として再確認できた。参加型森林管理に関するサブテーマでは、既存の参加型森林管理

を主なアクター、林地の法的位置付け、並びに関連する活動などに応じて類型分類し、外的、

内的制約要因の分析を通して政策提言を提示した。持続可能な森林管理を支援する木材貿

易政策に関するサブテーマは、アジア諸国における木材貿易に関する時系列分析を主に実

施し、木材貿易の空間均衡分析にむけたデータ収集を行った。森林保全のための法的・行政

的手法に関するサブテーマでは、持続可能な森林管理に関連する国際的な法的取決め、森

林問題に関する国際的な政策対話、並びに参加型森林管理に関する国内法制度の分析を行

った。また、この観点から、特に持続可能な森林管理における地元住民の参加に焦点をあて、

他のサブテーマの研究成果を参照しながら持続可能な森林管理のための原則および措置を

検討した。プロジェクトの実施に関連して、当プロジェクトは、研究者、ＮＧＯ、地元住民そして

政府担当者と有意義なネットワークを形成することができた。 

 
６． 主要関連用語（キーワード） 

持続可能な森林管理、森林保全戦略、政策提言、森林の劣化および森林破壊、背景要因、

木材貿易政策、地方住民参加型森林管理、法的・行政的措置、アジア太平洋地域、フィール

ド調査、国別調査、政策分析 
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1. 序文 

森林は木材や非木材産物の生産にとって重要であるだけでなく、生物多様性の保全、水源

涵養、地球温暖化防止などにとっても重要な役割を果たしている。しかしながら、森林は地域ご

とに生物学的な特性が異なる。また、地元社会の森林に対する価値評価と関与形態も、場所に

よって大きく異なる。したがって、生態学的には同種の森林であっても、社会的な条件によって、

必要な対策は異なる。さらに、開発途上国においては木材価値に重点が置かれることが多い。

そのために、統一的な国際基準に基づく対応策を定めることは困難であり、また、科学的で客観

的な論議が難しい。その結果、現状では、森林の保全管理は各国の国内的措置に委ねられて

いる。 

1992 年の国連環境開発会議（UNCED）において、森林の保全は重要課題の一つとなり、ア

ジェンダ 21 に森林減少対策が盛り込まれ、森林原則声明も採択された。その時点では、森林条

約について合意は得られなかったが、その後、政府間森林パネル（IPF）、森林および持続可能

な開発に関する世界委員会（WCFSD）等多くの国際的プロジェクトのもとで、すべてのタイプの

森林に関して、世界規模の森林減少および劣化に歯止めをかけることが可能な解決策作りがな

されている。また、アジェンダ 21 の見直しと実行の評価が行われた 1997 年６月の国連特別総会

おいても、法的拘束力のある措置に関する政府間交渉プロセスの確立のために、森林保全に関

する国際合意に向けたコンセンサス作りが継続されること、そしてそれらの作業が政府間森林フ

ォーラム（IFF）に引き継がれることが確認された。その後さらに、IFFの活動は国連森林フォーラ

ム（UNFF）に受け継がれており、人間社会全体にとって重要なこの問題の国際的解決策の方向

性を明確に完成することが期待されている。 

過去において、森林の様々な面に関する論争の多くは、特定の森林活動分野に焦点が置か

れ、また森林減少および劣化の直接的な原因に関するものであり、必ずしも森林と社会全体（潜

在的原因）との横断的側面、あるいは連結性に焦点を置いてこなかった。NGO は、最も緊急の

課題の一つである、森林減少、劣化の潜在的原因に貢献しようと主導権を発揮し、国連特別総

会の後、調査プロジェクトを開始した。IFFはこの問題にかかる一連の世界規模のワークショップ

を開催し、いくつかの政府や国際的 NGO の研究チームこの政府間プロセスに調査結果を提出

しようとした。同様の協力行動は UNFF においても期待されている。 

他方、1994 年には、改定された国際熱帯木材協定（ITTA）が採択された。そこでは、持続可

能な林業管理が行われている森林から生産された木材のみを貿易対象とすることを定めた

「2000 年目標」が定められており、そのための国際協力が求められている。また、熱帯林以外の

温帯林・北方林については、持続可能な管理のための基準と指標が定められている。しかしな

がら、それらの協定や基準は大枠を示しているだけであり、個々の森林にそれらを当てはめる手
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法やそれらを国内で実施していくための政策手法は確立していない。 

(磯崎博司) 
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2. 第１期活動報告 

2.1 目的および目標 

森林問題が国際的関心を集め、対策が強く求められているにもかかわらず、総合的、体系的

な研究は始められたばかりであり、国際的な森林保全のための戦略を策定することが緊急の課

題となっている。そのため、本研究は、アジア太平洋諸国における森林の保全と持続可能な管

理を確立するための戦略およびその実施にあたって必要とされる法的、政策的支援手法を提示

すること、並びに、北方林を含むその他の地域についても分析と検討を行い、第2期に提言する

予定の「森林に関する世界戦略」に含まれるべき基本項目について予備研究を行うことを目的と

する。 

そのためには、森林について各地で生じている問題の国内的要因と国際的要因について分

析し、整理しなければならず、特に、生産段階および流通段階について、また同様に森林減少、

劣化の潜在的原因について問題点と解決策を明らかにする必要がある。第一に、生産段階に

ついては、参加型の森林管理制度の構築が強く求められているため、地元住民の参加に基づく

地域共有財産としての森林の望ましい管理制度を提言するとともに、国民全体の監視と参加に

基づく国民の財産としての森林の管理制度についても各国別に提言することとする。他方、この

ような管理制度を支える基盤として、森林への負荷が比較的小さい非木材森林産物の持続可能

な利用が必要とされているため、現状を分析し望ましい利用策を提案することとする。第二に、

流通段階については、持続可能な管理が行われている森林だけからの木材貿易が求められて

いるため、非木材森林産物も含めて好ましい国際取引規制に関する検討を行い、提言すること

とする。その際、提唱されている木材認証制度とともに、消費段階における使用規制や購入規

制についても検討を加える。また、ITTA の下の様々なガイドラインや温帯林・北方林の管理基

準を適用する際に必要とされる法令、行政制度、経済手法などについても検討する。本研究で

は、持続可能な森林管理または森林の再生・復元などに関する自然科学分野におけるこれまで

の研究成果を前提とするため、必要な範囲で関連する文献や資料を収集し、把握する。森林減

少、劣化の潜在的原因の解明には、異なる国々における木材貿易を通じた地域社会の相互依

存関係が歴史的視野から分析される必要があり、 それは、未来に向けた社会の発展と文明の

ための選択可能な方法の提示を目指すものである。次に、参加型森林管理制度については、

社会科学分野の多様なアプローチから具体的な対応策に関する理論的な分析と検討を行うとと

もに、実効性の高い対応策を探るために、特に、土地および森林に関する所有形態および慣行

的な利用形態、関連する法制度や行政機構、地元社会の意思決定方法、村民会議や森林官

制度の役割などに関する実態調査をアジア太平洋諸国において行う。森林産物の望ましい利

用形態についても、木材生産、非木材林産物、その他の生産用途、また、レクリエーションや観
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光利用のそれぞれに関して、地元社会との関係に関する実態調査を行う。その際、環境影響評

価および社会影響評価制度が事前評価および住民・国民参加に果たしている役割についても

検証する。他方、貿易管理については、現行の木材貿易の構造を計量経済学的に分析し、検

討するとともに、国内流通および国際取引の実態、また、先進国における使用規制や購入規制、

さらに、木材認証制度などについても調査を行い検討することとする。 

本プロジェクトの効果的な実行のために４つのサブテーマ、構造分析、木材貿易、参加型森

林管理、法的および行政的手法、を設ける。第一に、地域の森林破壊の構造分析および森林

減少、劣化の潜在的原因に関するサブチームは、地域の森林減少および劣化のプロセスと、森

林区域や土地利用に影響を及ぼす社会変化（もしくは人間活動の影響）のプロセスの関係を確

認することを目的とする。また、IFFのプロセス、特に「森林減少および劣化」に関して、勧告を提

出することも予定している。さらにこのグループは関連する社会にどのような変化が必要とされる

かを明らかにし、勧告政策を提示するものである。第二に、持続可能な森林管理のための木材

貿易政策に関するサブチームは、持続可能な森林管理を支える望ましい木材貿易計画を得る

ため、森林資源および森林管理における木材貿易の影響を研究する。そのためには、木材貿

易構造を把握し、その後、木材貿易構造を現す計量経済学的モデルを立て、社会福祉におけ

る木材貿易政策の効果を評価し、また森林資源における木材貿易政策の評価、および持続可

能な森林管理を支える森林産物のための戦略的政策を提案する。第三に、参加型森林管理に

関するサブチームは、参加型森林管理システムを促進するために実現可能な戦略を提供し、明

記することを目的とする。このグループは、選択された地域における森林居住者による森林利用

に関するフィールド調査を実行し、その後、経済的、社会的、文化的側面の特徴を分析、また、

地域住民の視点から参加型森林管理計画を考察し、選択可能な国家森林管理政策を提案す

る。第四に、持続可能な森林管理のための法律および行政的支援手法に関するサブチームは、

法律および行政的支援手法を確認し、および発展させることを目的とする。同様に、アジアの森

林区域そしてアジア太平洋的視野・哲学に基づく太平洋地域の森林区域における持続可能な

管理を確保、促進し、支援する地域的基準やガイドラインを第二期計画において国際的な場に

おいて提言する際に必要となる基礎理論を確立するための分析・研究も行う。ダイナミックなアプ

ローチおよび実質的・社会的正義に基づく法律や他の手法を確認し、発展させるために、それ

らの実際の適用に重点を置いた視野で、関連する法律や規則を調査していく。このサブチーム

では、持続可能な森林管理に関する関連する国際法、国内法、および規則の調査、また、予防

原則と地元参加の観点からの環境影響評価プロセスの分析、そして、法律の管理と実施のため

の支援手法を提供していく。これらの研究は、当初はインドネシア、フィリピン、タイ、ラオス、そし

てベトナムを対象としその後プロジェクトの条件にしたがって、他の地域諸国も対象としていく。 
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図１：森林保全プロジェクトの４つのサブテーマ 

なお、研究成果を確実なものとするため、年に４回程度のプロジェクト会合を持ち、研究の進

捗状況、問題点の把握、研究企画の調整、次回までの課題などについて論議し、検討を進める。

また、本研究はプロジェクトメンバーによって行われるが、研究分野と地域が多岐にわたるため

に、必要な場合は、関連する分野または地域について一定の期間コンサルタントとして研究協

力者を定め、特定テーマに関する研究を依頼することとする。 

(磯崎博司) 

 

2.2 研究結果報告 

a. アジア太平洋地域の森林減少の背景的原因1 

(a) はじめに 

対象地域の森林は、地球全体の森林面積に占める割合が約1/4に相当し、 豊かな森林資源

と生物多様性をもった熱帯林、温帯林さらには北方林まで含んだ各種タイプの森林が広がって

いる。この地域の森林は第二次大戦後に加速した森林減少(森林消失と劣化)により深刻な危機

に瀕しており、これまでに地域の原生林のおよそ 95%はすでに失われている。1980 年代におけ

る森林破壊の総量はアフリカ地域やラテン・アメリカ地域のそれよりも少ないが、この時期に約

100 万 ha の森林が消失し、森林地域の消失率は 0.6%/年と最も高い。この割合はラテンアメリカ

の 0．5%/年とほぼ同じ値である。また、北方林では森林資源の劣化が急速に進んでいる。 

                                                   
1  この章は山根正伸の執筆である。執筆にあたっては、下記の研究協力者から協力を得た。 松本悟、野口栄一郎、柿澤宏昭、井上真、

関良基、岡本幸江、田口洋美、佐々木史郎、森本和男、中居孝文、CHANTHIRATH Khanpha、 LU Wenming、. NEWELL Joshua Peter、

SHEINGAUZ Alexander、 SISCAWATI Mia  、HIRSCH Philip。この原文は、2000 年 6 月と７月にジャカルタ（インドネシア）とビエ

ンチャン（ラオス）にて開催した国際ワークショップおよび、2001 年 1 月 16 日-18 日にかけて東京にて開催した公開セミナーにお

いて検討された。本稿は、これらのワークショップおよびセミナーにおいて、政府職員・NGO・研究者・国際組織などの様々な関係

者から出されたコメントをもとに修正された最終報告書である。 

構造分析サブテーマ 

参加型森林管理サブテーマ 

法的・行政的支援措置サブテーマ 

木材貿易サブテーマ 

森林保全戦略 

地方 国家 国際 



 - 6 -

この10 年間、とくに1992 年の地球サミット以降、 多くの地域における森林減少は強い関心を

引き、政府や政府間機関によって様々なイニシアチブが進められてきた。しかし、それらの努力

の大部分は有効な結果を生むことができなかった。多くの研究者や専門家は、そういった最近

の活動が必要な進歩を導き出すのに失敗した理由の分析を行い、これらのイニシャチブが森林

減少の直接的な原因に注意を向けすぎ、問題の背景的原因をほとんど無視してきたことに起因

するという点に幅広い合意がみられる。 

森林減少は自然要因によっても生じるが、各種の人間活動に起因する森林減少がここ 30 年

間目立っている。 このため、本研究は、人間活動に直接的・間接的に由来して起こる森林減少

の原因を対象とした。 

「森林減少」という用語は、 森林そのものの減少(他の土地利用への転換あるいは森林消失)

だけでなく健全性、生態系、生物多様性といった森林の質的低下（改変や森林劣化）をも意味し

ている。森林消失という用語は本報告では長期間にわたる林木の完全な除去を指す。FAO によ

る「1990年熱帯林森林資源アセスメント」の定義では、森林消失とは林冠被覆率が 10%未満とな

るような土地利用の変化を意味する。林分あるいは立地に悪影響、とくに生産力の低下をもたら

すような（閉鎖林から疎林への）森林分類の変化を森林劣化と言う。 FAOの出版物「温帯地域

における森林資源」では、「転換」と「改変」はそれぞれ「森林消失」と「劣化」に置き換えて用いら

れている。「転換」は天然林あるいはその他の種類の林分が別の土地利用に置き換えられること

を意味する。「森林改変」はネガティブな方向（劣化）あるいはプラスの方向（回復や強化）への

変質を意味する。 

人間の干渉の頻度と強度の組み合わせが森林減少の程度を決める。反復的な資源の過剰

収穫などの継続的な森林利用は深刻な被害へと結びつく。極端な劣化も最終的には森林消失

につながる。したがって、 我々は重大な森林劣化を防ぐような持続的な森林利用の方法を考慮

するべきである。このような文脈において、私たちは森林消失のプロセスである森林の劣化／置

換と消失／変質の相互の関係を理解する必要がある。 

森林消失は様々に異なった原因あるいは要因によって起こる。そのいくつかは森林に直接作

用して、現地でしばしば容易に認識することができる。こういった原因は「直接的原因」(E/CN．

17/IPF/1996/2)と呼ばれる。それらの直接的原因の背後には、より間接的あるいは背後に隠れた

一続きの原因がある。これらの原因グループを「背景的原因」(E/CN．17/IPF/1996/2)と呼ぶ。 

 

(b) 研究方法 

IGES 森林保全プロジェクトの「森林減少の構造分析」研究チームは、最近のアジア・太平洋

地域における森林減少の背景的原因（Underlying Causes of Forest Loss）に焦点を絞った。主要

な直接原因に対応する背景的原因は地域内における共通要素や国や準国家での特性などを
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識別することにより分類した。この手順によってアジア・太平洋地域での最近の森林減少に関す

る原因構造が明らかになり、森林減少克服の方向性を見いだすことができる。 

以上に述べた研究目的に沿ってチームは二つの研究活動を行った。「国別の森林減少原因

研究」と「森林に関する政府間フォーラム（IFF）のNGO-UCイニシアチブ、アジア地域プロセスへ

の積極的な協力」である。 

1 番目のアプローチでは、森林減少原因に関する各種研究活動や、森林資源利用に関する

国際連関に関するデータ収集や研究活動を国や準国家を対象として行った。対象地域は、東

南アジア島嶼地域では、インドネシアとフィリピンを選んだ。メコン川流域地域では、タイ、ラオス、

ベトナムおよびカンボジアを対象とした。北東アジア地域では， ロシア極東南部地域を中心に

進め、中国への予備研究もあわせて行った。これらの研究でには、３つの研究グループを作り、

文献調査、ワークショップ、現地調査などを通じて情報収集を進めた。 

国別研究における主たる分析枠組みとして、森林減少原因に関する既存の研究に基づくハ

ーシュ(2000)による森林減少の説明モデルを用いた（図２)。このモデルには、森林減少に関与

する直接的な原因が、その手段や方法あるいは主要なアクターなどの枠で別々に示されている。

また、背景的原因となる社会・経済・政治的因子や開発因子が示されている。森林減少の手段と

目的の関連づけは主要なアクターを見いだすことを容易にし、異なるアクターの役割も明確にす

る。例えば、熱帯林における主要な森林減少原因と指摘されている商業伐採では、多くの研究

が、海外の伐採企業、政府や軍部、伐採権所有者など様々なアクターが異なる役割を果たして

いることを示している。また、背景的原因は、社会・経済・政治的文脈や開発との関連から明らか

にされる必要があるだろう。社会・経済・政治的要因には、土地や森林の所有制度、不平等、貧

困、需要、経済成長、外貨獲得、社会的混乱などの原因が含まれる。土壌や気候、地質条件と

いった物理的な森林立地条件も重要な原因である。例えば、ある種の樹木や農産物は特定の

立地にしか生育しないことが森林開発を進展させる大きな理由となることもある。途上国では、伝

統的森林利用が市場経済への移行などの経済開発により破壊されている。一方で、燃材の過

剰採取や過放牧などの深刻な森林破壊が起こることも未開発段階で広く認められる。これらは

「開発要因」の例である。
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図 2： 森林減少の背景的原因の説明軸 
出典：ハーシュ(2000) 

 

2 番目のアプローチは、国際的な政策対話への関与を意図した IFF-NGO UC イニシアチブ

におけるアジア地域プロセスでの複数会合の共同開催である（Bio Forum, 1999）。非政府機関

(NGOs)と先住民族機関(IPOs)は、政府および政府間機関と協同して、森林消失・劣化の背景

的原因という重要事項の解明に貢献することを目的として、独自の活動を組織化し、国連特別

総会後に研究プロジェクトを開始した。アジア地域研究の中心的担当者であった黒田洋一研究

員は、インドネシアのミア・シスカワチ氏(インドネシア)と協同して活動を行うとともに、いくつかの

主要な国際会合における一連の会合に出席した。また、 IGES 森林保全プロジェクトは、IFF 会

合への効果的な討議結果のインプットを意図してアジア地域会合にむけた予備会合(1998 年 7

月)とアジア地域会合（1998 年 12 月）を共同開催した。 

背景的原因 直接的原因 
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開発 
未開発 
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移動耕作民 
土地無し農民 
伐採会社 
政府機関 
農園所有者 
ダム建設者 
 など 
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商業伐採 
焼き畑耕作 
換金作物栽
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 など 
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(c) アジア太平洋地域における森林減少の直接的原因 

i. 手段・方法 

チームがリストアップした研究対象地域における森林減少の直接的原因を表１に示した。これ

らを、その手段によって整理すると、以下に述べるように森林減少は伐採、火災、火入れあるい

は物理的な破壊など各種のプロセスを経て進んでいることが再確認された。 

一般に、研究対象地域の森林減少の大部分は原生林の伐採から始まる。伐採は森林劣化を

引き起こすが直接的には森林消失に結びつくことはない。大部分の森林伐採は商業的な目的

で価値のある木材収穫を目的に行われている。いずれの熱帯諸国でも、移住計画、農園開発、

ダム開発あるいは鉱山開発といった森林転換の前段階で、大規模な伐採活動を伴なっているこ

とが観察されている。 

森林伐採に続いて、林地はおおむね三つのプロセスを通って劣化と消失へと結びついている。

すなわち、放置、植林および転換である。 

伐採跡地が管理されない場合は、熱帯林も北方林も二次林へと移行し、最終的には通常 100

年あるいは 200 年以上後には伐採前と似た林分構造を持つ極相林へと遷移する。しかし、研究

対象地域の熱帯林の伐採地では、しばしば伐採用林道を通って移住者が入り込み、焼き畑や

非伝統的な移動耕作を始める。非伝統的な移動耕作が始まった伐採跡地は、熱帯特有の土壌

特性や気候要因も手伝って不毛な土地へ変わることが多く認められる。また、十分な火災防止

が行われないと、森林火災が頻発し、最終的には生産力の低い草地や不毛地へ変質することも

多い。この意味で、天然林伐採に端を発する非持続的な移動耕作の増加は森林減少を招く重

要な直接的原因といえる。 

伐採跡地で伐採に引き続いて植林が行われるケースでは、早生樹種による産業目的の大規

模造林がしばしば行われる。このようなプロジェクトは、森林の生態的な機能を大幅に低下させ

るので、森林劣化をさらに拡大させる活動と考えられる。 

伐採跡地が他の土地利用へと転換されるケースでは、さまざまな活動が認められる。熱帯諸

国での共通した活動は、水田や耕作地への開墾である。このような森林開発は移住政策と緊密

な関係を持つ場合が多い。メコン川流域では、地域・国内紛争に起因する物理的な破壊が森林

減少に大きく寄与している。ラオスでは、第二次インドシナ紛争の際にホーチミンルートに沿って

多くの森林が爆弾により破壊され、ベトナムでは米軍による枯れ葉剤散布による森林被覆の破

壊が進められた。 
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表１．研究対象地域における主要な森林減少の直接的原因 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 地域              主要な原因 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
フィリピン 輸出志向の非持続的な商業伐採、 産業植林の失敗、 地元住民による森林

火災の頻発、鉱山開発、農地拡大目的の森林転換、高地農業、ダム開発な

どの政府プロジェクト、土地無し農民向け土地伐開 
インドネシア  輸出志向の非持続的な商業伐採、国内の合板産業向け伐採、大規模な移

住・水田開発プロジェクト、非伝統的移動耕作， 産業植林開発， 頻発す

る大規模森林火災およびアブラヤシ農園開発 
タイ （商業）伐採、換金作物栽培目的の森林伐開、移動耕作、ゴム農園， エ

ビ養殖池開発，土地利用区分と保護区の拡大 
ラオス 第二次インドシナ紛争による直接・間接的な破壊、米自給目的の開墾、移

動耕作、ダム開発、商業伐採 
ベトナム 第二次インドシナ紛争による直接・間接的な破壊、米自給目的の開墾、国

内移住、コーヒー農園、移動農耕、軍部資金目的の伐採 
カンボジア   耕作のための土地伐開、特権階級および軍による伐採 
極東ロシア南部 輸出志向の非持続的な商業伐採、大規模森林火災 
注：下線のある原因は構造分析を行った。 
 

上述した森林減少経路に関する記述を研究地域にあてはめると、極東ロシア南部地域での

森林減少経路はどちらかというと単純である。同地域における森林減少は非持続的な商業伐採

と頻発する森林火災の組み合わせにより進行している。これに対して、東南アジアの熱帯林諸

国は、より複雑なプロセスを経験している。(過去に大きな森林減少を経験した)タイとフィリピンは、

上述したプロセスの大部分を通過している。インドネシアも戦争による破壊を除いて森林減少の

ほとんどすべてのプロセスを経験している。ラオスとカンボジアでは、 伐採から植林への経路が

あまり進んでいないが、他のすべての経路が確認できた。 

ii. 目的 

これまでに述べた各種の森林開発手段は、地元利用、商業伐採、換金作物耕作地／農園へ

の転換、産業植林、米自給向け開墾、移動耕作、移住用地開墾、ダム開発などの目的で行わ

れている。 

研究対象地域のすべての森林は、地域経済において重要な役割を果たしており、しばしば地

域社会構造や環境の基礎あるいは先住民族の生存基盤である。森林は地元や家計のために

利用・収穫されるが、その影響は商業伐採と比べてかなり小さい。 

原生林を対象とした商業伐採は、熱帯林、温帯林、北方林のいずれでも広く行われている。こ

れは木材資源が外貨獲得の重要な手段であり、木材収穫はそのための最も容易な手段である。

商業伐採の多くは、国庫に一定の森林利用料を支払って伐採権の配分を受けてから行われる

のが普通である。しかし、過去の多くの木材資源開発は、森林が国有化されておりその管理も政

府機関が担っていることを背景に、国内外の森林産業と強い結びつきを持った特権階級や軍部
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の資金源となっているケースが多かった。商業的な木材収穫作業は、大きな超過利益を得ること

を目的に、しばしば大規模で粗放に行われてきた。これらの森林伐採権の配分は、地元住民へ

の説明無しに、非常に不透明で一部のグループに利するかたちで行われることが多く観察され

た。フィリピンでは、火付けによる火災は、地元住民と伐採権所有者あるいは伐採会社とのあい

だに起こった紛争が原因となっていることが多い。インドネシアでは、丸太輸出禁止措置以降、

商業伐採は国内合板産業むけ原料生産を目的として行われてきた。極東ロシア南部地域では、

現地森林管理機構がしばしば予算不足を補うために病虫害防除を名目とした違法な木材収穫

が行われている。粗放で強度の大きな森林伐採は、伐採後の林分内の湿度を低下させ、伐採

従事者の火の不始末、あるいは市民や地元住民による小火気の増加なども手伝って人為的な

森林火災発生と直接的・間接的に強い関係が認められる。 

ゴム(タイ)、 コーヒー(ベトナム)およびアブラヤシ(インドネシア)などの農園開発も大規模な森

林転換を招いている。また、牧場（フィリピン）やエビ養殖池（タイ）への森林転換も主要な直接原

因として見いだされた。これらの活動では、しばしばコストの安い火入れ開墾が行われ、その飛

び火が（フィリピンやインドネシアで）森林火災を引き起こしている。このような原因による森林火

災が繰り返し発生して広大な草地や生産力の乏しい土地が生じていることも確認された。研究

対象地では、森林転換が商業的木材収穫と密接に結びついており、数多くの抜け穴や違法行

為が広く認められる。多くの場合、企業の本当の目的は木材利用であるため、転換用地が伐採

後に放置されることも多い。こういった森林転換活動では、新たに開発した土地からの収穫物は、

消費国における強い需要に支えられた外貨獲得向けであるという共通の特徴が認められる。 

産業植林開発は、（フィリピンやインドネシアなどで）天然林資源が枯渇すると活発に推進され

た。フィリピンにおける産業植林は地元住民や利害関係者に十分な説明無しに大企業によって

強引に押し進められた。この結果、土地紛争に伴う地元住民に火付けによる森林火災がしばし

ば発生した。インドネシアの土地伐開地では、コストの安い火入れが広く採用され、火入れ禁止

令が出された後にも森林火災の原因となっている。つまり、その手続きと管理が不適当な場合に

森林転換プロジェクトは、森林減少に結びつく重要な直接原因となっていることが確認された。 

米自給向けの開墾は、インドネシア、ラオスおよびベトナムで 1975 年以降に人口が顕著に増

加するようになってから目立っている。各地域とも国家政策により押し進められていることに共通

した特徴がある。 

移動耕作は熱帯諸国における森林減少の主要な直接的原因としてしばしば指摘されている。 

しかし、多くの研究は移動農耕が熱帯林における森林利用の伝統的方法であり、森林を破壊す

ることはなかったことを明らかにしている。この活動が問題視されるようになったのは最近である。

例えば、タイでは 1960 年代以降、ベトナムでは 1975 年以降である。一般に、社会・経済開発に

由来する人口圧や他の土地利用との競合の増大は、伝統的な移動耕作を森林減少に結びつく
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ような非持続的な内容に変質させてきた（例えばラオス）。 

人口圧や土地利用競合は、政府の国内移住政策や自然発生的な移住に起因する森林減少

を促してきた。フィリピンでは、開墾と移住プログラムが 1978 年まで続いた。1948 年から 1960 年

にかけてのミンダナオ島から他の島々への移住は全体で 120 万人と見積もられている。インドネ

シアでは、大規模移住と呼ばれたプログラムが 1983 年に始まり現在もまだ続いている。1994 年

から1997 年までの間に 72 万 4 千 ha 以上が転換されたと見積もられている（Inoue,1998）。メコン

川流域では、政府の政策として計画された国内移住が進められ、第二次インドシナ紛争以降に

このプログラム由来の森林伐開が深刻化している。 

メコン川流域では、多くの大規模ダムが建設あるいは計画されており、広大な森林が開発され

ている。ラオスでは水力発電開発が、1960 年代の Nam Ngum Dam 建設に始まり、1990 年代に

入って加速している。ダム開発予定地における森林伐採権の発給がしばしば行われ、その許可

が粗放な森林伐採に絶好な機会を与えていると言われている。 

iii. アクター（行為主体） 

以上に述べたような森林減少を招く諸活動には、中央あるいは地方政府、国内の伐採業者や

林産企業、軍当局、特権階級および地元住民など様々な国内のアクターが関与している。と同

時に、消費国、輸入国からの資本あるいは対外援助機関といった国外のアクターも非常に重要

な役割を果していることが確認できた。 

政府の役割は研究対象地域によって異なるが、その機能によって分類できた。すなわち、経

済開発政策の立案者とその実行者、森林政策の立案者、 森林経営の任務を担う機関の三つ

の役割である。経済開発政策のデザインと実施に関しては、すべての中央政府は外貨獲得の

主要手段として木材伐採を推進し、森林は転換プロジェクトの対象地として農地や他の土地利

用に転換する場所と見なされている。大規模な森林開発プログラムは、森林が国有化されてい

ることを理由にトップダウンで進められ、地元住民や利害関係者への説明なく強引に押し進めら

れることが多い。政府は極めて大きな権限を有している。このような強引な森林開発と同時に、政

府は産業化政策や市場経済移行政策を推進してきた。森林政策立案者としては、いずれの地

域も有用な木材収穫をねらった天然資源政策が展開されている。これら森林開発政策では、伐

採活動は粗放で、再造林プログラムをほとんど含んでいない。政府は、森林伐採権の配分に強

大な権力をふるってきた。森林資源が枯渇するようになると、多くの政府は大規模な産業植林を

積極的に推進した。この政策もまた、環境影響評価、社会影響評価、地元社会や地元関係者な

ど影響がおよぶグループへの説明なしにトップダウンで強制的に進められてきた。森林管理主

体としても、規則違反や汚職といった森林統治の問題点あるいは行政基盤の不備が、研究対象

地域における森林減少の間接的な原因であった。この問題点は、森林伐採権の配分（フィリピン、

インドネシアなど）、森林転換プロジェクト（インドネシア）および違法伐採（インドネシア、カンボジ
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アおよび極東ロシア南部）でたびたび観察された。 

政府、軍当局および特権階級と強く結びついた国内伐採企業・産業は、多くの地域の森林減

少に大きな役割を果たしてきた。多くの場合、伐採業者は、国家に一定の森林利用料を支払っ

て伐採権の割り当てを受けて森林伐採を行ってきた。企業への大規模な森林伐採権の割り当て

は極めて不透明であり、森林行政当局による適切な監視やコントロールも極めて限られている。

多くの伐採会社は、利益の最大化が可能な「切り逃げ」戦略を採用してきた（フィリピン[Seki 

2000]、インドネシア、極東ロシア南部）。インドネシアのアブラヤシ農園のような森林転換プロジ

ェクトでさえ、多くの場合、企業の本当の目的は木材収穫であり、伐採跡地はしばしば放置され

ている（Okamoto, 2000）。 

インドネシアでは、軍当局が森林伐採権配分に大きな権限を有しており、国内森林産業や華

僑資本あるいは輸入国の林業資本と強い結びつきをもちながら多くの天然資源開発を推進して

きた。ベトナム（Hirsch, 2000）やカンボジア（Bottomley, 2000）では、森林は合法・非合法的に軍

部の資金源として開発されてきた。これらの活動は、各地域で最も深刻な森林減少の原因と考

えられている。 

特権階級も、重要な国内アクターである。フィリピンでは、過去に、議会の議員によって伐採業

者が莫大な利益を得るのを可能にする森林政策と森林規則が策定されてきた（Seki, 2000）。政

治家の多くは伐採から利益を得ている伐採権所有者でもあった。インドネシアでは、華僑等の特

権階級は、政府や軍当局と密接な関係を保ち、天然林資源開発を押し進め、国内合板産業や

アブラヤシ開発を確立させてきた（Araya, 1998；Siscawati, 2000）。 

地元住民は、非伝統的な焼き畑耕作だけでなく、現地での紛争や火の不始末などを通じて森

林火災の発生に非常に重要な役割を果たしている。しかし、彼らは様々な社会・経済的な背景

的原因の影響下にある受け身の行為主体に見える。非伝統的な移行耕作民の増加は、貧困や

地方における人口増加、政治的混乱、国内移住、共有林の伐開による木材収穫などの各種原

因が関連していることが確認できた。地元住民は、たび重なる森林火災を引き起こしてきた土地

紛争を由来とした火付けの主役の場合もある（フィリピン[Seki, 2000]）。極東ロシア南部では、市

民や地元住民の（たき火などの）火の不始末や煙草の投げ捨てが近年の大規模森林火災の大

きな原因となっている（Yamane, 2000）。 

国外アクターとしては、これまで多くの研究は、輸入国と輸入国資本が消費国における強い需

要を背景に森林減少に重要な役割を果たしてきたことを示している。チーク材伐採はその最も

典型で、本研究ではラオスヒノキの伐採をその特殊例として確認した（Yamane & Chanthirath, 

2000）。また、フィリピンとインドネシアにおける森林開発は、消費国、とくに日本における強い需

要と日本からの投資の影響に触れずに語ることは難しいであろう（Kuroda, 2000）。日本資本が

価値ある資源を開発し枯渇させ、そして次々と別の国へと木材生産の場を移していったことはよ
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く知られている。熱帯林からの丸太供給が大きく低下したり貿易規制が課せされるようになり、日

本の合板産業は原料供給元を熱帯からロシアへとシフトさせつつある。消費国における急速な

需要増加は産業植林を目的とした森林転換プロジェクトの拡大に大きく寄与している（フィリピン

[Seki, 2000]、インドネシア[Siscawati, 2000b]）。インドネシアにおける大幅なアブラヤシ農園開発

の増加では、植物油が環境や健康に優しいというイメージ戦略とあいまった消費国における強

い需要によって後押しされている（Okamoto, 2000）。これらの要因のほかには、大きな木材需要

下での国内木材生産の減少を招くような政策変更（例えば中国[Lu, 2000]）といった近隣諸国の

影響も、供給国における森林開発を加速している。このような外側からの影響は、最近における

極東ロシアから中国（Yamane & Lu, 2000）、ラオスやカンボジアから中国（Hirsch, 2000）の国境

木材貿易の拡大として見いだされた。これらの地域木材貿易は今後、中・短期的にさらに活発

化すると思われる。 

多くの NGO が、対外援助機関が発展途上国の森林減少をもたらす否定的な役割を果たして

きたことをすでに指摘している。我々の研究でも森林減少に結びつく二種類の活動を確認した。

すなわち「構造調整プログラム」と「個別プロジェクト支援」である。インドネシア(Okamoto， 2000)

と極東ロシア南部（Sheingauz, 2000a）両方で、 IMF と世界銀行による「構造調整プログラム」に

より、森林政策を含んだ経済政策改革が強引かつ性急に実施された。アブラヤシ農園開発の研

究からは、プログラムにより「改善」された政策がまださらなる森林破壊を引き起こす各種の欠陥

を含んでいることが示された(Okamoto, 2000)。また、極東ロシア南部では、構造調整プログラム

が深刻な経済危機を引き起こし、結果的に森林セクターの弱体化を招いて森林減少が加速した

ことが示されている。「個別プロジェクト支援」では、フィリピンの産業造林への国際的な援助のケ

ースは興味深い(Seki, 2000)。アキノ政権発足後に先進国は「環境援助」を提供し、この基金と結

びついて参加型の森林政策が導入された。また、東南アジア大陸部では、多くの二国間あるい

は多国間援助とあわせてアジア開発銀行が推進している「大メコン地域協力計画」もまたこのカ

テゴリーに含まれるだろう。このプロジェクトは大規模な基盤整備と、丸太収穫、より広義には移

住と換金作物栽培目的の開墾を可能にする地域道路網の拡大を促進した（Hirsch, 2000）。この

プログラムの下で進められている水力発電プロジェクトも森林伐開を促進している。また、同計画

に含まれる市場開発プログラムも、それまで地元向けに消費されていた森林生産物への圧力を

高めている。森林破壊を間接的に促進するように作用する鉱山開発などの天然資源開発への

海外援助プログラムも少なからず認められる。 

 

(d) 国別研究に基づく森林減少の背景的原因 

国別研究で見いだされた主要な森林減少の６つの直接的原因に関する構造分析の結果は、

以下の示すとおりである。 
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「外貨獲得目的の非持続的な商業伐採」はフィリピン、極東ロシア南部およびメコン川流域（タ

イ、ベトナム、カンボジアおよびラオス）などで数多く観察された。外貨獲得や軍あるいは森林管

理当局の財源を目的とした皆伐や無駄が多く強度の高い択伐がその手段である。この原因では

国内外のアクターが相互に結びついて関与している。伐採企業や中央政府当局、軍部、特権

階層、伐採権所有者および地方森林管理当局が国内アクターとして見いだされている。国外ア

クターとしては、輸入・消費国、輸入国の企業が確認できた。各地域の分析結果の要約は以下

のとおりである。 

フィリピンでは、日本などの輸入国で熱帯材需要が高まった結果、その主要な供給源として位

置づけられるようになった。そして、丸太輸出貿易の急増にともない、丸太輸出は外貨獲得の中

心となった。このような情勢下で、政府は伐採会社による巨額の利潤の獲得と、いわゆる「切り逃

げ」戦略の採用を可能とする森林伐採権制度を確立させた。この裏側には、すでに指摘されて

いるように中央議会、軍部および政府官僚のあいだの緊密な関係による富の集中を可能にした

構造があった。つまり、「切り逃げ」戦略を可能とさせた「不十分な法制度」のもとでの、木材輸入

国、特に日本市場からの強い需要、すなわち「市場圧力（マーケット・フォース）」が、主要な背景

的原因と考えられた。 

極東ロシア南部地域の伐採は、良質な丸太のみ収穫する極めて粗放で無駄の多いものと言

われている。低質材の加工施設が少ないことや、不適切な丸太の価格付けがこの傾向に拍車を

かけている。また、各種の規則違反への不十分な監視・規制もその背景にある。最近のルーブ

ル切り下げの影響で、アジア地域向けの丸太輸出は外貨獲得の最も容易な手段の一つなった

(Nakai, 2001)。中国向けの最近の急激な丸太輸出の増加は、中国での新たな天然林保護政策

の開始による木材生産減少の影響によると考えられた。同地域の森林減少の主要な直接原因

である非持続的（で無駄の多い）商業伐採の背景的原因としては、外貨獲得の要請、日本ある

いは中国での木材需要の増加といった内外の「市場圧力」を確認した。また、ソビエト崩壊後と

1998 年の経済危機および、その後の経済的・政治的な混乱、あるいは持続的な森林管理への

「法・行政基盤の不備」も相互に密接に関連していると考えられた。 

タイでは 20 世紀初頭から北部で英国によるチーク材の商業伐採が開始されたが、1989 年の

森林伐採禁止までの期間で、最も活発な伐採活動が繰り広げられたのは 1960 年代である。

1989 年までに森林伐採は、国立公園や野生生物保護区の外側の大部分にまで及んでいた。

1989 年の伐採禁止を招いた合法・非合法の伐採活動は、タイ南部で発生した多くの死傷者を

生んだ悲惨な度重なる洪水と結びつきが認められる。。ベトナムでは、1986 年以来の経済改革

が主に中央高原で軍部の財源確保向けの伐採を促進させた。カンボジアとラオスとの関係もま

た軍部に森林伐採と国境貿易での利益を与えることとなった。カンボジアでは、過去 30 年間に

わたって森林資源が激しく開発されてきた。とりわけ1993 年以降の UNCTAC 後の期間には、森
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林被覆率の高い県も含んだ国内森林の多くが伐採許可のもとに置かれている。特権階級と軍部

の影響下での伐採が国全体で支配的である。1997 年における丸太生産量は 430 万 m3（700 万

ha）と最高レベルに達し、違法伐採は少なくとも全生産量の 92%を占めている。ラオスでは、ラオ

スヒノキの伐採が原生林劣化を招く脅威のひとつである。ラオスヒノキは 1980 年代から特に有効

な保全手段なしに伐採され、主に日本向けに輸出されている。ラオスヒノキの伐採は近年拡大し

ており、ラオスヒノキ生育地のいくつかは枯渇に瀕している。非持続的な方法でこれまで同様の

ペースでラオスヒノキ林の伐採が進むと、同種は 100 年以内に枯渇する可能性がある。 

このようなメコン地域の森林減少の背景的原因は、度重なる戦争や政治的対立など「政治的

不安定」に起因する各国の政治構造における軍部の影響力を指摘できる。また、タイやベトナム

における地域需要下での外貨獲得向け貿易（市場圧力）、資金・制度や中央政府・地方自治体

当局の意志力の欠如（「法・行政基盤の不足」）などがこのような状況を拡大していると考えられ

た。ラオスにおけるラオスヒノキの例では国内外の各種要因が関与しているが、日本における強

い需要と消費が主たる背景的原因として作用していると考えられた。これに加えて、「不十分な

法・行政基盤」も最近の非持続的な伐採を促進させている。 

以上から、研究対象地域における商業伐採は、基本的に外貨獲得への要請や消費国での木

材需要の増加などの内外の「市場圧力」に由来していると考えられた。そして、「経済的・政治的

不安定」、「不十分な法・行政基盤」さらには「経済・森林開発政策」などの背景的原因が、相互

に密接に関わって非持続的な伐採活動を拡大させていると考えられた。 

フィリピンにおける早生樹種の大規模造林による「産業植林の失敗」は非常に教訓の多いケ

ースである。このケースでは海外援助機関が、政府の森林行政当局や地元住民といった国内ア

クターと共に重要な役割を果たしてきた。最大の森林関連プロジェクトである契約造林プログラム

（CRP）は、国家による造林管理の原則に基づいて中央政府主導により強力に推進された。しか

し、大面積の土地への地元住民の立ち入り制限は土地紛争を拡大させ、巨額のプロジェクト資

金が汚職の蔓延を招き、造林労働者への契約金の不払いを生じさせた。同時に、環境天然資

源省は政府管理の CRP と類似の産業森林管理協約（IFMAs）を推進し、数千 ha に及ぶ森林を

一企業に期間貸借した。数千 ha ものひとまとまりの面積が一つの企業に与えられると、地元住

民の土地紛争を避けることはほとんど不可能である。CRP の場合と同様に IFMAs が失敗したの

も当然であった。産業植林の失敗は、地元住民の森林利用を無視して大規模な植林地を設定

するトップダウンのプロジェクトを採用した森林政策の欠陥に起因する。地元住民の立ち入りを

妨げることは地元住民の森林利用に相反する。また、適切な統治機能の欠如がプロジェクトの不

正実施を招いたと考えられている。この背景には、マルコス政権以来の権力集中や利益追求を

招くような当局の行動様式が依然として広がっていることがある。つまり、地元住民による森林利

用を軽視した「不十分な法・行政基盤」がフィリピンにおける産業植林の失敗を招いたのである。 
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「頻発する（大規模）森林火災」は、アジア・太平洋地域における最近の重要な森林減少の直

接的原因であり、本研究ではフィリピン、インドネシアおよび極東ロシア南部の事例を検討した。

この原因では、市民や地元住民が伐採会社や地方森林管理当局と共に重要な役割を果たして

いた。 

フィリピンでは、農業利用に向けた伐採地の開発は法的に認められていないが、伐採跡地は

しばしば商業牧場に転換されてきた。「野焼き」は森林を商業牧場に変える際の通常の手段であ

る。たび重なる火入れの結果、二次林はコゴン（Imperata cylindrica）などの草に覆われた草原

に代わり、広大な面積の草原を出現させた。野焼きに起因する飛び火が牧場の境界を越えて周

辺を取り囲む二次林まで広がって火災を引き起こして、森林に壊滅的な被害を与えたからであ

る。また、政府と地元住民とのあいだの国有林での土地紛争は、頻発する森林火災の二次的要

因である。森林火災は政府が森林への立ち入りを制限したことを怒った住民による火付けが原

因であることが多い。非常に多くの火災が人工造林地で起こり、これまで商業伐採地や産業植

林プロジェクト地への地元住民立ち入りの制限を巡る政府と地元住民との紛争が多く起こってい

る。フィリピンにおける森林減少の背景的原因は、商業伐採、商業牧場および産業植林を推進

してきた過去の「森林政策」に端を発すると結論づけられた。これらの政策は、国有林における

土地所有や森林資源利用の権利の軽視だけでなく、伐採企業など特定の団体へのプロジェクト

利益の誘導が含まれている。実際の森林開発は、先住民や第二次大戦後に低地から国有林に

移住した入植者が様々な森林資源の利用を行っている現実に反して行われてきた。 

極東ロシア南部の多くは毎年のように森林火災が発生しており、中規模の森林火災も頻発し

ている。1998年にハバロフスク地方で発生した森林火災は1954年および1976年以来の大規模

なもので、190 万 ha 以上が被災した。ソビエト連邦崩壊後、地方の森林火災対策機構は連邦政

府の引き続く予算縮小によって大幅に弱体化した。森林地域における小火気の増加も別の直接

的原因である。生活物資を求める市民の森林への立ち入りが増し、煙草の投げ捨てやたき火の

不始末など人為的な火災を増加させている。つまり、「政治的・経済的混乱」による現地火災対

策機構への予算割り当て縮小と市民の立ち入りによる小火気の増加が主要な背景的原因と考

えられた。また、ソビエト時代からの遺産である無駄の多い森林資源利用を招いている「法・行政

基盤の不備」も重要な背景的原因である。これら二つの原因は相互に関連しながら「小火気の

増加」と「火災危険林分の拡大」を招き、「火災対策機構の弱体化」によって、大規模火災が発

生したと考えられた。天然更新に依存した森林管理方法もまた、同地域における森林資源劣化

を加速している可能性がある。 

インドネシアは 1983 年にボルネオ島で大規模な森林火災を経験している。この火災は、最近

までインドネシア史上最大の火災であった。火災と日照りによる相乗効果によって 25500km2の

原生林・二次林と7500 km2にも及ぶ居住地域が破壊された。それ以来、ボルネオでの火災発生
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の周期は明らかに短縮しており、1994 年以降はその規模が増大していることが報じられている。

SOFO（FAO、State of the World's Forests 1999）による推定では、およそ 200 万 ha 以上の森林が

1997 年火災で被災し、1988 年の火災を上回ったとしている。火災は人間の健康、森林や野生

生物生息地を含む自然生態系、森林居住民の社会・文化的側面などにも深刻な被害をおよぼ

し、CO2排出による地球温暖化を促進したと指摘されている。最近におけるインドネシアでの森

林火災は、主に、1)消費国における森林生産物への強い需要に支えられた、不適切な土地配

分政策のもとでの大規模な森林転換事業、2)森林開発計画における火災防止対策実施の不足、

および 3)火災対策システムの不備、が背景的原因として発生していると考えられた。 

火入れ開墾や皆伐による「（ゴム、アブラヤシ、コーヒー）農園や換金作物栽培目的の森林転

換」は、インドネシア、タイ、ラオスおよびベトナムで広く観察できた。この原因では、政府や複合

企業体、伐採企業、国内外の消費者および海外援助機関といった国内外のアクターの関与を

確認した。 

インドネシアでは、アブラヤシ農園開発が最近における森林減少の主要な要因の一つである。

この森林転換は森林消失を招くだけでなく森林火災とも重要な関係があった。また、大規模な農

薬使用は、たび重なる使用によって環境汚染が起こって、人々の健康被害だけでなく森林劣化

や生物多様性減少をももたらしている。1978 年以降急激な伸びを示しているアブラヤシ耕作地

面積は、1997 年までに 250 万 ha に達した。複合企業体が現在この分野で優占し、アブラヤシ農

園として公式に割り当てられた 540 万 ha のうち 210 万 ha を所有している。新たな農園は今もま

だ増えていると推定されている。インドネシアの大部分はアブラヤシ耕作に適しており、まだ広大

な面積がアブラヤシ農園として開発が可能である。これに対して世界最大の生産国であるマレ

ーシアの耕作面積は飽和状態に達しており、これ以上の拡大は望めない。このような状況は、消

費国における急速な需要の伸びと、IMF 勧告後の政策改革後も残る実際の土地利用状態を十

分配慮しない開発側に都合の良い国内政策とあいまって、転換への強い圧力を生じさせてい

る。 

ゴムの木やユーカリといったいわゆる「質の低い森林」による産業植林、あるいはマングローブ

林を伐開したエビ養殖池の導入は、メコン川流域地域における森林消失の主要な原因と認識さ

れている。タイでは、商業的な陸地作物栽培向け開墾が1960 年代より急速に増加し、1980 年代

後半の森林保全政策実施以降に際だって減少した。エビ養殖は台湾でのエビ養殖産業崩壊後

の 1980 年代後半から、おもにタイ湾の沿岸地域で、最近ではアンダマン海沿岸部にそってブー

ムとなり、マングローブ林を消失させた。ベトナムでは耕作向けの伐開とともに、中央高原におけ

る伐採が劇的に増加した。ここでは最近、コーヒーや他の換金作物栽培が農園で増加している。

最南部の県でのエビ養殖はとりわけマングローブ消失に強い影響を与えている。メコン川流域で

は、天然資源への地元利用を無視した産業的側面の重視が消費国での強い需要と相まって主
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要な背景的原因となっている。つまり、「消費国における強い需要」と結びついた「産業的側面に

偏った国内経済政策」が、換金作物栽培用地向けの森林転換を増加させていると考えられるの

である。 

「戦争や地域紛争による直接・間接の破壊」は、ラオスとベトナムで観察された。重火器による

大量破壊や、政府や軍部あるいは難民・帰還者による森林伐開がその手段である。ラオスでは、

1964 年から 1973 年の第二次インドシナ紛争中、ベトナムとの東部国境地域と Xieng Khouang

県で３百万トンもの爆弾が投下された。その間接的な影響による定着コミュニティの強制移住に

伴う国内人口移動は、高い割合で現在もまだ続いている。ベトナムでは、1965 年から 1973 年ま

での第二次インドシナ紛争中に、米国空軍によりベトナム南部の共産軍に対する森林被覆破壊

を目的とした作戦が展開された。この結果、中央高原の森林と南部沿岸地域のマングローブ林

の少なくとも２百万 ha が破壊された。ここでは政治的混乱がインドシナ紛争の背景的原因として

見いだされた。また、国内における難民や帰還者の移住という戦争の間接的影響は、国内政策

とも密接に関連している。 

ベトナムあるいはラオスで報告されている「国内移住（国内入植）向け開墾」では、中央政府、

土地無し農民あるいは難民・帰還者が主要なアクターとして示された。ラオスでは、伝統的な農

業や遺産相続および政治的・経済的情勢の不安定さの両方の理由による人口移動があったが、

部分的には高地住民をよりアクセスの良い場所へ移住させる政府政策も手伝って、（1960 年代

以降の）インドシナ紛争中とそれ以降に国内移住が大幅に増加した。米国による爆弾攻撃は国

民人口の 1/4 を置き換え、1975 年以降の大量国内難民発生は新たな土地開墾をもたらした。政

府は、高地少数民族に対して米栽培のため低地定住を推進し、一方、ベトナム政府は耕作のた

め低地住民の高地移住を奨励した。これらの政策は森林利用を巡る紛争を激化させ、非持続的

な森林管理の原因となった。このような動向は先住少数民に対する歴史背景と政策が関連して

いる。ベトナムでは、1975 年以降、過密都市や人口密度の高い農村部から新経済地帯へと6 百

万人を移住させており、この政策は今も続けられている。大規模な移住時期は、主に 1970 年代

後半と 1980 年代であった。中央高地は数百万人の低地ベトナム人の移住先であり、多くの森林

が大きく開発された。細かな分析は行わなかったが、都市における急激な人口増加と、プロジェ

クト対象森林への影響を軽視した不完全な「経済・森林政策」が両国での森林減少を招いたと考

えられた。 

 

(e) IFF-UC/NGO アジアプロセスで見いだされた森林減少の背景的原因 

IFF-UC/NGO アジアプロセスにおける熱心な討議の結果、アジア地域の森林減少の背景的

原因は、以下の 7 つの見出しとしてまとめられた。 

• 森林の真の価値に関する認識不足 
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• 木材の過剰消費に立脚した発展パラダイム 

• 不適切な政府の政策や統制を生み出している補助金や報奨金 

• 政治・行政システムの欠陥 

• 政府意思決定における地方分権、参加および透明性の不足 

• 人口増加、移住、各種利害関係者を充分に考慮しない不適切な土地や資源の配分シス

テム 

• 森林資源利用に関わる団体での森林の生物多様性、生態系管理および伝統的森林利用

の知識の不足 

 

(f) アジア・太平洋地域における森林減少の背景的原因 

以上に述べた二つのアプローチによる研究結果から、IGES 森林保全プロジェクトは、地域に

おける最近の主要な森林減少の直接的原因と密接に関係すると考えられる背景的原因を５項

目にまとめ上げた。 

まず第一は、「森林の真の価値に対する認識の不足」である。開発対象とする森林の持つ真

の価値に対して十分な保全コストを支払うことなく経済的利益の最大化を意図して、環境的機能

や地元コミュニティの生存基盤などを含んだ森林の本当の価値を無視する森林開発に関わるア

クターが多く観察された。関係者における森林の生物多様性、生態系管理あるいは伝統的な森

林利用に関する適切な知識や手段の欠如が視野の狭い森林利用の考え方を助長している。 

第二は、「不完全な市場システム下での市場圧力（マーケット・フォース）」である。我々の研究

では、研究対象国における森林開発が、主に輸入国の強い消費需要に由来する貨幣価値の獲

得に向けられていることを多く観察した。 

また、「産業的側面に偏った経済・森林開発政策」によっても地域の森林減少が促進されてい

ることがわかった。これまで、森林に関する政策は、外貨や特権階級の財源の獲得手段として木

材収穫や森林転換から利益をあげることを強く意図して進められてきた。 

また、破壊的な森林開発をくい止めることへの「不十分な政治的決意とその実施確保手段の

不足」もまた、今なお続く森林減少の重要な背景的原因と考えられた。持続的な森林経営、とく

に住民参加に関する、不十分な法・行政基盤や不完全な国有林政策あるいは地元住民に対す

る考慮の不足など多くの制度的原因はこの背景的原因に起因すると考えられる。 

当プロジェクトでは十分な検討を行わなかったが、多くの森林減少の直接的・間接的原因が

「政治的混乱や経済的窮乏」に端を達していることは確かである。この背景的原因は、森林統治

の無能化、規則違反や汚職の横行、あるいは貧困の拡大とそれに伴う非伝統的移動耕作の増

加といった各種の森林減少原因を生み出している。さらに、各種の森林減少それ自体の影響も
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また様々な政治、経済的な混乱を生み出している。この意味で、森林減少の拡大そのものも森

林減少の背景的原因なのである。 

 

(g)森林減少克服の方向 

これまで述べた研究に基づいて、チームは、アジア・太平洋地域における森林減少を克服す

る上で必要な五つの方向といくつかの行動を以下に示した。 

i. 森林の持つ多様な機能の尊重 

研究対象地域では, 森林減少を招いている最近の森林開発の大部分は、非持続的な手段

による金銭的な恩恵の最大化を目的としている。一方、森林の価値の多様な機能はほとんど無

視されている。また、森林減少を回復させる費用が支払われることは希である。森林減少は経済

的インパクトだけでなく環境や生活基盤、土地紛争あるいは森林との関係の希薄化を招く。多く

の場合、そういった森林減少の影響は森林開発から得られる経済的恩恵を超過している。我々

は森林の持つ価値を明らかにして、多様な価値を保全する手段を開発する必要がある。このた

めには、以下のような具体的行動が求められる。 

(i) 森林資源の利用に関する伝統的な知識を含んだ森林の多様な機能や価値の評価方法

開発を国連森林フォーラム（UNFF）など国際社会によるイニシアチブのもとで速やかに行

うこと。ここでは、国際的に受容される社会・経済指標も含んだ森林の二酸化炭素吸収能

力評価方法の開発も急務である； 

(ii) 森林開発の恩恵や木材製品の価格を考える際に、社会・環境・経済費用のすべてを考慮

に入れること； 

(iii) すべての森林開発で、対象地における社会的な影響にも焦点を当てた環境影響評価

(EIA)と社会影響評価を完全実施すること； 

(iv) 土地利用配分に際して、生態系相互の関係を考慮しつつ、地元社会と土地や資源の利

用やアクセスを必要とする隣接地元住民とのあいだの調和を確保すること。 

 

ii. 持続的な手段で生産された森林生産物の消費 

非持続的な森林開発は、森林あるいは森林を転換した場所で生産される天然資源への強い

需要を背景として加速してきた。違法あるいは野放しの森林開発もまた供給国における森林統

治能力の問題点と相乗して、消費国の強い需要に由来する場合が多い。そのため、以下に示

すような森林生産物消費や持続的な森林生産物の管理に向た行動が求められる。 

(i) 消費者国は資源利用減少、リサイクル促進および再利用といった資源利用の考え方を奨

励すること。このためには、資源利用のより効率的な技術を開発し積極的に利用する必要

がある。また、消費者の関心喚起や教育も不可欠である; 

(ii) 林産物貿易は森林の持続性維持原理のもとで管理する。これには自主認証といった経済

メカニズムの検討と導入が求められる； 
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(iii) 木材輸入国の中央・地方政府は、主要な木材輸入関係者を加えて、輸入する木材製品

の起源の厳しいコントロールに努め、違法あるいは非持続的な手段で生産された木材の

取り扱いを拒否すること。このような違法性のある貿易取り引きの監視および管理には、生

産国および消費国における適切な制度と関連職員の能力向上促進が必要である。 

 

iii.  持続的な森林経営に向けた経済・森林政策の改革 

研究対象地域の森林減少は、不十分な森林統治とともに、慣習的な森林利用や各種の森林

に関わる権利を無視したトップダウンの森林開発により直接的・間接的に促進されてきた。このた

め、持続的な森林経営に向けた経済・森林政策の改革を、とりわけ参加型アプローチのもとでの

適切な森林統治に留意しながら以下の政策オプションを取り入れることが求められる。 

(i) 中央政府は、適切かつ持続的で公平な開発にむけたマスタープランを作り、国家、企業、

地域社会のあいだのバランスを保ちつつ、強力な手段を伴って森林経営を管理し監視す

る強い意志を示し続けること； 

(ii) 中央政府と地方自治体は森林セクターに関するすべての決定において透明性と説明を

確保し、幅広い利害関係の積極的な参加の方法を提供すること； 

(iii) 中央政府と地方自治体は、地元コミュニティが土地や森林の管理に責任を持つことや、こ

のようなコミュニティの権利を内包させ保護するための制度や政策への改革に向けた作業

における地元コミュニティの権利や能力を認識すること； 

(iv) 中央政府は、持続的な森林経営の管理だけでなく、これを促進する役割を果たし、地域

における資源問題をより良く促進できるような地方当局の能力開発に努力すること； 

(v) 地方のエリート階層が容易に地方政府を操ることができる国もあるので、中央政府は地方

政府の積極的参加に際しては注意を払うこと。森林伐採権獲得における地方エリートの森

林管理への介入は、地元住民の資源管理という観点からは望ましくない結果が生じること

がある； 

(vi) 適切に機能する司法と法実施機関の創設に向けた前提条件として、不法な伐採作業が

横行するような闇経済を閉めだすこと； 

(vii) 個人あるいは団体の契約合意による林地利用・立ち入りへの権限付与をコミュニティ林業

の法的基盤に含めること； 

(viii) 適切な森林区分は持続的な森林利用の基礎と考えられる。そして、十分な規模を持ち適

切な管理基盤を備えた保護区あるいは保全区域の設立・配置を各種の森林の有する機

能や恩恵相互のバランスを取るために促進される必要がある； 

(ix) 中央政府は、森林利用に関わる政策変更や創設の際には隣接する国や地域の森林管理

への影響を緩和するような適切な措置とすること。 

 

iv.  持続的な森林経営に向けた法・行政基盤の改革 

我々の研究は、森林管理や森林開発において地元コミュニティの権利や知識あるいは参加を

認める有効な法・行政基盤が重要であることを示している。また、研究対象地域においては大規
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模森林火災の重大な影響を考えると、実効性ある火災防止に向けた法・行政基盤整備もまた急

務と考えられる。 

 

コミュニティ林業および参加型森林管理に向けて: 

(i) 中央政府は,省庁間紛争を早い段階で効果的に調整すること； 

(ii) 先住民の権利を保護するため慣習的な土地所有制や伝統的な土地利用方法を見いだ

す法的仕組みを開発すること； 

(iii) 森林伐採権付与の手続きにおいて、その影響を受けるすべての団体、とりわけ地元コミュ

ニティと地方当局へ説明を行い、あわせて透明性確保と腐敗防止に努めること； 

(iv)  伝統的かつ社会・経済・文化面で重要な土地を正確に把握して森林伐採権対象地から

除外すること。このような場所は慣習的な権利への認識に基づき森林伐採権対象地内の

コミュニティに与えられるべきである。また、コミュニティの所有権や森林利用権が悪化させ

られないよう対象地から取りだし、森林伐採権契約から除外すること； 

(v) 中央政府は地方自治体や地元コミュニティと協力して、伐採作業や丸太の移送・輸出を長

期的に監視すること。これには村落における監視グループの奨励と訓練が必要である。 

 

火災防止に向けて: 

(vi) 国家および地方における森林火災対策機構を、国家森林火災対策政策や計画とともに

強化すること； 

(vii) 先進的な技術と実用的な設備の両方に配慮したバランスのとれた森林火災対策手段を配

置すること； 

(viii) その上で、十分な予算と人員を現地事務所に割り当てること； 

(ix) とくに、土地伐開や整地目的の火入れなど森林開発活動への制限をより厳しくし、現地下

請け人に十分な支払いと作業期間を与えるよう事業主に指導する必要がある。 

 

v.  森林保全にむけた地域協力 

森林産物への強い需要を背景とする市場圧力に加えて、森林減少につながる森林開発は輸

入国の経済・森林政策、海外援助機関の干渉あるいは国境をまたがった適切な問題調整の不

在などによっても引き起こされてきたことは明かである。このため、国際社会は、以下のような行

動が求められるだろう。 

(i) 国際社会は、森林保全、天然林資源管理および土地利用計画において住民参加の重要

性と参加型アプローチの必要性をより強調すること； 

(ii) 国際社会による貸付や助成金の取り決めは、人権や天然資源管理の持続性に基づき、

公開と透明性を確保して注意深く行うこと。これらの文書化された取り決めの実施は、関係

職員の不正や違法な見返りを防ぐように注意深く監視し、政府は自らの政策について責

任を持つことが求められる； 
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(iii) 国際社会は、政府によるコミュニティ林業あるいは協同森林管理システムの開発、さらに

地域共同体において地元住民が森林管理への参加をとおした森林資源の価値づけを継

続的に助力すること； 

(iv) 国際社会は、とくに人権、先住民の権利あるいは国内の森林管理など、現地レベルの林

業や土地利用に関する正確な情報を提供する活動を継続的に支援すること； 

(v) 国際社会は、フィリピンやタイなどの森林資源枯渇の経験を有効に利用すること。住民参

加型森林管理への移行において、フィリピンは他のアジア諸国では最も先行している。フ

ィリピンと国際社会はその経験を、他国が同じ失敗を繰り返さないように広めることが求め

られる。タイにおける経験もまた急速な森林消失が地域および国家経済にどう影響し結果

するかを理解するのに寄与するだろう； 

(vi) 国際社会は、ジャーナリストにむけた森林関連問題への教育を支援すること。森林減少に

関する固定観念による報道を避けるためには、ジャーナリストに森林問題、とりわけ主要な

森林減少の背景的原因をより詳しく正確に知ることを奨励することが有効だろう； 

(vii) 森林火災防止に向けた国際援助の拡大を、アジア・太平洋地域の先進国の十分な支援

の元で促進すること； 

(viii) 森林火災跡地の復旧への国際社会の監視は非常に重要である。火災跡地は経済利益を

重視した植林地に転換される傾向があり、長期的に見て生物多様性が低下し、生態的な

機能への大幅な逆効果となるおそれがある。 

(山根正伸) 

b. 持続的な森林管理にむけた木材貿易政策2 

（a）はじめに 

木材貿易政策サブチーム(TT)の研究のねらいは、持続的な森林管理にむけた木材貿易にむ

けた適切な戦略を示すことである。研究プログラムは四つから構成されている。まず、森林資源

勘定の枠組みとデータ利用可能性に関する研究である。二番目は、森林・木材認証制度に関

する観点からの研究である。三番目は、主要な木材貿易国における木材貿易構造と政策に関

する歴史的研究である。とくに、この研究における時系列データを用いた経済分析では、国際的

な木材貿易における関税・非関税障壁の影響を明らかにする。最後には、各種の政策手段を評

価し木材貿易をシミュレートすることをめざしたアジア・太平洋地域における木材貿易の空間均

衡モデルの開発である。 

近年、世界の木材貿易構造は丸太貿易から木材製品貿易へと劇的な変化を遂げている。こ

の変化は、世界的な環境運動と有用な森林資源の枯渇を反映しているようにみえる。このような

木材貿易の変化を念頭におくと、持続的な森林管理には、秩序ある木材貿易が必要と考えられ

る。 

                                                   
2  この章は永田信の執筆によるものである。執筆にあたっては下記の研究協力者の協力を得た。YOUN Yeo-Chang, Ruperto P. Alonzo, 島

本美保子, 山本伸幸, 美濃羽靖並びに立花敏.この原文は、2000 年 6 月にジャカルタにて開催した国際ワークショップと、2001 年 1
月 16 日-18 日にかけて東京にて開催した公開セミナーにおいて検討された。本稿は、これらのワークショップおよびセミナーにおい

て、政府職員・NGO・研究者・国際組織などの様々な利害関係者から出されたコメントをもとに修正された最終報告書である。 
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（b）研究方法 

世界の森林を俯瞰すると、先進国の多くで森林が増加する一方で、ほとんどの途上国で減少

していることに気づく。ヨーロッパにおける新たな森林衰退を見過ごすことはできないが、発展途

上国の状況は、非常に厳しく、「荒廃した」という言葉で要約することができる。 

このような横断的な見方は時系列に置き換えることができる。経済開発のはじめのころには、

天然林が豊富に存在していた。人々は豊かな森林と調和しながら生き、森林から必要な産物を

集め利用していた。農耕が始まると、森林は農地へと転換されていった。農産物は人口増加を

可能とする一方で、森林消失を引き起こした。産業化によって、人々は化学製品や機械製品を

もち、より多くの農産物の生産が可能となり、森林消失が加速する。しかし、経済開発のある時点

で森林消失の圧力は低下する。歴史的に見て、これは産業化した経済が工業製品の代わりに

森林産物を輸入するという比較優位によって起こると考えられる。このため、木材供給源として国

内の森林の必要性がなくなるのである。そして森林政策は、開発から再造林あるいは保護へと

変更される。 

ここで述べた内容は大幅な単純化が行われているが、この話にはある種の真実が含まれてい

ると指摘しておきたい。 

経済開発の過程で、今日の先進国の多くは他国から木材を輸入し、自国の森林資源への圧

力を減少させてきた。現在、森林が減少した発展途上国の多くは、先進国において回復した木

材を輸入する必要がある。 

 

(c)ウルグアイ・ラウンド結果 

i. 包括的関税率を平均 1/3 引き下げる合意 

ii. ビール、褐色醸造アルコール、薬剤、鉄鋼、建設機材、農業機材、医療器材、玩具、家具

および紙・紙製品に関した主な貿易相手が、関税率撤廃商品分野として合意したが、日

本は合意しなかった。  

iii. 家具分野では、ウルグアイ・ラウンドが５年間にわたる主要国間の関税撤廃を行う相互ゼロ

関税の合意を達成した。 

iv. 木材製品の相互ゼロ関税イニシアチブは、紙・パルプ分野に関して、米国、ヨーロッパ連

合、カナダ、日本、韓国、フィンランド、オーストリア、ニュージーランド、香港、シンガポー

ル、オーストリア、ブラジル、チリで合意された。 

v. 製材品と木材製品分野に関して、木材製品に関する相互ゼロ関税イニシアチブでは、ウ

ルグアイ・ラウンドは合意に達しなかった。このイニシアチブを、米国、カナダ、ヨーロッパ

連合、カナダ、香港、ニュージーランド、シンガポールおよびスウェーデンが合意したが、

日本は合意しなかった。  
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vi. 家具分野では、ウルグアイ・ラウンドが５年間にわたる主要国間の関税撤廃を行う相互ゼロ

関税の合意を達成した。 

APEC（アジア太平洋経済協力閣僚会議）と ATL（関税自由化促進）の歴史は、以下に述べる

とおりである。1994年にAPECの主導者は2010年までに先進国で、2020年までには途上国で、

自由開放貿易を達成することを合意した。1997 年には APEC の主導者は米国、カナダ、ニュー

ジーランドおよびインドネシアにより指定された森林産物を含む 15 分野を、早期自主的部門別

自由化(EVSL)として指定した。森林製品における４カ国による EVSL 計画提案がまとめられ、各

国に「関税計画」、「非関税手段」、「規格・基準と整合化」および「経済および技術協力」の４分

野の研究が割り当てられた。1998 年 11 月の APEC サミットでは、APECリーダーは全８分野にお

ける1999年末までの決着にむけて不可欠な大衆の支持を得るため、分野別EVSL計画をWTO

交渉へと移行させることに合意した。これは、通信分野 MRA が関税問題に含まれていなかった

ためである。分野別 EVSL 計画の他の要素に関する作業は APEC で現在も進められている。

ATL計画はさらなる関税低下とウルグアイ・ラウンドの一部と一致する関税引き下げ時期の促進

を含んでいる。ウルグアイ・ラウンドにおける、紙、パルプ、印刷製品でのゼロ相互関税の合意の

存在により、提案に含まれる他の製品に比べてそれら産品には異なった考え方が出された。こ

の提案では木材化学製品、木材、ラタンおよび木質家具に対して、先進国は 2002 年 1 月 1 日ま

でに関税を撤廃することになっている。提案では、発展途上国は同じ目標の達成に努力するが、

特別な状況や場合に応じて 2004 年 1 月 1 日まで撤廃を延期できる。パルプ、紙および印刷製

品に対しては、ウルグアイ・ラウンドによる相互ゼロ関税の合意のある国は、2000 年 1 月 1 日まで

に関税撤廃を加速することになっている。その他の国は同時期までに取り除く努力を行うが、発

展途上国は 2002 年 1 月 1 日まで、状況に応じて特定の製品に限って関税撤廃を延期できる。 

 

(d) 森林資源勘定 

1992 年リオデジャネイロで行われた環境と開発に関する国連総会で採択されたアジェンダ２１

行動計画において、すべての参加国は、環境会計の開発が必要と明示した。国連は、SNA（国

家勘定体系）基準を担当する統計事務局 UNSD（国連統計局）を通じて、SNA および SEEA（環

境・経済勘定統合体系）に補足体系を提供した。SEEA の目的は経済活動の自然環境への影

響を示すことである。SEEA は物理量と貨幣量の両方の異なる複数のパーツから構成されている。

まず第一段階として、計量単位で示された環境データを国家勘定体系と結びつけることである。

第二段階では貨幣量勘定をつくることであり、排出によって引き起こされる損害コストのように、

経済的観点から経済における影響を評価し、それに基づき推計することを目的とする物理量勘

定に基づくものである。さらに、勘定体系は、データの編集が勘定間のバランスをとるように作ら

れている。 

天然資源勘定に関する詳細な研究は、北欧諸国と西ヨーロッパ諸国で行われてきた。北欧諸
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国における天然資源勘定の開発は 1970 年代始めに始まった。北欧諸国は大面積の森林を有

し、森林生産物の生産も多いため、森林勘定は開発当初から重要な分野であった。森林は、現

在でも天然資源勘定における重要なテーマである。森林資源勘定の全体構造について説明し

ておく。森林勘定を要約すると、「森林に関連する資源と環境情報を調整するための一貫した勘

定体系」と定義できるであろう。森林資源勘定は４つの勘定から構成されている。すなわち 1)森

林勘定、2)森林土地勘定、3)森林産物勘定および 4)森林経営勘定、である。森林勘定は、森林

における樹木成長の初期蓄積、期間フローおよび期末蓄積が、木材蓄積量として表される。留

意することは木材蓄積の増減は木材成長だけでなく森林面積の変化からも生じることである。こ

の点を解決するために森林土地勘定を用いることができる。森林産物勘定では重量、蓄積ある

いは他の物理量を用いて、丸太から廃棄物までの様々なプロセスを記す。森林資源勘定は二

つの勘定を含んでいる。すなわち森林セクター・製品収支表と森林全体量（Forest mass）収支表

である。森林勘定と森林産物勘定から一つの勘定を作ると、森林成長から木材残滓までの一貫

したシステムを記述できる。森林管理勘定では、森林管理に用いた資金フローを示す貨幣量を

用いる。補助金、税および投資と言った各種の貨幣フローはこの勘定に記述される。これらの勘

定に記されているすべての貨幣フローは、実際の市場で流通した実質の貨幣量を示している。

森林資源勘定では、森林土地勘定が直接的に森林勘定と森林管理勘定を結びつけるのに用

いられ、その一貫性を与えている。森林管理の投入・算出は土地勘定を通じて現在の森林状態

に反映される必要がある。これらのシステムで最も困難な問題点は、森林管理勘定と森林勘定

を結びつけることである。これは土地勘勘定と経済勘定の関連づけを意味するため、物理量勘

定と貨幣量勘定を結びつけることにほかならない。森林土地勘定をつくるには、GIS（地理情報

システム）や LIS（土地情報システム）の利用が適当である。 

 

(e)木材生産品の自由貿易における最近の動向 

関税撤廃に関する USTR 報告書における空間均衡モデルにより支持されている内容は以下

のように要約できる。 

i. 世界的規模で生産と消費に重要な変化はない。二つのモデルおよび全製品に対する生

産と消費の変化は 1%以下で、2010 年基準では 0.5%未満である。. 

ii. 貿易品目構成（加工製品への移行）および生産と貿易の地理的パターンの変化：両方の

モデルは ATL によって、北ヨーロッパ、オセアニア（アーストラリアおよびニュージーランド）、

南米（チリ）およびアジア（インドネシアとマレーシア）の生産量と輸出の増加させることを示

している。 

iii. 米国の生産と消費に実質効果がほとんどないという米国の（輸出入両方の）貿易変化見

込み；両モデルは米国丸太貿易の減少と数種の木材産品の輸出増の見込みを示してい

る。 

iv. 最後に、両モデルは ATL が多くの国での木材生産を変化させると予想しているが、両モ
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デルは世界規模での実質効果は小さく工業生産に対して 0.5%以下の規模との見込みも

示している。 

USTR による関税撤廃の支持に関するその他の要点は次のとおりである。 

i. 競争が費用および資源効率的な製造技術の開発、紙および板紙製造業における再生繊

維の利用の増加を促進すること 

ii. 木材収穫の減少が原生林に集中し、収穫の増加は二次林と植林地に集中すること 

iii. 貿易自由化は全般として、ATL 計画の内容はとりわけ、途上国に対してとくにより収入増

加に貢献する。途上国における収入増加は、結果的に環境分野への投資増大と燃材消

費減少に寄与することは広く認識されている。 

iv. 関税撤廃に支持的なシミュレーションに用いられたモデルの欠陥は以下のとおりである。 

v. 各国における森林資源への貿易変化の影響に関する分析の不足：例えば天然林収穫の

加速や再造林や植林へのインセンティブなど 

vi. 森林産物産業の産業構造に関する分析不足；例えば、産業の独占的あるいは寡占的な

特性が自由貿易原則からの自由貿易の利益を人々が享受することを妨げる可能性。 

vii. 次のような研究の不足：森林産物における自由貿易の利点に関する量的・質的な比較、

関税撤廃の恩恵を受けるのがだれであり、だれが利益を失い、だれに不利かなど 

東南アジアの実状は地域により異なっている。天然林の大部分を失ったフィリピンやタイでは、

政府による再造林プロジェクトが国全体の森林をカバーし維持することはできない。このため、個

人セクターにおける植林や管理に対して経済的インセンティブが必要と考えられる。また、国際

市場と競合のない国内丸太市場や国内森林産業が求められるだろう。今も天然林資源開発が

進んでいるインドネシアでは、加工業の生産能力に対する原料不足が観察される。スハルト時代

の移行期には.国内産業構造の自由化が必要であったが、IMF と多国籍企業の過度の干渉が

問題視されている。たとえば、1997 年に IMF は政府に対して丸太輸出税の引き下げを強い、

1998 年には、IMFは伐採権取得の入札を勧告した。すなわち外国企業への伐採権市場開放で

ある。IMF 要求の含意は、森林資源（原料）開発の解放であった。雇用の観点からの加工産業

開発と外貨獲得、利用効率の改善、自給むけ資源開発などはインドネシアに資するであろう。し

たがって国内加工業を幼稚産業として保護し、国内競争を促進し、非独占的な企業の競合によ

る育成が必要であろう。 

 

(f) 木材貿易政策に関する国別事例研究 

i. マレーシア 

半島マレーシアにおける森林関連の政策は、国家森林政策（1978 年）あるいは第一次および

第二次マレーシア産業基本計画といった連邦政策に基づくものである。同地域における森林開

発は 20 世紀初頭からゴムやアブラヤシへの森林転換が始まった。その結果、同地域では家具
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や他の製品に加工される、ゴム農園が大規模に出来上がった。丸太貿易禁止が 1960 年代より

実施された。同地域は、家具、MDF および形成加工産業を推進した。同地域の森林関連の現

状はうまくいっていると考えられる。引き続き、とくに高付加価値製品木材産業を推進することが

重要である。さらに、アブラヤシなどの新しい木材製品化の調査が必要であろう。 

サバ州の森林関連産業は連邦政策から独立している。森林開発は丸太が良質であったため

1960 年代より拡大した。サバ州財政は木材関連のロイヤリティ、特に丸太輸出に強く依存してい

た。急速な森林開発の結果、サバ州の森林は1970 年代以降劇的に減少した。現在森林資源は、

木材原料不足、天然高齢林の減少と二次林の増加等を内容とした劣化が進んでいる。合板お

よび製材などの木材産業の奨励と同時に、サバ州は 1980 年代末以降、1989 年から 1992 年か

けてと 1996 年以降の丸太貿易の割り当て、1993 年から 1996 年にかけての丸太輸出禁止など

の丸太貿易規制を行ってきた。同州は単一的な経済を改善するため、木材産業を多様化する

必要がある。同州では樹木をで早期の集中的な植林も重要であろう。サバ州における森林資源

の減少は地域経済および地球環境の両方にとって深刻な問題である。プロジェクトは協力して

行動する必要がある。 

サラワク州でも、同州の森林関連産業は国家森林政策と独立している。州の森林開発は質の

低さとインドネシアとサバ州における輸出規制を理由に 1980 年代から始められた。そのためサラ

ワクでは比較的豊かな森林が残っていた。同州では1992年に丸太輸出割り当てを採用し、木材

産業を奨励するために 1993 年にこの引き締めを行った。1990 年代にはいくつかの木材加工地

帯を積極的に開発した。同州は、丸太、合板、木材残さ加工品、紙・パルプなど幅広い森林関

連産業も推進してきた。このようにサラワクの状況はうまくいっていると考えられる。木材加工地帯

は森林関連産業と州経済に重要な役割を果たすだろう。しかし、サラワク州では植林により森林

を維持する必要がある。 

ii. フィリピン 

フィリピン林産物産業を分析するためには、フィリピンにおける森林資源の過去、現在そして

将来の展望について把握することが重要である。しかし、フィリピンにおいて、資源の拡大量と森

林地域に関する満足できるデータを確保するのが非常に難しいのが現状である。政府によって

定義された森林地域についての時系列データは存在しているが、それらが現実の森林状況をど

れだけ反映しているか疑問が多い。それゆえ、資源の状況を把握するためには、偏在するデー

タを総合する以外にないのが現状である。 

フィリピンにおける土地総面積は、300 億 haあまりである。そのうち森林地域は、1950 年には、

土地総面積の 50％を占めていたが、1996 年には 18％となった。この記録は、フィリピンにおける

森林資源の減少が、第２次世界大戦後、間もなく始まったことを示し、また国内において過去に

蓄積された森林資源のほとんどが消え去ってしまったことを示している。1992 年には、原生林に
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おける全ての伐採活動が禁止され、1991 年からは、フタバガキの原生林地域における減少が統

計上は止まった。しかし、他の天然林は、いまだ減少し続けている。 

生産と貿易については、フィリピンにおける輸出のピークは、1970 年代前半に見られた。1970

年代初期には、1 億 m3 を超えていた木材生産量は、その後、急減する。1980 年には、650 万

m3 を生産し、1985 年には、360 万ｍ3になった。木材輸出も 1970 年の 840 万 m3から、1980 年

には76万ｍ3まで落ち込んだ。1986年には、木材輸出が、最終的に禁止され、1987 年には政府

は今後、いかなる新規木材伐採権を発給しない旨、声明を出した。同時に、木材輸入が増加し

はじめた。1996 年には、輸入量が、生産量を超えた。輸入丸太の大部分は、製材用丸太、合板

用丸太であり、木材生産量から推定して、パルプとパルプ材は、合計で約24 万 m3 を輸入してい

る。主な輸出国は、サラワク、ＰＮＧ、並びにニュージーランドであり、他の環太平洋国も同様にフ

ィリピンに輸出していた。同時にアフリカ、ラテンアメリカ諸国からも輸入された。1995年には、こ

れらの国は、10 万 m3以上をフィリピンに輸出していた。これらの国々からの輸入木材の CIF 価

格は、1995 年には 100US＄/m3 であったが、各国の間に大きな格差があった。 

現在、国内木材生産業者は、存亡の危機に瀕している。天然林からの安価で良質な原料の

供給が枯渇したため、フィリピン国内業者の老朽化した施設と低い技術では、安価で高い品質

の輸入製品には打ち勝つことが出来ない。それゆえ、生産者たちは、特に下記の点に注目して

いる。まず、関税引き下げである。フィリピンの林産物生産業者は、以前は高い関税によって国

際競争から保護されていたために、林産物への輸入関税率の引き下げに強い懸念を示してい

る。合板の場合、関税率は、1995 年まで 50％であった。しかし、フィリピンは、ASEAN 共通特恵

関税協定（ＣＥＰＴ）に、1992 年に署名した。これ以降フィリピンは、7年以内に0-5％の追加的関

税引下げを実施しなければならない。これに対応するように、1996 年から 1997 年にかけて合板

への関税率が30％まで引き下げられ、1997年には20％までになった。合板からの純利益率は、

近年、極端に低くなっている。もし、関税率が現時点で10％まで引き下げられれば、国内合板企

業は、壊滅的な打撃を受けるのは間違いない。製材に関しては、1997 年まで関税率は 20％で

あったが、1998 年から 10％まで引下げることが予定されている。フィリピン木材生産者協会は、

業者に産業構造の再構築を実施して関税引下げに対応するために、2000 年まで10％までの関

税引下げの猶予期間を置くよう要請している。また、これらの国内生産者は、現在、成長期間に

ある植林地からの木材原料の価格低下を期待している。 

二点目は、国内木材原料からの安価な供給への期待である。一つの重要な論点として、国内

の製材および合板生産者が、安価な材料を国内森林あるいは海外市場からいかに獲得するか

という問題がある。海外の天然林からの供給は、概して次第に減少する傾向にあり、それゆえ国

内生産者は、国内植林地からの安価な木材原料の追加的な供給を求めているのである。下記

の概算は、国内植林地が安価な木材原料の供給を実現するのが確実であることを示している。
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国家造林開発局（1997 年）によれば、1996 年のルソン島の政府プロジェクトの植林費用は、

20,463.28 ペソ/ha であった。この概算では、成長速度の早いものの平均成長量は、160m3/ha で

あり、この成長量では、8 年後に収穫可能となる。これらの仮定に基づくと、植林費用は 127.7 ペ

ソ/m3で、これは、8 年後に 480.8 ペソ/m3の現在価と等しい。収穫と輸送の費用は植林地で 750

ペソ/m3 で、この供給価格は 1230.8 ペソ/m3 となる。これは、近年の交換レートで換算すると

29.5US$/m3となる。これは、政府プロジェクトの試算値であり、産業造林の場合わずかに安価と

なるだろう。しかし、国内生産者は、国内産木材原料の供給増加をあと数年は待たねばならない。

他に、どのようにして合板の表面用の原料を植林樹種に転換するかという別の問題もある。 

現在、天然林は完全に消滅し、フィリピンは林産業が植林産業に依存する移行期間に入って

いる。一つの可能なシナリオは国内林産業を再植林により劣化した林地の回復のために支援す

ることである。これは、日本に類似した状況と言えよう。これには、関税引下げの再検討および林

産物の自由貿易制度を、この観点から再検討が必要となるだろう。 

iii. 韓国 

生物多様性を保全するための北米地域における森林政策の変更は、針葉樹木丸太の国際

市場への供給を減少させるとともに、国際市場における針葉樹丸太価格を吊り上げることになっ

た。その結果、韓国丸太市場は、北米地域からニュージーランド、チリに輸入先を変更した。針

葉樹丸太価格への韓国の需要弾力性は、熱帯広葉樹丸太が 0.256 に対して-0.4 であった。韓

国における木材消費は、国内木材生産がわずかに上昇しても、拡大しつづけるだろう。それゆ

え、海外諸国からの木材供給は、依然として、韓国にとって重要な意味を持っている。 

熱帯広葉樹材の輸入はまた、熱帯材の保全を強調する国際的な環境政策にも影響を受けて

きた。熱帯材の保全は熱帯材の供給を減少させ、価格上昇を招いている。（針葉樹材に対する）

熱帯材の相対価格は、韓国における熱帯材の需要を減少させるのに効果的に働き、針葉樹材

への需要拡大を招いた。今後、１０年ほどの傾向として予想されている広葉樹材の高い相対価

格は、長期林業投資を、現在の針葉樹志向の政策から広葉樹生産への変化の必要性を意味し

ている。 

ここでは、持続可能な森林管理のインセンティブとしての木材認証の潜在的な影響力につい

ては、充分に取り上げなかった。国際社会における森林政策の会合での議論に見られるように、

木材市場への木材認証制度の影響は、今後の調査でより明らかになっていくであろう。 

勧告に関しては、森林資源の増強が必要である。森林資源は、蓄積量は増加しているが、木

材および他の原材料の利用、あるいはレクリエーションへの利用などの森林活用方法はまだ開

発途上である。この方向にそって、下記のような具体的行動が求められる。 

(i) 持続可能な森林管理にそう森林計画制度の構築 
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(ii) 原材料およびレクリエーション双方の用途の森林利用の促進。 

(iii) 公衆への森林資源の重要性の理解を広めること。 

(iv) 税制、補助金などをこの目的のために構築すること、林業労働者の雇用の促進、林道建

設・維持の促進、林業機械化促進などの措置を通じて適正な森林管理と持続的な森林資

源の利用に資する林業を奨励すること。 

(v) 持続可能の権限の大部分を民間セクターに委譲すること 

(vi) 森林管理から得られる利益の多くが公共部門に集中しているが、これを緩和すること。 

(vii) 地方の山間地の山村の活性化を、森林および林産業を通じて実現すること。 

(viii) 持続可能な森林管理の実現に向けた研究を実施すること。 

 

（g）森林認証制度 

当初、森林管理評議会（ＦＳＣ）は熱帯林との関連性が強かったが、近年、温帯林にも大きな

影響を与えつつある。この主な理由は、ａ）熱帯林諸国が、熱帯林からの木材製品への不公平な

貿易規制の懸念、ｂ）FAO は、熱帯林消失の主要原因として木材生産ではなく、農地への転換

を挙げらていること、ｃ）世界の木材貿易の 80％が温帯林木材によって占められている事実、な

どからである。 

アジア地域において、森林地域を多く抱える国が大半を占めているが、森林・木材認証はほと

んどみられない。ＦＳＣに関しては、2000 年 9 月時点で 7 カ国で認証実績がある。この比率は、

世界全体の認証数量の 2.9％、認証面積の 0.8％に相当する。 

過去の認証に関する記録では、認証数量では熱帯雨林同盟（ＲＡＭ）が、認証面積では SGS

が他に勝っている。認証機関が、一定の傾向を持つのは、彼らが様々な立場を有しているから

である。例えば、熱帯雨林同盟は、共同体、非産業分野の民間の申請者を中心にしているのに

対して、SGS は企業からの申請者を中心としている。この違いは、前者が非営利の NGO である

のに対して、SGS は利益を追求する民間企業である違いにもよる。 

森林認証は過去に行われてきた“命令―統制”型ではなく、“ソフト”な政策措置である。厳格

な規制に代わって、市場でのインセンティブを通じて働くものである。これは、高くつく森林管理

を調整し、認証費用の費用の補填を通じて救済して、非金銭的な利益を提供する。効率的な認

証制度の設立には、客観的な基準に基づいた独立の機関による自主的なプロセスとして認証が

実施される必要がある。認証制度の効率性と実効性の確保には、生産から流通に至る全ての参

加者による利益の共有が求められる。理論的には、適切に管理された森林に由来する製品を得

ることを考慮する消費者が、より高いプレミアム（割増金）を支払うことで利益が生じる。このインセ

ンティブが、認証制度の中核をなしている。 
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認証制度には、二つの利点がある。一つは、価格プレミアムである。消費者が、環境を保護す

る製品により多く支払うことに同意する点である。ここで重要なのは、消費者は、認証プロセスを

信頼し、制度を通じて認証された森林の管理を支援する必要がある。２点目は、環境保護を目

的としたより厳格な規制を政府が実施する場合に比較して追加的な費用を抑制できることであ

る。 

現在、最も認証製品の最も重要な市場は、ヨーロッパと北米である。アジア地域では、森林資

源の持続性により高い関心が向いているが、認証製品の購入にはそれほどの関心を持っていな

い。認証製品の世界市場のシェアは小さい。全世界で、丸太木材生産総量のは 530 億立方フィ

ートである。わずかに0.6％（3100万立方フィート）しか、FSCにより認証されていない。また、わず

かな数量の認証木材製品しか取引きされていない。その主な原因の一つに、流通過程(CoC)で

の非効率が挙げられる。森林自体が認証されても、最終消費者が製品を手にするまでの製造、

流通過程のすべてで適切に維持されなければ、認証が完全に機能したとは言えない。もし、こ

の過程において一個所でも問題が生じれば、認証は失敗する。現在、ほとんどの認証製品は、

広葉樹材から作られる比較的数量が少ない楽器、家具、調度類なである。将来的には、針葉樹

材への需要も拡大することであろう。 

 

（h）勧告 

森林セクターにおける、社会・経済的側面および自然環境的側面との関係を明確化が、主要

な取組みのひとつである。そのためには、我々は森林資源勘定を利用するべきである。この行

動としては、まず、森林資源勘定の枠組みにそった環境情報や社会・経済要因の情報を収集す

る必要がある。そして、1)森林勘定，2)森林地帯勘定、3)森林生産物勘定、4)森林管理勘定から

構成される森林資源勘定を速やかに構築するべきである。 

森林の持続可能性を基本とした林産物貿易の規制と天然林劣化の緩和もまた重要な取組み

の一つである。具体的な行動に関しては、植林を奨励する森林産物の国内市場育成を目的とし

た貿易規制が必要かもしれない。さらに、林業および林産物産業においてより厳格な規制、モニ

タリング、違法材への罰則を積極的に実施していくことが求められる。同様に、森林資源のモニ

タリングおよび人間活動と森林資源の関係を明らかにする資源勘定の構築もまた促進されなけ

ればならない。 

森林および木材認証制度は消費者の選択性向を持続可能な森林資源管理に直接的に結び

付ける有効な解決策の一つである。適切な制度の開発にむけて、認証製品の国家レベルの市

場での流通と認証された個人所有、企業所有、公営企業の所有する森林の事例研究を含む東

南アジアにおける輸入国および輸出国における市場調査を実施すべきである。東南アジア諸国

では、国家および地方政府と環境NGOが、最初の取組みを開始するべきである。森林認証と認
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証品の貿易に関する望ましい措置について調査を行うことも必要である。ヨーロッパやアメリカで

の「購買者グループ」は重要な役割を担うはずである。 

各国或いは各地域における木材流通および認証プロセスに関する実効的な戦略の策定も、

重要な取組みである。多くの林産業関係者は、環境保護主義者としての性格を持つ団体への

参加を躊躇している。これが、FSC への参加がいまだ低調である一つの理由である。他にも、

FSC の基準・指標が、規範的すぎるために理解が難しく、また厳格すぎて現地適用が困難な点

も指摘できる。それゆえ、森林認証が受け入れられるには、東南アジア諸国において、次のよう

な行動が促進される必要がある。まず、認証機関に一律な評価の基準・指標の構築、そしてそ

れに基づく認証の実施である。次に、FSC を基本とした国内の基準・指標の策定である。そして

最後に、アジア版認証機関の設立である3。 

(永田 信) 

c. 参加型森林管理4  

(a) はじめに：東南アジアにおける参加型森林管理制度（Participatory Forest Management: 

PFM）の特徴 

1970 年代後半から、熱帯諸国のフォレスターたちは、地域住民を森林管理の障害か制限のよ

うに捕らえる従来の産業的林業の政策理念では持続的な森林管理が達成できないということに

気づきはじめた。実際には産業的林業が主流であったものの、持続的森林管理のための重要な

規範または政策理念として「社会林業」が認識されるようになった。 

当初、社会林業とコミュニティー林業は、農山村開発のための林業活動に地域住民が密接に

関わる状態を指す用語として用いられた類似する概念であった。しかし最近では、両者の使わ

れ方が分化してきている。つまり、社会林業が個人ベースの活動（たとえば農家林業）を含む包

括的な活動に対して用いられるのに対し、コミュニティー林業は協同的な活動に対して用いられ

るのである。 

一般に、社会林業は２つの構成要素から成り立っている。第一は、森林・林業セクターにおけ

る「参加型森林管理（Participatory Forest Management: PFM）」である。そして第二は森林・林業

セクター外における農山村開発のための活動、すなわち１）道路、集会所、学校、診療所などの

                                                   
3
  これまで設立された認証機関は、欧米を根拠にしており、アジアの現状には対応できていない。 

4
  この章は井上 真の執筆によるものである。 Mr. Herman Hidayat, Dr. Percy E. Sajise, Dr. Do Dinh Sam, Mr. Le Quang Trung, Mr. 

Khampha Chanthirath, Mr.Khamvieng Xayabouth, そして Dr. Pearmsak Makarabhirom ら研究協力者の協力を受けて行われた参加型森林

管理サブチームの研究結果をもとに、Mr. Martinus Nanang, 百村 帝彦, 及川 洋征, 葉山 アツコ, 関 良基, 佐藤 仁, 土屋 俊幸, 北

村 徳喜, 柿沢 宏昭らプロジェクトメンバーおよび研究協力者の協力を得て、著者が原文を作成した。この原文は、2000 年 6 月お

よび 8 月にジャカルタおよびヴィエンチャンにて開催した国際ワークショップと、2001 年 1 月 16 日-18 日にかけて東京にて開催し

た公開セミナーにおいて検討された。本稿は、これらのワークショップおよびセミナーにおいて、政府職員・NGO・研究者・国際

組織などの様々な利害関係者から出されたコメントをもとに修正された最終報告書である。 
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インフラ整備、２）農業技術の普及、３）農山村開発のための様々な所得源の創出、である。しか

し、もしも参加型森林管理の要素を欠き後者のみであるならば、もはや社会「林業」と呼ぶ必要

はなく、一般の農山村開発そのものとなる。つまり、参加型森林管理は社会林業の核心をなす

活動として位置づけられるべきものなのである。 

本研究は、いくつかの共通基準を用いて、東南アジア諸国における参加型森林管理制度の

特徴を明確にすることを目的としている。 

i. 森林管理活動 

当プロジェクトでは、様々な森林管理活動を以下の４つのカテゴリーに分類する。つまり、１）

人工的な林地修復と木材供給のための「造林活動」、２）木材生産を目的とした自然林管理を指

す「収穫活動」、３）燃材や非木材森林産物（non-timber forest products: NTFP）の採集および小

規模のレクリエーションを含む「保全活動」、４）各種の利用から森林を守る「保護活動」、である。

保全地域の管理は「保全」と「保護」の両方の性質を持っていると言える。 

ii. 本研究の分析枠組み 

森林政策の比較分析のため、分析の枠組みまたは評価基準として次の２つの概念を用いる。

「土地の法的位置づけ」および「森林管理の主要アクター」である。 

土地の法的な位置づけ:一般的に、土地の所有者として指定されうるのは、個人、組織、村落、

外部者、地方政府・中央政府である。参加型森林管理システムは、その土地の法的位置づけに

関わらず実施される可能性がある。そこで、本研究では所有に基づく土地の種類を順に「個人

有地」、「団体有地」、「村落有地（村および先住民共同体による所有）」、「公有地（地方政府お

よび中央政府による所有）」と単純化して議論する。 

森林管理の主要アクター:住民参加の性質を評価するためには、森林管理に責任を持ち、あ

るいはイニシアチブを握っている主要アクターを考慮することが効果的である。管理の責任ある

いはイニシアチブの観点から、主要アクターは次のように分類される。１）個人：村内居住者（彼ら

の森林管理は「小農林業」または「農家林業」と呼ぶことができる）。２）機能集団：森林利用者グ

ループ、共同組合、学校、寺院、女性グループ、長老グループ等（「機能集団林業」）。３）基礎

集団：親族、自然村、先住民コミュニティー等（「基礎集団林業」）。４）行政村：中央集権型のコミ

ュニティー林業を含む「行政村林業」。５）外部者および企業による「私的林業」。６）地方政府お

よび中央政府による「公的林業」。 

機能集団林業、基礎集団林業および行政村林業は、共同的な林業活動であるため、コミュニ

ティー林業の枠内に含まれる。住民の協力を得て行われる公的林業は、共同管理に基づいて

いるため「共同森林管理（joint forest management: JFM）」と称される。 
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iii. 研究対象国における参加型森林管理制度の特徴 

各国における参加型森林管理制度の特徴は以下のとおりである。１）ほとんどの参加型森林

管理制度において、土地は国家が所有し、地域住民に認められるのは利用権である。２）保護

地域に関しては政府による管理・統制が主体である。３）採集および保全活動が主として共同的

に管理されている。４）共同的管理のほとんどが、基礎集団ではなく機能集団によって行われて

いる。ただし、フィリピンの先住文化コミュニティーおよび先住民族による管理を除く。また、ラオ

スでも基礎集団が村落林業を管理している事例がある。５）数例のプログラムが、林地の修復と

木材供給のための造林活動には個人管理より共同的管理が適しているとしている。経済的イン

センティブという点においては、共同的管理より個人管理の方が造林に適していると考えられる

にも関わらずこのような方針が取られているのは興味深い点である。 

アクターの多様化は、生態系持続性と社会的公正の達成に役立つと考えられる。各国政府は、

様々なアクターが計画立案・意思決定・実施・収益といった森林管理の全プロセスに関与できる

ような土地所有の仕組みを考案し実施改善していくべきだろう。 

iv. 先進国における住民参加の経験からの教訓 

アメリカ合衆国、ニュージーランドおよび日本において実施された森林政策に関する研究は、

以下のような有益な教訓を提供している。１）参加型森林管理は、その目的が持続的な森林管

理にある場合には、閉鎖的な中央集権型の管理より効果的である。なぜならこのアプローチは、

他の方法よりも低いコストでその地域固有の条件を反映できるからである。２）市民参加型の森林

管理においては、多様な利害関係者の間での対立を防ぎ合意を形成することが重要である。３）

計画プロセスが複雑過ぎると、人々の理解を得られず、効果的かつ速やかな参加が困難になる。

４）よりよい意思決定と計画立案のためには、利害関係者および専門家の相互的なコミュニケー

ションと慎重な議論が必要不可欠である。５）非公式の参加は、公式の参加プロセスを補い、

人々の相互理解を深め、意思決定に関与するための充分な機会を提供するという点において

役立つものである。６）中央集権的な管理計画策定制度は、地域住民の参加とは相容れないも

のである。７）調査・計画立案・実施・モニタリング・評価・計画の見直しといった森林管理の全プ

ロセスについて参加を確保するべきである。 

 

(b) 参加型森林管理のための国家レベル戦略 

i. 政策勧告策定の手法 

当プロジェクトでは、以下の枠組みと原則に従い、独自の調査結果およびジャカルタとヴィエ

ンチャンで開催した国際ワークショップで提供されたコメントに基づいて政策勧告を考案した。 

ii. 政策勧告考案の枠組み 
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当プロジェクトでは、包括的なプロセスを経て政策勧告を作成した。第一に、研究対象国（イン

ドネシア、タイ、フィリピン、ベトナムおよびラオス）において、参加型森林管理を阻む外的制約要

因を確認した。これは国家の土地・森林政策と、地域住民の慣習的な土地利用権・森林管理方

法との間に生じている食い違いや矛盾を明確にすることより可能だった。第二に、現地のコミュニ

ティーに内在する内的制約要因を、経済的、社会的そして文化的な側面から確認した。第三に、

現地の状況と国家の森林政策を評価することにより、「考えうる主要アクター」を明確にした。同

様に、先進国での参加型森林管理の経験から学ぶべき事も確認した。 

当プロジェクトでは、どうすれば内的および外的制約要因を克服できるかという視点から政策

勧告を考案し、その実施を主要アクターに対して提言した。 

iii. 政策勧告考案上の立脚点 

考案された政策勧告は、以下の１１の原則に基づいたものである。 

立脚点１：より低コストで持続的森林管理を成功させるためには、住民の参加が大変重要

である。住民参加はまた、森林の利用法を巡る社会的な紛争を防ぐのに効果的であり、紛

争ゆえにより多大な管理費がかかるような事態の防止につながる。 
＜補足説明＞ほとんどの利害関係者が、利潤・社会公正・生態系の持続などを他の利害関

係者を排除することなしに達成できるような森林管理が望ましいという認識を持っている。

問題は、地域住民・組合・木材会社・政府などといった異なる利害関係者の間でどのよう

に経済利益を分配するかという点なのである。 

立脚点２：今日、熱帯諸国においては「住民参加（local participation）」の概念の方が「市

民参加（public participation）」の概念よりも有用である。 
＜補足説明＞人々の参加には２つの形態がある。都市住民や市民を含む広範な社会の参加

を指す「市民参加」と、社会のより小さな部分集合または該当地域の共同体のみの参加を

指す「住民参加」である。 

立脚点３：当プロジェクトの関心事は、住民参加の観点から見て、理想的な森林管理「制

度」とはどのようなものであるかを示すことであり、具体的な「手続き」を示すことでは

ない。 
＜補足説明＞当プロジェクトの勧告は、現行の社会的／政治的状況下での実施可能性とい

う観点から検討されるべきである。 

立脚点４：「参加型トップダウン・アプローチ」は、参加型森林管理実現のための戦略に含

むべきではない。 
＜補足説明＞この文脈における「参加」は、幅広い解釈が可能なため実際の参加のレベル

を示すものになっていない。参加はその度合いによって以下の３つに区分できる（井上、

2000）。 

(i) 「参加型トップダウン・アプローチ」は、地域住民を賃労働者・ボランティアスタッフ・資金提

供者とみなす青写真的アプローチである。 

(ii) 「専門家指導による参加」は、専門的な計画者によって考案された計画が住民や市民によ

る議論やワークショップ等を通して修正されていく、比較的柔軟な青写真的アプローチで

ある。地域住民と政府の両方が権限を持つ。 



 - 38 -

(iii) 「内発的ボトムアップ・アプローチ」は一種の学習プロセス的アプローチであり、専門家は

ただ促進者として関わるのみである。意思決定権を持っているのは地域住民である。 

発達した慣習法が共同体の中に存在する場合には、制度化された公的手続きが内発的ボト

ムアップ・アプローチの一部となることが可能である。なぜなら、住民は自らの手で問題

なく資源を管理することができるからである。一方、慣習法があまり発達していないかす

でに失われてしまっている場合には、専門家指導による参加の方が適当と思われる。いず

れにせよ、参加的トップダウン・アプローチは避けるべきである。多くの場合、地域住民

はこのアプローチを有名無実のまがい物と考えている。 

立脚点５：共同的森林管理も個人ベースの森林管理も、本研究においては共に参加型森林

管理の一形態とみなすべきである。 
＜補足説明＞共同的森林管理の核心となるのが、基礎集団、機能集団および行政村の森林

管理部局による共同的森林管理であるのは事実である。しかし、本研究において「農家林

業」と呼んでいる、国有地における個人または世帯ベースの森林管理も、参加型森林管理

の一形態と考えることができる。その一方で、私有地における「農家林業」は参加型森林

管理の一形態ではなく、本来私的林業の一種と考えるべきであるが、参加型森林管理の推

進のためには、こちらも暫定的に参加型森林管理の一形態として考えた方が効果的である。 

立脚点６：政策勧告は、住民参加の重要性と有効性を先進国および発展途上国が共に認識

した上で、この認識を基礎として考案されるべきである。 
＜補足説明＞共同体が関与する際の鍵となるいくつかのポイントがある（Salim 
andUllsten, 1999）。それは、「共同体」の定義のしかた、進んで対話しようという意志とそ

の能力、理解し易い形での科学的情報の提示、地域・国家・地球レベルの利害の調停、決

定された内容を尊重し実施しようという政治的な意志、である。これらは、発展途上国を

含む世界中の市民社会に当てはまるポイントであろう。 

立脚点７：土地の法的位置づけと主要なアクターの多様性は、地域住民がその地域の状況

に合った選択をする上で、参加型森林管理の重要な側面となっている。 
＜補足説明＞国有地・村落有地・団体有地・個人有地の全てにおいて参加型森林管理を促

進し、また、その管理に個人・機能集団・基礎集団・行政村の森林管理部局の参加を促す

ための戦略を策定することは大変有意義だと考えられる。各国の政策は、土地所有の全形

態と全ての主要アクターを包含するものであることが望ましい。 

立脚点８：造林は主として個人ベースで行い易い。一方、林地の保全は村落共同体や基礎

集団などによって共同的に行われるべきである。そして保護活動については、時として日

常的な活動を地域住民に委託することはあるとしても、政府が責任を負うことが望ましい。 
＜補足説明＞ 冒頭の(a)の i. において前述したように、森林管理は４つの活動から成り立

っている。つまり、「造林」・「収穫」・「保全」・「保護」である。経済的インセンティブとい

う点から、個人は造林を最も好み易い。一方、林地パトロールの機会費用という点におい

て、保全には共同的管理の方が有利である。 

立脚点９：政策勧告は、当プロジェクトの調査結果に基づいて考案されるべきである。参

加型森林管理の全側面をカバーできるほど包括的である必要はない。 
＜補足説明＞あまり包括的でないという指摘もあるが、フィールド調査に基づく地域限定

的な戦略もまた必要なものである。 

立脚点１０：当プロジェクトの政策勧告は、地域住民の視点に立って考案されるべきであ

る。 
＜補足説明＞森林保全のための優先事項は、地域・国家・世界のどの視点に立って考える

かによって変わってしまう。そのどれも正当なものであり、考慮されるべきである（WRI, 
IUCN and UNEP, 1992）。当プロジェクトでは、全ての利害関係者がその林地を保全する
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に当たって既得権益を持っていると考えており、したがって参加型森林管理促進のプロセ

スは全ての既得権益に影響を与えると考えられる。 

立脚点１１：政策勧告は、地域の人々・政府・非政府組織（NGO）・国際組織のそれぞれを

対象とした、目標とその実現に必要な措置のいく組かの組み合わせから成るものである。 
＜補足説明＞政策勧告の機能の一つに、地域の実情を国家の政策に結び付けるという役割

がある。ここで述べられる必要措置には、必ず対象としているアクターを明記されている。 
 

(c) 調査対象４カ国における参加型森林管理の現状と制約要因 

i. インドネシア 

(i) ２つの概念による政策評価 

インドネシアの土地は、1960 年の「農地基本法」にもとづいて登記された私有地とそれ以外の

国有地とからなる。1967 年の「林業基本法」および 1999 年 9 月に制定された新「林業法」による

と、私有地として登記されていない土地上の森林は、例えその森林が地域の共同体によって共

同的に管理されてきたものであっても、すべて国有林に編入される。 

インドネシアにおいて、「社会林業」という用語はいろいろ議論を呼んでいる。それは、「トゥン

パンサリ」や「森林村落社会開発（PMDH）プログラム」等の、政府による社会林業プログラムのい

くつかにおいて、地域の人々が森林管理の主要なアクターになれない、あるいは全く関与するこ

とができない仕組みになっているためである。一方 NGO は、各地域の人々によって作り上げら

れてきた各地域の森林管理システムである「共同体ベースの森林管理システム（SHK）」を支持

してきた。新「林業法」は、以下の参加型森林管理を承認している。 

特殊用途のための森林管理：政府は、国有林の一部を、調査・開発、教育・トレーニング、宗

教・文化といった特殊な用途のための森林に指定している。この場合、森林の管理を先住民共

同体、教育機関、調査機関や宗教団体などに委託できるものとされている。このプログラムは、

「国有地」における「機能集団林業」または「基礎集団林業」であるといえよう。 

コミュニティー林コンセッション（Ijin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan）：コミュニティー林プ

ログラムは、地域住民、特に共同組合とその他の住民組織によって実施されている。コンセッショ

ンの期間は35年で、「自然林コンセッション（HPHA）」・「人工林コンセッション（HTHT）」・「混合

農園コンセッション（1999 年 8 月に規定された HPH Tanaman Campuran）」そしてオイルパームの

プランテーションや移民入居地を開くための「伐採権（IPK）」等があり、国有林のうちでも他の権

利が設定されていない場所が対象とされる。このタイプの森林管理は、「国有地」における「機能

集団林業」であることが確認される。 

林産物収穫許可（Ijin Pemungutan Hasil Hutan）：生産林における木材および非木材森林産

物の収穫が、個人・組合・法人に一年間認められる。また、非木材森林産物に限り、保護林にお

いても認められる。この管理は、「国有地」における「農家林業」または「機能集団林業」であるこ
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とが確認される。 

慣習林（Hutan Adat）の管理：新「林業法」において、地域参加に関わる重要な点は、国有林

内の「慣習林」を定めた第 1 条と、「慣習法（Masyarakat Hukum Adat）を行使する共同体」を規定

した第６７条であろう。この条項の定める共同体は、次の3つの権利を持つとされる。つまり、１）

日常の消費のために林産物を収穫すること、２）既存の慣習法にもとづいて森林を管理すること、

そして３）共同体の福祉を向上させる権限を持つこと、である。したがって、慣習林管理は、「国

有地」における「基礎集団林業」であることが確認される。 

個人有林（Hutan Rakyat）プログラム：個人有林プログラムは州政府の所轄であり、私有地を対

象としている。該当する個人は、国有林外での土地所有の証書を保持する。本プログラムの主な

活動は再緑化または造林であり、多くの人がアルビジア（Paraserianthes falcataria）を植えてい

る。このプログラムは、「個人有地」における「農家林業」であるといえよう。 

(ii) 最近の政策改革 

森林政策改革のために、大変な努力が払われてきた。以下の法令類がしっかりと実施されれ

ば、参加型森林管理の実施は格段と進展するであろう。 

• 政府が打ち出した「造林総局長令(041/Kpts/V/1998)」では、林地修復および表土保全を

目的とした技術的フィールドプランの作成に当たって検討すべきデータとして、社会経済

学的および文化的状況も調査することが規定された。これは評価すべき改革ではあるが、

この方針は森林境界策定の全プロセスについて適応されるべきである。 

• 1999 年 5 月制定の地方政府令（UU No.22, 1999）および 2000 年 5 月制定の政府および

州当局に対する政府令（PP No.25, 2000）は、慣習法に基づく村落の自治権と、州

（Propinsi）および県（Kotamadya/ Kabupaten）政府への主権委譲を擁護するものとなって

いる。しかし、地方分権化は必ずしも住民参加の促進と同義ではない。 

• 慣習林に対する人々の権利は、慣習法が国家のおよび地方政府の法と矛盾しないという

ことを条件として認められ得る。住民参加の可能性は、慣習法が誰によってどのように評

価されるかという点にかかっている。 

• 2000 年 3 月 20 日に発行された「国家開発計画（PROPENAS）2001-2005」の草稿において、

「天然資源管理および環境管理への国民参加を高めるプログラム」は重要な政策戦略の

一つとして推奨されている。実施の際には、そのプロセスに実際に地域住民が参加できる

ようにするべきである。 

(iii) 慣習的利用権および地域住民による森林・土地管理 

豊かな森林が特徴の東カリマンタン、厳密な慣習法が特徴の東南マルク、そして高密度の人

口と広範な私有地が特徴の中央ジャワにおけるフィールド調査により、以下の事実が確認でき

た。 

• 共同体によって規則は異なるものの、カリマンタンの全土において、森林・土地の利用は

「フクム アダット（hukum adat）」と呼ばれる慣習法によって管理されている。 
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• 東カリマンタンにおいて、先住民族であるダヤクの人々は、私的所有権と共同所有権とい

う２つの形態を持っている。 

• 東カリマンタンのダヤク村落の伝統的な土地類型によれば、慣習保全林（tana mawa）・慣

習利用林（tana belahan）・聖地（taha to’）・墓地（tana patai）・その他の原生林（tana’ kaso）
は共有財産と考えられている。一方、焼畑地（tana luma’）および個人によって導入された

アグロフォレストリー（tana lepu’un）は、私有財産とみなされる。 

• 東カリマンタンでは、村落としての原生林や天然資源に対する慣習的な権利は比較的自

由である。その一方で、個人および世帯の慣習的な権利は厳格である。 

• 東南マルクにおいては、現地の資源管理システム（sasi, yutut）により、サゴ椰子などの特

定の資源を保護するため、一定の土地への立ち入りを一定の期間について禁じている。 

• 中央ジャワにおける土地利用の形態は、以下の通りである。つまり、様々な永年作物と一

年生作物が植えられている自作農地（pekarangan）、主として永年作物が植えられているミ

ックス・ガーデン（kebun）、主として一年生作物が植えられる耕作地（tegalan）、水田

（sawah）、斜面耕作地（pereng）、焼畑（ladang）、そして草地（glassland）（padang rumput）
および森林（hutan）を含む国有地（alas）である。 

• 中央ジャワの土地類型は、私有地、国有地、そして大半が水田として利用されている村落

有地（tanah bengkok）である。いわゆる入会林は存在しない。 

• 中央ジャワでは、「ガーデン化」という現象が見られる。これは、木々の間に様々な永年作

物を植えたガーデンを拡張してゆくという、土地利用の進化の一つである。 

• 人々は森林を、焼畑農地・食料源（狩猟・釣り・ナッツや果物や山菜の採取）・建材および

工芸品素材の供給源（鉄・木材・籐・ショレア類、等）として利用してきた。 

• 貧しい人々の生活は様々な森林産物に大きく依存しており、これらの産物の供給およびそ

の価格に急激な変化が起きた場合、最もその影響を被り易い。 

 

(iv) 住民参加の外的制約要因 

• 地域住民の森林利用権・管理権は、政府によって無視されてきた。 

• 国有の林業会社（Perum Perhutani）を含む伐採／製材会社は、通常トップダウン型の意思

決定法を用いており、地元のニーズがしばしば無視される。 

• 政府は林地を５つの機能区分に分類しているが土地利用の実態とその社会経済学的側

面はこの分類において無視されている。なぜなら、この分類はその基準を主として斜面の

角度、表土の流出傾向および降雨強度においているからである。 

• 中央ジャワでは、最近の経済危機により失業した多くの移民労働者が出身地の村に帰ると

いう現象が起きた。これを機に、不法伐採および不法耕作が始まった可能性がある。 

• 特にジャワでは、国有の林業会社に加えて組織的な不法伐採が、地域住民による永続的

森林管理の大きな障害となっている可能性がある。 

(v) 住民参加の内的制約要因 

• 慣習的森林管理システムが存在しない東カリマンタンのある村では、統制の緩さゆえに義
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務が遵守されておらず、外部圧力に対する防御壁としての機能も果たしていない。 

• 上記のような村では、協力の弱さのために、村規模の森林計画を策定することが困難とな

っている。また、木材を筆頭とする林産物に対する激しい競争のために、人々がさらに森

林の持続性に注意を払わなくなっている。 

• 東カリマンタンの２つの村では、村の行政法に基づいた村のリーダーシップが政府の利益

を優先するため、住民参加を促すどころか、むしろ共同体を分裂させる傾向にあった。 

• 東南マルクでは、比較的若い世代が日用品および浪費の資金を得るために、慣習林の木

を切り倒してしまう傾向があった。 

• 中央ジャワでは、国有の林業会社（Perum Perhutani）によって管理されている国有林にお

いて、不法伐採が発生している。これはおそらく、ほとんど或いは全く農地を所有しておら

ず、村外で働くこともできない地域住民によって伐採されているものだと考えられる。ココ椰

子から椰子砂糖を生産する際に必要な燃材を得るために伐採されている可能性がある。 

(vi) 参加型森林管理の主要アクター 

• 慣習的森林管理システムが存在しない東カリマンタンのある村において、焼畑農業・ゴム

採取・籐林業・キャンドルナッツ林業に関しては「世帯」が重要な役割を果たしている。一

方、伐採・狩猟・釣り・その他の採集は「個人」ベースが多い。村有財産に関する慣習法が

あまりにも緩いものになっていて村のリーダーシップも共同的作業を支えるものではないた

め、このような村での共同的な森林管理は難しいと思われる。 

• 慣習的森林管理システムが存在する東カリマンタンのある村においては、「村落共同体」

が従来の方法で共有林を管理していくことが可能である。 

• 東南マルクでは、長老の率いる「村落共同体」が慣習的森林管理において重要な役割を

果たしている。一方農業と狩猟においては「個人」と「世帯」が重要な役割を果たしている。 

• 中央ジャワでは、国有地上のトゥンパンサリプランテーション地帯および私有地上の「樹木

ガーデン（tree gardens）」の森林管理に関しては、「世帯」が重要な役割をになっている。 

 

ii. フィリピン 

(i) ２つの概念による政策評価 

フィリピンの土地所有の形態は、以下の通りである。個人および組織によって所有される「私

有地」、国家所有の「公有地（領地）」、先住文化共同体（ICC）または先住民族（IP）が実質的な

所有権を持ち、その一員のみが譲渡・処分の権利を保有している「先祖伝来の土地（ancestral 

land）」、そして先住文化共同体および先住民族に利用権は認められるが譲渡・処分は認められ

ない「慣習地」がある。公有地は、「非林地」である譲渡・処分可能地（A&D地）と「林地」とに区

分される。そして、林地はさらに「永久林（森林保全地）」および未区分の公有地である「公共林」

とに分けられる。 

フィリピンの森林政策は３つに体系化される。すなわち、保全と生産を目的とする「コミュニティ

ーに根ざした森林管理（以下 CBFM）」、木材の生産を目的とする「産業的林業」、そして保全を
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目的とする「国家統合保護地域システム（以下 NIPAS）」である。この体系のもと、3 種類の参加

型森林管理を確認することができる。第一は CBFM、第二は産業的林業における「社会化され

た産業林管理（以下 SIFM）」プログラム、第三は NIPAS における保護地域管理である。 

コミュニティーに根ざした森林管理（CBFM）：CBFM では、２種類の森林管理が用いられてい

る。第一は、先住文化共同体（or 先住民族）が「慣習地権利証」を取得し慣習地管理計画

（ADMP）を策定する方法である。この場合、先住文化共同体は土地所有権を有し、領域内の土

地および天然資源を開発する権利や、領域内に留まる権利、そして自治権も有する。したがっ

て、この形態は基本的に慣習地または「村落有地」における「基礎集団林業」であることが確認さ

れる。 

第二は、高地および沿岸部の公有地（永久林を含む）に住む人々が人民組織（PO）を形成し、

政府と２５年間の分収計画すなわち CBFM 契約（CBFMA）を結び、包括的資源管理フレームワ

ークを作成する方法である（CRMF）。個人は人民組織または環境天然資源省（DENR）から、個

人所有権（IPR）または管理契約証（CSC）を獲得することにより、CBFMA の対象地域内の森林

を管理することができる。したがってこの管理は、公有地つまり「国有地」における「機能集団林

業」または時として「農家林業」であるということが確認される。 

社会化された産業林管理（SIFM）：このプログラムは、社会化された産業林管理契約すなわち

SIFM 契約（SIFMA）を通して、個人・家族に 1 から 10ha、協会・協同組合に 10 から 500ha の林

地に造林する権利を認めるものである。したがってこのプログラムは、木材供給を目的とした公

有地つまり「国有地」の林地における「農家林業」および「機能集団林業」であることが確認され

る。 

NIPASにおける保護地域管理：1992 年の「国家統合保護地域法（法律7586 号）」によると、環

境天然資源省は先住文化共同体を承諾なしに現在の占有地すなわち慣習地から立ち退かせ、

他の場所に移住させる権力を有していない。先住文化共同体は、地域住民と政府の間で契約

を結ぶことにより、一定の条件付きで自分たちの周囲の天然資源を管理することができるのであ

る。このような先住文化共同体による保護地域の管理は、慣習地または「村落有地」における「基

礎集団林業」であることが確認される。 

また、保護地域に指定される 5 年以上前から当該地域を実質的・継続的に占有してきた「身

分保証された移住者（tenured migrant）」は、保護地域の一部の管理を任されることができる。し

かし法律に禁止事項が定められており、その活動は保護地域管理計画に示される指針によって

規制される。したがって、身分保証された移住者による管理は、公有地または「国有地」における、

地域住民の協力を得た「公的林業」であることが確認される。 

(ii) 慣習的利用権および地域住民による森林・土地管理 
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イフガオ州の中でも比較的状態のよい森林が保たれている慣習地であるバナウエ自治区と、

逆に最近まで商業伐採が行われていたイサベラ州北部シエラ・マドレ山地にて、フィールド調査

が行われた。この調査により、以下の事実が確認された。 

• バナウエにおいて、土地は主として８類型からなっている。棚田、野菜生産のための乾い

た畑、甘藷生産のための焼畑地域、低地の草原地帯、高地の草原地帯、コミュニティー林、

私有地、そして住宅地である。 

• バナウエにおいて、低地のコミュニティー林（inahalan）では焼畑が認められているが、高地

では流域林（watershed forests）として慣習的に焼畑が禁止されている。 

• バナウエにおいては、コミュニティー林からの資源の持ち出しに関する規則がない。その

結果、木彫や建築に適した木はすでにほとんど持ち去られており、木彫師たちは木材の

供給をバナウエの外で探さなければならなくなっている。 

• バナウエの棚田の間に散在している私有林（pinugo, muyong）または人工林は、灌漑用水

の確保および土砂崩れや表土流出の防止において役立っている。 

• バナウエにおいて、森林産物は、人々の生活を支える燃材、建材そして木彫の素材として

利用されている。 

• シエラ・マドレにおいて、村人たちは通常土地を以下のように区分している。つまり、土地

所有権が正式に認められている「低地」または「譲渡・処分可能地」と、土地所有権が政府

によって認められていない「高地」または公共の木材地である。 

• しかしながらシエラ・マドレにおいて、調査者たちは森林資源利用に関する慣習法の存在

を明確に確認することはできなかった。なぜなら、当地の共同体（barangays）は、第二次世

界大戦後になって形成された比較的新しいものであったからである。 

(iii) 住民参加の外的制約要因 

• 参加型森林管理の主たる外的制約要因は、政府策定の森林プロジェクトを高地共同体に

強制し、住民に政府の道具としてそれに従うことを求める政府側の態度だろう。 

• こういったプロジェクトのほとんどが、土地利用形態や、生活の糧としての森林産物に対す

る人々の依存およびその地域なりの価値観といったものを考慮に入れていない。 

• 地域住民に政府が計画した林地修復プロジェクトへの参加を強要するならば、政府－住

民間および住民どうしの間での抵抗や紛争といった逆効果を招くことになる。 

• 政府の道具としてではなく、地域住民自身の問題処理能力を高める触媒として、NGO に

は実質的な役割が期待される小規模伐採者は、森林が現在でも政府によって統制されて

いると考えている。なぜなら、1988 年に全 CBFM 地域における伐採が停止されたからであ

る。 

(iv) 住民参加の内的制約要因 

• バナウエにおいて、参加型森林管理を阻む社会的および文化的な内的制約要因は、ほと

んど確認できなかった。 

• バナウエにおいて、特に木彫用の木について、住民たちは植樹による私有林の立ち木の
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品質（stand quality）改善を望んではいるものの、苗木の代金が必要な場合には、敢えて

実行しようとはしないということが確認された。 

• バナウエにおいて、コミュニティー林における木彫用の苗の植樹はあまり期待できない。な

ぜなら、植えられた木に対する所有権を主張するために必要な立ち会いの証人を見つけ

るのが難しいからである。 

• シエラ・マドレにおいて、協同組合または CBFM プログラムの管轄部局と不法伐採者の間

でいくつかの紛争が起きており、協同組合と新規移入者の間でも起きている。協同組合は

一種の機能集団であるため、そのメンバー自身も、自己犠牲よりは組合を通して利益を得

ることを期待している。 

• シエラ・マドレにおいて、政府と村人の要求が対立するために時として共同組合の政策が

変動することがある。 

(v) 参加型森林管理の主要アクター 

• バナウエにおいては、近親の血縁集団が活発に共同所有の森林を管理するので、血縁

集団は私有地における参加型森林管理の主要アクターとみなすことができる。 

• バナウエにおいて、コミュニティー林の管理を緩やかに規定する者として村落共同体がア

クターになることができる。 

• シエラ・マドレにおいて、自然林管理には共同組合が最も適任のアクターであると考えられ

る。 

• シエラ・マドレにおいて、林地修復のための植林については、個人が最も適任のアクター

であると考えられる。 

 

iii. ラオス 

(i) ２つの概念を用いた政策評価 

1997 年の「土地法」によりラオスの土地は、農地・林地・建設用地など８類型に区分された。こ

のうち林地は１９９６年の「森林法」によって５つに区分されている。すなわち、１）流域保全や土

壌流出防止、密生林地保護などを目的とする「保安林」、２）野生動植物の保全を目的とする「保

全林」、３）木材および非木材森林産物（NWFP）の生産を目的とする「生産林」、４）直ちに再生

されるべき若い休閑地である「再生林」、そして５）「劣化林地（荒蕪地）」である。これらの類型の

うち個人や団体に対して利用権が付与されるのは劣化林地のみである。一方、保護林、保安林

および生産林は、地方または中央政府の直接統制下にある。 

利用権が付与された土地については、個人や団体は、占有・使用・収益・譲渡・相続の権利を

有する。つまり、ラオスにおける土地利用権は、売買が禁止されているという点で資本主義諸国

における土地所有権とは異なるのである。しかし、現実には土地の売買が行われ、また権利の

期間は明確にされていない。したがって、ラオスにおける土地利用権は、資本主義諸国の土地

所有権と事実上ほぼ等しいとみなすことができる。これは土地の法的な位置づけを考える上で
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重要な要素であり、１９９０年代から実施され始めた参加型森林管理の基礎となっている。 

共同森林管理（Joint Forest Management: JFM）：このプログラムでは政府が村人と協力しつつ

森林を管理することになっている。しかし、時として村人は意思決定プロセスに関与できない。彼

らはただ政府によって作成された管理計画を実行するためのコントラクターとして、あるいは労働

者として参加するのである。したがって、本プログラムは、豊かな森林を保有する「公有地」にお

ける、主として木材の生産を目的とした「公的林業」であると結論できる。 

村落林業（Village Forestry）：村落林業は、村落有地内での、村落共同体または組織化され

た村人による森林利用および管理であると定義されている。保全・保護・造林・収穫といったす

べての活動が認められている。しかし、個人や他の法人に配分された土地は村落林業の対象と

されない。したがって、村落林業は、「村落有地」における森林関係の全活動を対象とした「機能

集団林業」・「基礎集団林業」・「村落林業」であると結論できる。 

NGOに支えられたコミュニティー林業： カムアン県のコミュニティー林業プロジェクト（CFDP）

は、日本のNGO である日本国際ボランティアセンター（JVC）によって支援され、１８か村で実施

されている。そのうち５か村では、村の境界が確定した後に簡単な森林管理計画をたて、参加型

アプローチを通して土地利用のマッピングがなされた。村人は森林管理を統制するためのルー

ルも作成した。したがって、本プログラムは「村落有地」において、主として保全を目的として行わ

れる「村落林業」であると確認される。 

村人による造林： 村人はチークや早生樹種を配分された土地に植えることができる。この活

動は、「個人有地」における主として商業用木材生産を目的とした「農家林業」だといえよう。 

国家生物多様性保護地域（以下 NBCA）の緩衝地帯管理： NBCA は森林法に定められた保

全林に含まれると考えられている。NBCA は２つに分類される。中心地帯（core zone）である完全

保護地帯（TPZ）と、緩衝地帯である制限つき利用地帯（CUZ）である。地域住民は、一定の制限

の範囲内であれば、緩衝地帯内での森林産物の利用を許可されている。この利用は、「公用

地」における「農家林業」であるとみなすことができる。 

(ii) 慣習的利用権および地域住民による森林・土地管理 

ヴィエンチャン州のヴァンヴィエン郡およびサントン郡、そしてサヴァナケット州ポウサンヘ

NBCA のパランサイ郡にてフィールド調査を行った。これらの調査から以下の事が判明した。 

• ヴァンヴィエンにおいて、中高地ラオ人であるラオ・トン（Lao Theung）族（厳密にはカム

（Khamu））は土地を数類型に分けている。密生林地（patae bree kut）、古い休閑地（patae 
reng kae）、若い休閑地（patae reng kha nhom）、元焼畑地（patae re tu）、現在使われている

焼畑地（patae re）、保護林（patae bree haksa）、墓地（patae raman）、利用林（patae bree kui 
xay）、および住宅地（patae koun）等である。低地に住むラオ・ロウム（Lao Loum）族も同様

の土地類型分類をしている。ヴァンヴィエンにおいて、慣習的私有権は村落領域内の若

い休閑地・古い休閑地・元焼畑地・現在使われている焼畑地・住宅地について認められて
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いる。 

• ヴァンヴィエンにおいて、保護林・墓地・利用林は政府の指示に沿った形で村落共同体に

よって共同的に管理されている。 

• サントンにおいて、慣習的森林資源利用権は村の境界線内に限り個人・家族に認められ

る。 

• サントンにおいて、村人たちは、集水機能の保護・土壌流出防止・墓地の維持などを目的

とした２から３の共有林を保全してきた。村人たちによれば、これらの共有林に関する明確

なルールや規定は何もないものの、これら森は大変役立つものなのだと語った。 

• ヴァンヴィエンとサントンの両方において、地域住民によって収穫される木材および非木材

森林産物は、彼らの主な現金収入源となっている。 

• パランサイにおいて、村落有地の一部が新しい NBCAと重複してしまったが、土地配分プ

ログラムは、NBCA の焼畑禁止地域と重複してしまった土地の住民のほぼ全てに、水田を

割り当てることができた。 

• 特に貧困層について、森林産物は彼らの日常生活において重要な役割を果たしている。 

(iii) 住民参加の外的制約要因 

• 森林法を実施するための政令や条例はまだ発行されていない。ワークショップに参加して

くれた政府官僚によれば、1998 年に法令 198 号（Decree No. 198）が制定されたということ

だが、当プロジェクトではまだこの法令を検証していない。 

• 地域住民に利用を認めている土地類型を、土地法・森林法における公有地に転換する場

合、重要なのは現在の土地・森林利用状況および所有形態が公的に認められるか否かと

いう点である。 

• 焼畑用地・慣習保安林地・密生林地等の類型には、公的な土地利用区分の適用が難しい

と言われている。 

• 「焼畑用地」は現在、耕作地・休閑地・草原を包含するものである。しかし公的には、現在

劣化した土地として区分されている土地は劣化林地に、若い休閑地は再生林地に、古い

休閑地は村落管理保護林・保安林・生産林に編入される。 

• 劣化林地として区分される土地の問題点は、地域住民が草原地帯からも非木材森林産物

（NWFP）を収穫しているにも関わらず、劣化林地に造林しようとする可能性が高いという点

である。 

• （村落管理の）再生林に区分される土地の問題点は、地域住民が休閑地を含むすべての

焼畑用地に対する慣習的所有権を有するという事実が無視される恐れが強いという点で

ある。 

• 地域住民の大半がその生計を焼畑農業に頼っているにも関わらず、焼畑は廃止されるべ

きであるとの前提に立って、焼畑用地を劣化林地および再生林地に区分することが計画さ

れたことがあった。 

• 禁伐林地および密生林地を保護林・保全林・生産林に区分する際に生じる問題は、地域

住民があらゆる植生の森林から森林産物を収穫しているにも関わらず、その慣習的森林

利用権が排除される可能性が高いという点である。 
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• NBCA 内の中心地帯と緩衝地帯の境界確定の基準が明確に定義されていない。そのた

め、地域住民は中心地帯と緩衝地帯それぞれの森林利用の制限を理解できずにいる。 

• 実際には、生産林、農地、そして住宅地までもがNBCA の緩衝地帯に含まれてしまってい

る。これは、生物多様性保全という NBCA 本来の目的と矛盾している。 

(iv) 住民参加の内的制約要因 

• 定着型農業に適した平地の不足と、土地の持つ生産能力の低さが、地域住民が劣化した

高地で焼畑をせざるを得ない原因である。 

• 非農産物経済セクターが未発達で充分な収入源となり得ず、市場システムもまた未発達

である。その結果、地域住民は森林産物に頼らざるを得ない。 

• 村落領域内での森林管理に伴う権利と義務を、地域住民が理解できていない。その結果、

配分された土地・森林の緑化や再生が行われていない時がある。 

• 地域住民による森林利用は、NBCA 設立以降も実際には変わっていない。 

• 慣習的森林利用が、すべて持続可能なものというわけではない。 

(v) 参加型森林管理の主要アクター 

• 村落共同体または組織化された村人は、村落林業プログラムの主要なアクターであり、共

同森林管理における共同管理者であるといえよう。 

• 村落林ボランティアースタッフが、森林管理グループとして、村落有林の保護と保全のた

めのパトロールをする。 

• 個人および世帯は、劣化地の緑化の主要アクターであると考えられる。 

 

iv. ベトナム 

(i) ２つの概念を用いた政策評価 

1993 年の「土地法」および 1994 年の布告などに基づき、政府は土地と森林を個人・世帯・村・

団体（森林管理委員会、育苗場（seed stations）、会社、人民軍、学校など）に分与する事業を開

始した。地域住民は「赤色証書（red book certificate）」を得て、一年生作物ならば 20 年間、永年

生作物ならば 50 年間、分与された土地や森林を利用する権利を手にするのである。 

ベトナムの森林は 1991 年の「森林資源保護開発法」によって、木材および非木材森林産物を

生産するための「生産林」、流域保護のための「保安林」、そして生物多様性保全や観光のため

の「特別利用林」に区分されている。参加型森林管理は、それぞれの森林類型における植林と

保全のプログラムの中に見出すことができる。 

特別利用林・生態系修復区域の保護契約： 赤色証書を持つ特別利用林管理委員会が住民

と保護契約を結び、「緑色証書（green book certificate）」を与える。造林プログラムに関しては、
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一世帯当たり平均して２から４ha の林地を対象として造林木を３年間保護する代わりに、ha 当た

り 100 から 200 万ドンの収入を得る。間作は禁止されている。天然更新（保護プログラム）に関し

ては、一世帯当たり平均 10 から 20ha の森林を保護することに対して ha 当たり年間４から５万ド

ンが支払われる。このシステムは、森林保護を目的とした「公有地」における「公的林業」であると

いうことが確認される。 

特別利用林・緩衝区域の管理： 特別利用林への圧力を軽減するため、政府は赤色証書を保

持する人々に対して、農林業技術の普及や果樹植林支援などの様々な支援を行っている。この

ようなシステムは、森林保護を目的とした「公有地」における「農家林業」であるといえるだろう。 

保安林・重点区域の保護契約： 赤色証書を持つ保安林管理委員会（MBPF）が特別利用林・

生態系修復区域と同様な保護契約を世帯と結び緑色証書を与える。契約した住民はアグロフォ

レストリーを導入し、非木材森林産物や燃材を採集することができる。このシステムは、森林保護

を目的とした「公有地」における「公的林業」であるとみなすことができる。 

土地分与された生産林での造林活動： 個人・世帯・団体は、生産林区域内の土地を分与さ

れ赤色証書を得ることができる。分与される土地面積は場所により様々である。例えば、山岳地

帯では平均して一世帯当たり３から５ha であるのに対して、他の地域では 50ha 以上もの土地を

分与された世帯も存在する。この活動は主として、木材生産を目的とした「公有地」における「農

家林業」または「機能集団林業」であるといえる。 

(ii) 慣習的利用権および地域住民による森林・土地管理 

部分的にタムダオ国立公園の緩衝地域に指定されているトゥイェンクアン州ソンドゥオン郡お

よび、ソンラ州マイソン郡にてフィールド研究を行った。この研究の結果、以下のことが判明し

た。 

• コミュニティー林または共有関係に基づいて伝統的手法によって管理されている森林は存

在していない。なぜなら地域住民、特にキン（Kinh）族が、慣習的森林管理制度を失って

しまったからである。 

• ソンドゥオンにおいて、最も重要な森林産物は燃材である。その他の産物は鳥、コウモリ、

リスおよび薬草である。 

• ソンドゥオンにおいて、貧困層は毎日山で燃材を採集する。中流階級の人間は週３から４

回採集する。富裕層はすでに燃材の採集をしなくなっており、プランテーション木や果樹

から取れる枝や、米やトウモロコシの廃棄部分で代用している。 

• ソンドゥオンにおいて、国立公園の緩衝地帯に住んでいるという事実をほとんどの住人が

認識しておらず、国立公園の境界の位置も知らずにいる。ただし、伐採・焼畑・狩猟といっ

た活動が禁止されている国立公園というものの概念は理解されている。 

• マイソンにおいて、木材は自然林から採取されて建築やベッド・戸棚・テーブル・椅子など

の製造に使われている。燃材は自然林と人工林またはガーデンから採取されて、調理と
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暖房に利用されている。竹は自然林と人工林から採取され、建材として利用されている。

その他の森林産物は鳥と動物、籐、タケノコおよび薬草である。 

• マイソンにおいて、森林産物への依存度は民族によって様々である。キン族は自然林の

産物にほとんど依存していない。ムオン族とタイ族は木材と燃材を採取している。モン族、

コームー族およびシンムン族はほぼ完全に森林産物に依存している。 

(iii) 住民参加の外的制約要因 

• ローカルレベルにおける官僚制および中央集権的トップダウンの意思決定は、住民参加

の障壁でありうる。 

• 林地は３類型に分類されているが、その区分に関する確かな基準が存在していない。 

• 土地・森林分与プログラムを実施するための予算と人的資源がかぎられている。その結果、

地方当局はこの業務を効率的に実施できていない。 

• 地方当局は、移行期間中の地域住民にとって焼畑農業が必須であるという事実に注意を

払っていない。 

• 地方当局と中央政府の間で、管轄権に関する手続きおよび合意が不十分である。 

• 村落は国立公園内の自然林を保護するという契約を履行することができるにも関わらず、

基礎集団および村落による参加型森林管理を促進する効果的なシステムまたはプログラ

ムが存在していない。 

• 国立公園制度は、基本的な部分で地域住民の生計と対立するものである。 

(iv) 住民参加の内的制約要因 

• 特別利用林・生態系修復区域および保安林・重点区域における森林産物の採取は不法

であるが、人々は合法であると信じている。 

• 地域住民の間で意見や経験を交換する習慣があまり成熟していないため、正当な参加型

森林管理のような新しい考え方や手法を習得する上で困難がある。 

• 世帯同志のつながりが非常に緩やかで、世帯の集合からなるグループとして共通の目的

を達成するために活動したことがない。 

(v) 参加型森林管理の主要アクター 

• 特別利用林管理委員会は、保護林および保護地域の管理におけるアクターとみなすこと

ができる。 

• 伝統的村落共同体（thon）は、自然林とプランテーションの管理におけるアクターとみなす

ことができる。女性組合、青年組合、農家組合、農家および退役軍人組合などの共同的な

組合は、将来的に参加型森林管理において何らかの役割を担う可能性がある。なぜなら、

これらの組合は信頼できるからである。 

• 世帯、教会／寺院、そして軍隊を含む他の組織は、小規模の自然二次林およびプランテ

ーションを管理するうえでのアクターとみなすことができる。 

• 林業会社および合弁企業は産業林管理のアクターとみなすことができる。 
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• 国家の森林事業は、自然林とプランテーションの管理における主要アクターとみなすこと

ができる。 

 

(d) 勧告－参加型森林管理のための政策勧告 

参加型森林管理サブチームの調査結果と分析に基づいて作成された、前述の４カ国におけ

る参加型森林管理推進のための政策勧告は以下の通りである。 

 

i. インドネシア 

インドネシアの森林政策は現在、民主化と地方分権化の潮流を受けて急激に改革されつつ

ある。それゆえ、当プロジェクトの勧告を含む様々な利害関係者の提案が政策議論の根本方針

として取り入れられる可能性がある。 

(i) 目的１： 地域住民一般の参加の確保 

勧告１－１： 政府と NGO は、「緑のセイフティーネット」ともいうべき、最低限レベルの

森林保全を確保するメカニズムを確立するために協力し合うべきである。→ この方策によ

って、森林保全を目的とした参加型森林管理の基礎が作られる。なぜなら「緑のセイフテ

ィーネット」は、森林の保全と持続的管理を確保するために中央政府が定めるナショナル

ミニマムだからである。 

勧告１－２： 全ての関係者は、森林保全に対する地域住民の見地を認め、尊重すべきであ

る。→この方策により、地域住民の全面的な参加を確保できる。外部者の見地の強要は、

地域住民の自信を失わせるだけである。 

勧告１－３： 州政府は、林地区分の際に、現行の土地利用状況と社会経済的状況を考慮に

入れるべきである。→ この方策により、政府は地域住民によって管理されるべき林地を同

定することができるようになるだろう。現時点では、政府が社会経済的文脈における土地

利用の実態を把握することは困難なようである。土地区分の際、政府は参加型農業調査

（PRA）などの手段を通して地域住民と NGO を積極的に関与させるべきである。この方

策の重要性はかれこれ 10 年以上も指摘されているが、実施のための努力がまだまだ必要で

ある。 

勧告１－４： 中央政府は、地域住民と NGO の森林管理への関与を、政令や法律の形で明

確に定義すべきである。→ この方策により、地域の慣習法と現行のローカルな森林管理シ

ステムの公正な評価プロセスが確保されるであろう。この方策の重要性は以前から指摘さ

れており、その実施のための努力が必要である。 

勧告１－５： 中央政府は、森林村落社会開発（PMDH）プログラムを地域参加促進の基礎

として見直すべきである。→ この方策により、地域住民の生活が向上し、森林管理への参

加を促す結果になると思われる。 

勧告１－６： 中央政府は、住民参加の確保を地方政府に課す規定を策定し、地域住民およ

び NGO との協力のもとで、公の場で報告することを義務づけるべきである。→ この方策

により、地方政府がトップダウン型の意思決定をするのを防ぎ、森林管理の中央集権化を

防ぐことができる。 

勧告１－７： NGO は州政府と協力して、州政府内部で国立公園管理および林地の境界確

定においてボトムアップ型の意思決定がなされるように働きかけるべきである。NGO はま



 - 52 -

た県（Kabupaten）政府とも協力して、林地修復や緑化再生・保護林および私有林の管理・

狩猟の統制・非木材森林産物の採取・技術普及において、県政府が関与していくように働

きかけるべきである。→ この方策により、各レベルで地方政府へ森林管理権限が譲渡され

るのとあいまって、住民参加が加速されるであろう。 

勧告１－８： すべての関係者が、地域住民と他の利害関係者の間での権限分担および利益

分配の重要性を認識すべきである。→ この方策により、地域住民が自分達で森林を管理し

ようというより強い意志を持つことができる。 

勧告１－９： 政府は、NGO および地域住民自身の協力のもとで、森林管理の権利を持つ

「地域住民」とは誰のことであるのか明確に定義するガイドラインを策定するべきだ。→

この方策は人々の間の対立を防ぐ役割を果たす。 

(ii) 目的２： 新「林業法」に基づく慣習林（Hutan Adat）管理の運営 

勧告２－１： 政府は、地域共同体・地方政府・NGO・学者など様々な利害関係者と協力し

て、共同森林管理の観点から慣習法を公正に評価すべきである。→ この方策は、慣習法に

対する公正な判定を保証する。新「林業法」において、地方共同体の権利は、慣習法が国

家の法律および地方政府の政令などと対立しないという条件で認められる。 

勧告２－２： 持続可能な森林管理のために適切技術を開発することが必要な場所では、

NGO および政府は地域住民に慣習的森林利用を修正するように説得し側面支援をすべき

である。→ この方策は、地域住民が公的な慣習林の承認の際に排除されてしまうのを防ぐ

のに役立つ。 

勧告２－３： 政府は法令を出して、保全地域においても慣習林を指定するプロセスを明示

するべきである。→ この方策により、保全地域内および周辺での慣習林管理が促進され、

持続可能な森林管理を確保できる。 

勧告２－４： その次のステップとして政府は、国有林となっている慣習林（Hutan Adat）
を一定の制限のもとで譲渡することを検討すべきであろう。→ この方策により潜在的な対

立が防止でき、分権化と森林管理権の譲渡が加速されるであろう。コミュニティーに根差

した森林管理システム（SHK）と慣習林（Hutan Adat）の管理とを完全に統合する基盤と

なるものである。 

(iii) 目的３： 共同森林管理の促進 

勧告３－１： 政府はコミュニティー林利用許可（IPHKM）を、他の許可（自然林管理・

人工林管理・混合農園の管理（1999 年 8 月に規定された）・オイルパーム農園および移入

地開発のための伐採）に優先させるべきである。→ この方策により、地域住民は、良質な

森林についてコンセッションを得ることができる。現状のままでは、劣化林地しか与えら

れていない。 

勧告３－２： 地域住民は自らを組織化して、森林利用のルールを議論し、NGO や地方政

府といった外部機関の協力を得て、森林管理に関する契約を交わすべきである。→ この方

策によりリーダーシップが改革され、コミュニティーに根差した森林管理がまだ存在して

いない地域においても、村人がこのようなプロセスに参加するインセンティブが生じるこ

とが期待される。この勧告の重要性はすでに指摘されてきたが、先の政権下では実施は不

可能であった。今こそ行動を起こす好機である。 

勧告３－３： 政府および国有の林業会社（Perum Perhutani）は、ジャワに対してコミュ

ニティー林コンセッション（IPHKM）を付与するべきである。コミュニティー林業はジャ

ワに対して開かれるべきである。→ この方策によって、地域住民による自衛が生じ、外部

者による不法伐採を効果的に防ぐことができる。 
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(iv) 目的４：個人ベースまたは世帯ベース森林管理の促進 

勧告４－１： 政府および国有の林業会社は、植えられた木から得られた利潤を、トゥンパ

ンサリ（または Perhutanan Sosial プログラム）に参加している地域住民およびジャワに

ある国有の林業会社（Perum Perhutani）と分かちあうべきである。→ この方策により、

参加している住民にとって、チークやマツなどの樹木が収穫できるまでに森林を管理する

経済的インセンティブが生じる。 

勧告４－２： 国有の林業会社（Perum Perhutani）は、ジャワの改良トゥンパンサリまた

は Perhutanan Sosial プログラム対象地において、薪や飼料など、地域住民の利用に適し

た樹種を植えるべきである。→ この方策により、アレン椰子から椰子砂糖を精製するため

に必要な薪の不法伐採を減らし、地域住民に国有地で薪炭林の造成・管理に参加するよう

に奨励することができる。 

勧告４－３： 政府と NGO は、充分な経済的および物質的支援を提供することによって、

地域住民の林地パトロールを支援するべきである。→ この方策により、外部者による不法

伐採を防止できる。 

勧告４－４：政府は、外インドネシア（outer Indonesia）における国有地上の劣化した生

産林において、個人ベースまたは世帯ベースの分収林業プログラムを導入すべきである。

→ この方策により、ジャワの私有地における個人有林（Hutan Rakyat）プログラムと同

様に、地域住民に国有林にも木を植えようという動機を与えることができる。これは、個

人または世帯が、コミュニティー林業（Hutan Kemasyarakatan）制度の下でコミュニテ

ィー林管理を統括している管理部局と契約を交わすことによって可能であろう。 

勧告４－５： 国有の林業会社（Perum Perhutani）は、一部の国有林における森林管理権

を地域住民に移譲するべきである。→ この方策により、地域住民が行っている「ガーデン

化」のプロセスを促進できる。 

勧告４－６： NGO は、地域住民が造林のための土地所有権を獲得するのを支援するべき

である。→ この方策により、私有地における個人有林（Hutan Rakyat）プログラム導入

の基礎を確立できる。 

 

ii. フィリピン 

ここに述べられた目的は、参加型森林管理の政策的枠組みの策定によって、すでにある程度

達せられたように見えるかもしれない。しかし肝心なのは、フィリピンにおいていかにその実施を

確保し持続可能な森林管理を実現するかという点である。 

(i) 目的１： 地域住民一般の参加の確保 

勧告１－１： 政府は、CBFM を国家戦略として位置づけている大統領令 263 号（Executive 
Order 263）を法律化するべきである。→ 行政指令にすぎない大統領令 263 号では確実性

に欠けるので、この方策により、CBFM を国家戦略としてより確実なものにする必要があ

る。 

勧告１－２： 政府は財政的基盤と人的資源を確保し、組織としての能力を高める必要があ

る。→ この方策は、既存の参加枠組みに基づいた参加型森林管理を促進するものである。 

勧告１－３： 政府と NGO は、「緑のセイフティーネット」ともいうべき、最低限レベルの

森林保全を確保するメカニズムを確立するために協力し合うべきである。→ この方策によ

って、森林保全を目的とした参加型森林管理の基礎が作られる。なぜなら「緑のセイフテ
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ィーネット」は、森林の保全と持続的管理を確保するために中央政府が定めるナショナル

ミニマムだからである。 

勧告１－４： 政府職員は、地域住民に対する態度を改め、彼らを政府の道具としてではな

く、対等なパートナーとして接するべきである。→ この方策により、政府の意図と地域住

民が受ける印象とのギャップを埋めることができる。この方策の重要性は 10 年以上も前か

ら指摘されていたが、実施のための努力が必要である。 

勧告１－５： プロジェクト管理者および企画者は、林業プロジェクトを導入する前に、土

地・森林の慣習的利用状況や、住民生活の森林資源への依存度、地域の価値観など、現地

の状況を慎重に検討するべきである。→ この方策により、プロジェクト管理者と企画者は、

適切なプロジェクト計画を策定できるようになるであろう。現時点では、企画者はなかな

か地域の実情を把握できずにいるようである。この過程において、プロジェクト企画者は

参加型農業調査（PRA）などの手法を通して、地域住民と NGO の積極的な関与を受ける

べきである。この方策の重要性は 10 年以上前から指摘されているが、実施のための努力が

必要である。 

勧告１－６： 中央政府は、地域住民と NGO の森林管理への関与を、政令や法律の形で明

確に定義すべきである。→ この方策により、地域の慣習法と現行のローカルな森林管理シ

ステムの公正な評価プロセスが確保されるであろう。この方策の重要性は以前から指摘さ

れており、その実施のための努力が必要である。 

(ii) 目的２： 森林の共同管理の促進 

勧告２－１： 地域住民は、村落共同体の機能は CBFM のための人民組織（PO）としての

協同組合とは異なるものであることを認識するべきである。→ この方策により、地域住民

は協同組合の潜在的な役割を認識することができるであろう。村落共同体は地域住民の生

活の全側面に関わる基礎集団である。協同組合は彼らの森林を管理するための機能集団と

して資することができる。 

勧告２－２： 政府は、森林管理の権限を村落共同体と協同組合に委譲する可能性を検討す

るべきである。→ この方策により、地域の共同体はより柔軟に活動できるようになる。 

勧告２－３： 協同組合は、政府のプログラムを実施する機関になるのではなく、地域住民

の利益を代表する機関となるべきである。→ この方策により、協同組合の執行機関に対す

る地域住民の信頼が生まれる。 

勧告２－４： 地域住民は、森林管理の権限を、その協同組合の執行機関に委ねるべきであ

る。→ この方策は、協同組合の執行機関が民間の木材会社と同程度に効果的な森林管理が

できるようにするために必要である。 

勧告２－５： 政府は、一定の条件のもとで、協同組合による選択的伐採を許可するべきで

ある。→ この方策により、協同組合に勤める地域住民の生計を維持でき、不法伐採の減少

によって木材資源の持続にもつながる。ただし、第三者による持続可能性チェックの評価

システムが必要である。 

勧告２－６： 政府は、共和国法律第 8371 号（Republic Act No. 8371）に定められた慣習

地権利証（CADT/CALT）を、1995 年の採掘条例または共和国法律第 7942 号で定められ

た採掘コンセッションなどよりも優先的に取り扱うべきである。→ この方策により、自然

林の共同管理が促進される。 

勧告２－７： NGO は、地域住民と政府がこれらの方策を実施できるように支援すべきで

ある。 
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(iii) 目的３： 個人ベースの森林管理の促進 

勧告３－１： CBFM 協同組合は、CBFMA 領域内の森林管理のために個人所有権（IPR）

を協同組合から取得するように奨励すべきである。→ この方策により、育成林業の個人管

理が促進されるが、持続的な農林業技術の推進と市場情報の収集などに関しては、協同組

合のリーダーシップが今後も続くだろう。 

勧告３－２： 政府は、社会化された産業林管理契約すなわち SIFM 契約（SIFMA）を交

わすべきである。→ この方策により、私有林において、個人による社会化された産業林管

理が促進される。 

勧告３－３： NGO は、地域住民と政府がこれらの方策を実施できるように支援すべきで

ある。 

 

iii. ラオス 

ラオス政府は現在、森林管理に必要な政令および法規を策定中である。当プロジェクトの勧

告は、住民参加と持続的森林管理の促進を目指すこの政府の努力を支援するものである。 

(i) 目的１： 地域住民一般の参加確保 

勧告１－１： 政府と NGO は、「緑のセイフティーネット」ともいうべき、最低限レベルの

森林保全を確保するメカニズムを確立するために協力し合うべきである。→ この方策によ

って、森林保全を目的とした参加型森林管理の基礎が作られる。なぜなら「緑のセイフテ

ィーネット」は、森林の保全と持続的管理を確保するために中央政府が定めるナショナル

ミニマムだからである。 

勧告１－２： 政府は、現行の政令を統合するような、森林区分・森林利用計画・土地森林

配分に関する法律または政令を発行するべきである。→ この方策により、境界確定・土地

森林区分のプロセス・国家／州／管轄当局の責任などに関する基準が明確化される。 

勧告１－３： 地方政府は、村落領域が政府統括の「保全林」・「生産林」・「保護林」と重複

した地域の森林区分をする際には、現行の土地利用状況に基づいた区分にするべきである

ということを留意しておくべきである。→ この方策により、政府によって統制されている

森林地域として新たに指定される時によく見られる混乱と村人の不満が軽減される。 

勧告１－４： 政府は、すでに「劣化地」について行ったように、「再生林」の一部を村落

または村人に分配できるように政策を見直すべきである。→ この方策により、政策と実際

の土地利用の矛盾を解決できる。再生林として指定されるべき土地は、すでに村人によっ

て「劣化地」と同じように利用されているからである。 

勧告１－５： 政府は、国家生物多様性保全地域（以下 NBCA）の中心地域と緩衝地域、お

よび他の村落有地との境界策定基準を明確化するべきである。→ この方策は、地方当局が

NBCA の境界を策定し、村人と境界に関する契約を結ぶ際に役立つ。 

勧告１－６： NBCA の緩衝地域と村落有地の境界に関しては、政府は地域住民による実際

の土地利用に基づいて公式な境界を確定するか、あるいは近い将来に再検討されるべき暫

定的な境界を策定するか、そのどちらかを実施すべきである。→ この方策により、現行の

法律・政令と、すでに緩衝地域内に農地や宅地が存在しているという事実との矛盾を解消

するものである。 
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勧告１－７： 政府は、参加型森林管理の様々なプロジェクトを国内で一斉に実施するので

はなく、パイロットプロジェクトから始めて段階を踏んだアプローチによって実施してい

くべきである。→人的資源・予算・組織的制約の現状に鑑みて、このような方策が妥当と

言えよう。 

勧告１－８： 国際組織と NGO は、政府がこれらの方策を実施できるように支援すべきで

ある。→ それによって、改革のプロセスを加速させることができる。 

(ii) 目的２： 共同森林管理の促進 

勧告２－１： 1999 年の首相令によれば、木材販売が許可されているのは地方当局だけで

あるが、政府は、村落による木材生産を目的とした自然林管理を合法化すべきである。→ こ
れにより、村落による自然林管理が奨励される。しかし政府は、管理目的・森林管理能力

増進の手法・森林管理の適切な規模・収入の使途について検討するべきである。 

勧告２－２： 政府は、自然林に関する共同森林管理（JFM）計画の意思決定過程において、

地域住民の参加を確保するべきである。→ これにより、共同森林管理に参加しようという

地域住民の意志が高まる。 

勧告２－３： 地方当局と NGO は、村落共同体が規則を定め、森林利用を見張り、違反者

を罰する上で支援をすべきである。→ これにより、特に保全・保護活動について、村落共

同体が自らの森林を管理できるようになる。 

(iii) 目的３： 個人ベースの森林管理の促進 

勧告３－１： 中央政府の指示に則った林地と農地の境界策定に関して、地方政府は村人た

ちにそれをあまり急がせるべきではない。→ これにより地域住民は、代替的な土地利用と

収入源の開発への移行に当たって、猶予期間を持つことができる。村落は、時宜を見計ら

って暫定的あるいは公式の境界を提言することができる。 

勧告３－２： 地方当局および NGO は、名目のみ或いは暫定的な境界しかない高地の森林

を利用して、地域住民が循環的なアグロフォレストリーやアレイ・クロッピング・システ

ムといった代替的な土地利用技術を実験的に開発するのを支援するべきである。→ この方

策により、慣習的土地利用から公的に認められた土地利用への移行期間が短縮できる。最

終的な境界は、もっと後で策定することもできる。 

勧告３－３： 政府は、個人・世帯による再造林や裸地造林などの造林活動を支援するシス

テムを策定すべきである。→ これにより、地域住民が分配された林地で造林し収入をあげ

ることが奨励される。JICA（国際協力事業団）によって試行された利益分配システム（PSS）
などが有効と考えられる。 

勧告３－４： 政府は、高品質の苗を提供できるシステムを開発し、公的・私的セクターに

役割を割り当て、劣化林地へのアクセスを改善するべきである。→ これにより、地域住民

が分配された林地に木を植えることを奨励する。 

勧告３－５： 地方当局は村人と良好なパートナーシップを築き、NBCA の緩衝地帯におけ

る権利と義務に関する村人の理解を促進し、村人を雇って NBCA 内をパトロールさせるべ

きであろう。→ これにより、村人の不法伐採を防ぐことができる。この方策の重要性は以

前から指摘されていたが、継続して努力が必要である。 

 

iv. ベトナム 

ベトナム政府は森林管理への地域住民参加の促進をはかっている。当プロジェクトの勧告は
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このような努力を支持し、さらなる地域住民の積極的参加の奨励を意図している。 

(i) 目的１： 地域住民一般の参加の確保 

勧告 １－１:  政府と NGO は、「緑のセイフティーネット」ともいうべき、最低限レベル

の森林保全を確保するメカニズムを確立するために協力し合うべきである。→ この方策に

よって、森林保全を目的とした参加型森林管理の基礎が作られる。なぜなら「緑のセイフ

ティーネット」は、森林の保全と持続的管理を確保するために中央政府が定めるナショナ

ルミニマムだからである。 

勧告１－２： 政府は、森林保全に対する現地当局と中央政府の権限と責任を明確化すべき

である。→ この方策により、現地当局と中央政府のあいだのさまざまな計画実施に対する

協力を促進する。 

勧告１－３： 中央政府は、林地区分における基準と指標を明確化するべきである→ この

方策は、現地当局が適切に林地区分を行うことを可能とする。 

勧告１－４： 中央政府は、とくに現地レベルの普及訓練活動を強化するべきである。→ こ
の方策は地域住民が森林管理に参加することに資する。 

(ii) 目的２： 共同森林管理の奨励 

勧告２－１： 政府は、とくに保護林や特別利用林内にある村落共同体で行われるコミュニ

ティ林業を促進するために政令を発布しプログラムをつくるべきである。→ この方策は、

村落共同体による森林生産物の採取や森林保護を目的とした既存の活動に法的基礎を与え

ることになる。 

勧告２－２： 村落共同体（thon）は、既存の女性組合、青年組合、農民組合などと協力し

て、持続的森林管理にむけた国家基準にそった、彼ら自身による森林管理のための規則を

決めるべきである。→ この方策は、国家政策と矛盾しない、持続的森林管理に関する村落

自治の強化をもたらす。 

勧告２－３： 村落共同体は、慣習的権利を認めるとともに、持続的森林管理にむけて国立

公園職員と話し合うべきである。→ この方策により、地域住民による森林管理活動が合法

化される。 

(iii) 目的３：個人ベースの森林管理の奨励 

勧告３－１： 政府は土地配分の努力を加速するべきである。→ この方策により配分され

た土地での地域住民による植林が促進される。 

勧告３－２： 政府は土地・森林利用の持続的な利用の基準を示すべきである。→ この方

策により非持続的な土地・森林利用が減少する。 

勧告３－３： 政府は農業・林業普及活動を強化するべきである。→ この方策により家族

レベルにまで３－２で述べた基準を根付かせることができる。これに関する重要性はすで

に指摘されているが、さらなる努力が依然として必要である。 

勧告３－４： 政府は、現地当局や女性組合や青年組合などの集団組合の苗木生産活動、と

くに遺伝的に改良された樹木の利用への参加を促進するべきである。→この方策は、地元

住民がより良い苗木をより簡単に入手することを可能にする。 

勧告３－５： 政府は、重要・最重要の保護林により多くの予算を配分するべきである。→

この方策は、地元住民の保護活動への参加に多くのインセンティブを与える。 



 - 58 -

勧告３－６： 政府は、地元住民による「重要な保護林の保護契約」などへの保護合意締結

の見返りとして燃材や非木材林産物採取の許可を正式に与えるべきである。→この方策は、

地元住民により多くのインセンティブを与える。この場合、地元住民の活動は、「保護」と

いうより彼らに好まれる「保全」に近い行為として見なすことができる。 

(井上 真) 
 

d. 持続可能な森林管理のための法的行政的支援手法5 

(a) 序論 

森林管理に関連する各国の法制度は、それぞれの国がおかれている多様な状況に対応して

多様なものとなっている。そのため、一概に全体的な状況を把握するのは困難である。幾つかの

国は、経済システムの改革に挑戦しており、その一方で、幾つかの国は、経済的な危機に直面

している。各国は、このように様々な困難・問題を抱えているが、問題だけではなく、幾つかの進

展も見られる。多くの国で近年、森林法が改正され、また幾つかの国では、現在、改正作業が行

われているところである。これら改正の中では、幾つかの論点について、議論が集中した。その

一つとして挙げられるのが、参加型森林管理の促進である。 

世界的にも、参加型森林管理の促進は、重要な政策課題の一つである。そのため、参加型森

林管理を促進するために、幾つかの取組みがすでになされている。また、森林管理に関連する

多くの国際条約が、世界レベル、地域レベルで採択されているが、それらの条約の中でも、住民

参加は重要な論点として認識されている。それらの条約において、住民参加は広範な意味を含

んでおり、様々な構成要素を含んでいる。その構成要素として大きく二つ挙げられる。 

最初の要素は、参加する当事者の構成である。森林管理には、多くの当事者が関連するが、

当事者として、地元の共同体の住民から都市の住民、ＮＧＯ、企業まで含まれうる。これらは、大

きく４つに分類することができる。公衆、影響を受ける住民、地元の共同体或いは住民、そして先

住民の４つである。 

もう一つの構成要素は、参加のレベルである。このレベルは、三つの段階に区分することがで

きる。情報へのアクセス、意思決定過程への参加、権利保障システムへのアクセスの三つであ

る。 

このように、住民参加の内容は、非常に広い当事者を対象とし、森林管理に関わる様々な過

程で、参加が求められている。しかし、住民参加を求めているほとんどの条約において、実施の

ために必要とされる法的な措置について示していない。そのため、これらの条約は、行政的な措

                                                   
5  この章は磯崎博司の執筆によるものである。山内麻紀子、岩間徹, 中野亜里、Prof. Wang Xi, Ms.Loudes. E. Tolentino, Dr. Pearmsak 

Makarabhirom,Mr.Mas Ash Santosa, Dr.S.Sothi Rachagan ら研究協力者の協力を受けて行われた法律および行政的支援手法サブチーム

の研究結果をもとに、ＩＧＥＳ森林保全プロジェクト研究員小松潔の協力を得て、著者が原文を作成した。この原文は、2000 年 6

月および 8 月にジャカルタおよびヴィエンチャンにて開催した国際ワークショップと、2001 年 1 月 16 日-18 日にかけて東京にて開

催した公開セミナーにおいて検討された。本稿は、これらのワークショップおよびセミナーにおいて、政府職員・NGO・研究者・

国際組織などの様々な利害関係者から出されたコメントをもとに修正された最終報告書である。 
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置も含めて締約国に住民参加を保障するための取組みを求めている。換言すれば条約実施の

ための最も適切な措置の決定は、各締約国に任されているのである。 

そこで、この報告書では、持続可能な森林管理と住民参加に関連する国際レベル・国レベル

の法的・行政的措置について、ＩＧＥＳ森林保全プロジェクトの研究成果に基づいて検討を加え

る。これにより、アジア太平洋地域における森林保全に関連する取組みの現状の一端が、明ら

かになるものと思われる。最後に、その中で明らかになる問題点などから、今後、必要とされる取

組みについて検討を加える。 

 

(b) 各国における法・行政制度の分析 

i. 土地・森林に関する所有権および利用権 

(i) 森林と土地に関する権利 

住民参加を保障する法的・行政的な根拠として幾つかの措置がありうる。一つの措置として挙

げられるのが、森林に対して所有権或いは利用権を認めることである。ある国では、地元共同体

または住民に土地の所有権が法律の中で認められている。また、幾つかの国では森林と土地へ

の利用権が認められている。 

パプアニューギニア憲法は、土地と森林が慣習的な所有者によって所有されると規定してい

る。慣習とは、「太古から慣習或いは慣習的な利用方法として存在したかに関わらず、当該事項

に関連する土着の住民による慣習および慣習的な利用方法」と規定されている。この規定により、

ほぼすべての土地と森林が、地元住民およびその親族によって慣習に基づき所有されているこ

とになる。それゆえ、土地および森林の開発には、彼らの同意が必要となる。1992 年に発効した

森林法は、森林管理を所管する法律である。森林法の中では、国に土地所有者と森林管理協

定を締結する権利が排他的に認められている。土地所有者が条件に同意すれば、森林管理協

定が締結されることになる。国家森林委員会は、業者を選定し、大臣に伐採許可を交付するよう

勧告を行う。もし、土地所有者と合意に至らなければ、土地所有者は、その土地を開発すること

は出来ない。同時に、政府は木材伐採許可を、土地所有者の同意なしには、業者に交付するこ

とが出来ない。 

その一方で、土地および森林が国家によって所有される場合もある。中華人民共和国憲法で

は、土地を含めて森林およびその他の天然資源が、国或いは集団によって所有されると憲法に

規定されている。国民には、土地の利用権が認められている。同様の制度は、ラオス、ベトナム

においても見られる。中国の場合、森林法は植林活動への貢献に一定の利益を提供することで、

住民に植林活動への参加を促している。貢献の方法としては、様々なものがありうる。（全市民の

自発的な植林活動、環境保全型農業、保護地域における地元住民との協力、荒廃地契約、個
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人による植林活動。） 

荒廃地契約では、山間地の裸地を、農民や、都市の失業者に貸与している。契約に基づき、

借地人に与えられる土地の管理権・利用権は、森林法によって保護される。裸地の利用権を供

与された者は、植林を行うことができるとともに、植林から利益を得ることができる。契約期間は

50 年で、この期間に得られた利益に対して税は課されない。これらの措置を通じて、中国におい

て植林活動への参加を促すとともに、住民たちの利益が保障されている。 

(ii) 課題 

住民に土地と森林に対する所有権、利用権が認められていても、参加の機会を提供する制度

が不十分であることが、住民参加を実現する上で障害となっている。たとえば、パプアニューギ

ニアにおいて、国家森林計画は、国レベル、州レベルでの詳細な森林管理政策を規定している

が、この策定過程では住民参加は、求められていない。 

また、持続可能な森林管理を実現する必要性についての認識と理解が不足していることも障

害の一つとなっている。例えば、中国において森林保全への認識は、社会全体としては高まっ

てきているが、地方においてはまだその認識が不十分である。 

さらに、政府と土地所有者との間で十分な協議が尽くされていないことも問題として指摘され

ている。例えば、パプアニューギニアにおいて、森林管理協定の締結には土地所有者の合意が

不可欠であるが、政府と住民の間で十分な協議が行われるのは希である。住民は、専門家から

の助言、特に法律家からの助言なしで政府と協議しなければならない状況が続いている。 

政府部内において、関連省庁間での調整が取れず、政策間での不一致が生じる場合もある。

また、持続可能な森林管理に向けた政治的な関与の欠如も大きな問題として認識されている。

政府に対する不適切な助言も問題の解決を阻害している。 

ii. 環境法および他の関連する法制度 

(i) 先住民の保護に関する取組みおよび環境法における住民参加の取組み 

フィリピンにおいて、独自の方法で伝統的な権利が保障されている。民法において、「当該事

項につき、適用可能な法が存在しない場合、法の欠缺により、慣習が適用される」と規定されて

いた。この規定は、民法改正の際に改正された（1950年発効）。しかし、現在でも多くの判事が、

慣習を、法を補足するものと認識し、適用すべき法が存在しない場合には、慣習に基づき判断

が下されている。さらに、フィリピンでは、1992 年以来、地元住民の参加に関連する法律が制定

されてきている。「国家総合地域法」（National Integrated Area System Act）では、地元住民が、

保護区管理の過程に参加することが認められている。さらに、保護区内の先住民の居住区域お

よび彼らの慣習的な権利について認められている。1997 年には、「先住民権利保護法」が議会
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で承認された。これは、特に先住民の権利保護を狙った立法措置である。この法律では、先住

民だけではなく、関連する地元住民にも個々の問題について参加の機会が開かれている。具体

的には、保護区管理や、先住民の権利擁護などの事柄に対してである。 

環境法制度が、森林法に変わって参加の機会を提供する場合もある。例えば、経済危機に直

面するまでは、インドネシアにおける林業に関連する法制度において、地元住民並びに共同体

の意向はほとんど考慮されなかった。（経済危機後、森林法などが改正され、それらの新法では、

住民参加に関する条文も含まれている。）しかし、環境保護に関連する法制度において意思決

定過程への参加が認められていた。特に環境影響評価制度は、地域の共同体および住民に参

加の機会を提供していた。環境影響評価制度については多くの問題が指摘されているが、地元

住民に参加の機会を提供するとともに、地元住民および共同体の利益を守るための機会を提供

してきた。そのため、環境影響評価制度は、住民参加を保障するための重要な手法の一つとな

っている。 

(ii) 環境影響評価制度における住民参加 

環境保全に関するプロセスへの住民参加を確保するめの重要な制度の一つに環境影響評

価がある。環境影響評価制度の中では、策定が予定されている計画や、実施が予定されている

事業が環境に与える影響を科学的に調査するとともに、地元住民からの意見聴取を行い計画や

事業が環境に与える影響を評価することが益々、重要になってきている。そこで、ここでは東南

アジア5カ国（インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、タイ）における環境影響評価制度に

分析を加え、アジア太平洋諸国における環境影響評価制度の問題点を検討する。 

(iii) 国際社会の影響 

制度上は、すでに 1970 年代から環境影響評価に関する規定を置いていた国（フィリピン、タ

イ）もあるが、大半は、1990年代から､その本格的な運用を開始している｡1970年代に開催された

ストックホルム会議の影響により、これらの国々でも環境法が整備され、その中に環境影響評価

制度に関する規定も置かれていた。しかし、多くの場合、立法措置のみで、立法後の具体的な

運用にはそれほどの力は注がれず、実質的に立法前と同じ状況が続いていた。その後、1992

年に開催されたリオサミットにより途上国政府にも環境保護に関する責任が問われることになり、

これら既存の法制度の本格的な運用が開始された（特にマレーシア、フィリピン、タイの３カ国）。

ベトナム、ラオスなどの市場経済移行国についても、リオサミット以降、政府の取組みが本格化し

ている。このようなことから、これらの国々には国際社会における取組みが大きな影響を与えてい

ることが分かる。また、東南アジア各国では、多国間開発援助機関や、二国間開発援助のもとで

大規模な開発プロジェクトが実施されており、これらのプロジェクトに関しては各機関の内部規定

に基づく環境影響評価が実施されている。同時に、これらの機関が、環境影響評価制度を含む

環境法制度の発展に大きな影響を与えていることも指摘できる。 
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(iv) 地域協力の進展 

「アセアン自然保護協定」は､1985 年に採択されたが、各国の環境政策に対する優先順位の

低さや、法的義務を負うことへの忌避意識から、現在に至るまで発効していない。しかし、国際社

会における環境問題への関心の高まりなどを受けて、次第にアセアン各国の姿勢が積極的なも

のに変化してきている。1994 年に採択された「アセアン環境戦略」の中では、「意思決定過程に

おける環境と開発を統合するための地域的な枠組の発展を支援すること」が、アセアン各国に求

めれられ、環境影響評価制度の発展と調和に向けて取組むよう求められている。具体的には、

「環境影響評価手続の調和に向けて、地域レベルの環境影響評価の主な経験を文書化するた

めの支援を継続する」ことや、「天然資源および環境勘定に関する研究と手法を利用する活動

に着手する」こと等が求められている。これらの取極めは法的拘束力を持つものではないが、ア

セアン各国の政策に一定の影響を与えていることが指摘されている。 

(v) 各国の現状 

具体的な制度の内容については、各国ともにそれぞれのの国情を反映して、多様な制度とな

っている。フィリピン、インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナムのように、制定法を根拠にして環

境影響評価を実施している国もある。制定法の根拠を持たないラオスでは海外投資の受入を決

定する際に環境影響評価の実施を求めている（1998 年時点）。このように何らかの形で、環境影

響評価が実施されており、これらの国々においても制度が定着しつつあるものと見てよいであろ

う。 

多くの国で、より広範な環境影響評価を実施しようとする意図が見られる。具体的には、ベトナ

ムにおける一定の例外規定を置いて、それ以外の事業や開発計画については、環境影響評価

の対象とするような方法や、タイやインドネシアのように対象とする事業範囲の拡大を図る国のよ

うな場合もある。また、実施主体は、事業者で、影響評価の結果が行政側の許認可の要件とな

っている国が多い。 

(vi) 住民参加の保障 

欧米各国においては、環境影響評価手続における住民参加の重要性が認識され、様々な支

援手法が確立されてきている。東南アジア各国においても、徐々に住民参加の重要性は認識さ

れ、制度上は保障されている国も多い。フィリピン、マレーシア、インドネシアでは、住民参加に

関連する規定が置かれ、ベトナムでは住民参加に関する規定はおかれていないが、一部の大

都市(ハノイ市、ホーチミン市)では住民参加の機会が提供されている。 

1992 年に実施されたマレーシアのペナンヒル開発計画の環境影響評価手続では、地元住民

の多くが参加して意見を寄せるとともに、評価書の審査委員会にＮＧＯが参加するなど住民の積

極的な参加が行われた。環境影響評価書の内容に不備があったこともあり、審査委員会は、評
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価書の不受理を決定した。その結果、この開発計画は実質的に中止させられることになった。 

このように住民参加に関する規定が、十分に活用された例もあるが、このようなケースは稀で、

多くの問題が指摘されているのが現状である。 

(vii) 環境影響評価手続に関連する判例 

マレーシアにおいて環境影響評価制度についての判例が記録されている。環境影響評価免

除規定を拡大する改正を実施したことに関連して生じた紛争である。1974 年に連邦法として制

定された環境質法で求めれられている環境影響評価の具体的な手続は、1987 年に制定された

ＥＩＡ命令に規定されている。ＥＩＡ命令に規定された対象事業を実施する事業者は、事業開始

前に詳細な環境影響評価を準備し、住民の参加を確保するよう求められている。マレーシア連

邦政府は、1995 年に、環境影響評価の手続に関して規定したＥＩＡ命令をサラワク州に関しては

適用しない旨、宣言した。この当時、サワラク州では 1993 年から、バクンダムの建設計画が本格

的に検討され始め、ＥＩＡ命令の規定に従い、環境影響評価手続が進められていた（この建設計

画は 1980 年代にも一度計画されていたが環境への影響が甚大であることなどを理由に、一時

建設が中止されていた）。 

これに対して、バクンダムの建設に反対する地元住民が、裁判所に、環境影響評価書の公開

と、環境影響評価への同意を保留することを主張した。第１審では、遡及的な大臣宣言は無効

であるとし、事業者に環境質法並びに関連の環境影響評価ガイドラインに従うよう求める判決と

なった。この判決は、しかし、上訴審で逆転され、事業者に環境質法の遵守は求められないとさ

れた。 

(viii) 指摘されている問題点 

このように東南アジア各国の多様な状況を反映して、各国が独自に環境影響評価制度を発

展させている。また、上述のようにすでに多くの国で環境影響評価の実施に関する経験をつん

でおり、その中で様々な問題が指摘されている。 

中央政府と地方政府の管轄権の調整や、中央政府内部での管轄権の調整が大きな問題とな

っている。すでに上記の適用事例の中で触れたように、中央政府と地方政府の管轄権の問題が

生じており、同時にインドネシアなどでは、環境影響評価手続に関与する機関の間での調整が

重要な問題として指摘されている。 

環境影響評価を実施するためには、専門家が必要とされるが、必要とされる専門家の不足が

指摘されている。不足しているのは科学的な専門家だけではなく、住民参加を支援し、調整する

行政側の専門家の不足も重要な問題となっている。特に地方政府における人材不足は多くの

国で深刻な問題となっている。また人材だけではなく、技術や設備等についても不足しているこ

とが多く、これらのソフト・ハード両面の不足が重要な問題となっている。 
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環境影響評価を実施するのに費用が掛かりすぎることが大きな問題となっている場合もある。

詳細な環境影響評価を実施するために必要とされる費用負担が、事業の種類によっては莫大

なものになる場合もある。 

環境影響評価制度が存在していても、その存在について認知度が低い場合が多いことが指

摘されている。このため、制度上は、住民参加に関する規定があったとしても、十分に活用され

ているか疑問な場合がある。 

 

(c) 森林管理における紛争解決メカニズム 

上記のように、住民参加を保障するために様々な措置がある。これらの措置の実効性を確保

するためには、地元住民の権利が侵害された場合に、彼らの権利を保障するためのメカニズム

が必要となる。訴訟は、権利の保障の重要な措置の一つである。また近年、ADR（Alternative 

Dispute Settlement）が注目を集めている。どのような手法であれ、権利保障のための制度が必要

となっている。 

i. インドネシアにおける事例研究 

カリマンタン島およびスマトラ島で生じた４つの事例が分析された。これら４つの事例では共通

して、解決手続きの適切さについては疑問が残るが、政府は解決のための行政的な措置をとる

とともに、結論のフォローアップのための措置をとることも約束している。これらの事例で当事者と

なっているのは、許認可権者としての中央政府、現場の監督組織としての地方政府、植林を実

施する主体としてのコンセッション保有者、そして地元共同体である。 

これらの事例から、森林管理に関する紛争の原因として、幾つかの項目を挙げることができ

る。 

(i) 森林管理の現場においては多様な問題が、政府から交付されたコンセッションが行使され

た結果として生じている。 

(ii) コンセッションが交付される区域が、伝統的に地元共同体によって管理されている区域と

重複することが多い。コンセッションに基づく開発において、伐採と植林に伴う補償は行わ

れず結果として地元共同体の生活を脅かすことになっている。 

(iii) 不適切なコンセッションの割当てが、多くの紛争の原因となっている。 

(iv) 地元共同体からの異議申立てに対する政府の迅速さに欠ける対応が、紛争をより悪化さ

せるとともに、複雑にし解決を困難にしている。最悪の場合は、問題が放置される場合もあ

る。 

(v) 意思決定過程が不透明である。コンセッションの割当て並びに天然資源の配分に関する

意思決定過程において地元共同体が関与するのは非常に困難である。それゆえ地元共

同体の利益は、認識されず、ほとんどの場合、無視されてしまう。このように地元住民のお

かれている立場や影響力は、政治的にも経済的にも、企業やコンセッション保有者に比較
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して弱いものとなっている。法的に確実に保障されていなければならない地元共同体の権

利への無理解が、このような地元共同体の利益の無視につながっている。 

(vi) 紛争解決過程で生じる問題は、何ら利害関係を有しない当事者が関与するために生じる

場合もある。軍の関与などが、その例である。 

(vii) もう一つの紛争解決過程における重要な要素として、政府、コンセッション保有者そして地

元住民すべての当事者から中立で独立した調停者の存在が挙げられる。紛争解決に関

する技能と能力を備えた中立の第三者は、紛争解決過程において影響力を持ちうる。 

ii. インドネシアの法制度における紛争解決 

1993 年に、コンセッション保有者からの許可並びに森林省からの認可を得た場合については、

コンセッション許可地域における地元共同体による木材を含む林産物の採取を認める森林大臣

令が交付された（森林省令Ｎo．251）。これは大きな進展と言うことができるとともに、今後大きな

影響を与えるものと期待されるが、しかし森林保全に関連するパートナーシップ構築に向けた協

議の端緒がつけられたに過ぎず、また地元住民による持続可能な森林管理を促進するためのイ

ンセンティブとしては大きな効果はあまり期待できない。同時に、インドネシアの現行の法制度一

般について言えることであるが、現行の法制度は、森林の保護と地元共同体の経済的な自立を

ほとんと考慮していない。さらに、多くの場合、遠隔地の木材コンセッションの活動は、政府の規

制－正確なデータ収集、境界線の設定そして監視―の届かない場所にある。 

1999 年に、新たな森林生産物法が、法の執行制度を改革し、地域の住民の参加を確保する

ために制定された。新法第6章は、先住民が、林産物を日常生活の必要性を満たすために採取

する権利を有すると規定している。加えて先住民および地元共同体は林業近代化に必要とされ

る施策に優先的に参加することが認められている。また地元住民並びに先住民が森林の利用方

法について何らかの意見表明を行う機会が与えられる。上記に掲げた紛争原因を考慮すれば、

これらの新規の立法措置は紛争を回避するための一つの有効な対処方法であるとも言える。 

iii. 森林管理における地元共同体の権利に関連する国際条約 

森林管理に関連する国際条約については次項でも取り上げるが、ここでは特に先住民および

地元住民の参加の権利に関連する国際条約について概略を解説する。 

先住民と原住民に関連するＩＬＯ条約第 169 号は、先住民が伝統的に居住し利用してきた地

域に対する先住民の居住と所有権を認めることを締約国に求めている。さらに政府には当該地

域の境界線の確定のために必要な措置をとること、並びに居住と所有権に関する権利を保障す

ることが求められる。国内法制度において当該地域に対する権利を主張する利害関係者の請

求に関する十分な手続きを確保することも求められる。 

リオ宣言原則２２において、環境の管理および開発の共同体に対する重大な位置付けが確認

されているが、参加のための具体的な規則については示されていない。 
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生物多様性条約 8 条ｊ項は締約国に、先住民および地元共同体が有する生物多様性の持続

可能な管理に関連する知識、工夫、慣行を尊重し、保存、維持することを求めている。これは、

地元共同体において実践されている伝統的な管理方法を保護するための国際的な法的な枠組

みを提供するものと言えよう。しかし、この規定では“自国の国内法令に従い”とする規定がおか

れており、新規立法を必ずしも求めている訳ではない。 

アジェンダ２１第 32 章において、農民－農耕、漁業および森林からの採取活動によって生計

を営むすべての地元の人々と定義されている－の利益について述べられている。ここでは政府

に、農民たちのグループに効果的な土地保有権を認めるよう求めている。さらに、土地に対する

権利についての法制度の欠如が途上国における土壌劣化に対して措置を講じる障害となって

いると指摘している。 

砂漠化対処条約では、共同体を中心とした資源利用の利益および権利を認めるとともに、資

源の持続可能な利用への、それらのグループの参加が不可欠であることを認識している。10 条

で、「地元、国、地域レベルでの“政策の策定・実施に”実効性ある参加“が確保される」ことが求

められている。 

これらの条約は、地元住民の参加とその権利の保障の必要性を示すとともに、地元住民の参

加の重要性を国際社会が認識していることを示すものでもある。さらに、地元住民の権利を保障

するための新たな条約が国連ヨーロッパ経済委員会によって採択された。環境に関連する情報

へのアクセス、意思決定過程への公衆参加、権利救済手続きへのアクセスについての条約（オ

ールフス条約）と呼ばれ 1998 年に採択された。この条約では、条約で定める一定の活動に対す

る許認可権行使の過程への公衆参加、環境に関連する政策、計画、実施計画の策定過程への

公衆参加、政令あるいは立法過程への公衆参加が認められるとともに、それらの権利を保障す

るために司法的手続き、あるいは中立の第三者による紛争解決手続きへのアクセスを保障する

ことを締約国に求めている。 

iv. 紛争解決のために求められるメカニズム 

持続可能な森林管理に関する紛争解決メカニズムを検討する際には、下記の４つの要素を考

慮することが求められる。 

(i) 伝統的共同体の権利、土地の占有権、立ち入る権利、所有権、管理権、利用権を認め、

保障するべきである。問題が生じた際に、裁判所あるいは公的な協議の際に、権利を主

張するのに十分な根拠を与えるために立法措置をとるべきである。 

(ii) 地元共同体・住民は、森林に関する法的・行政的な規制措置の決定過程、政策・計画・

実施計画の策定過程への参加が保障されるべきである。この手続きは、それぞれの段階

において合理的な期間を設定すべきであり、公衆に対して周知するための十分な時間を

割き、早期の段階からの参加を認めるべきである。 
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(iii) 地元住民による情報へのアクセスを、特に早期の段階で保障すべきである。情報公開請

求に対して無視あるいは不十分な対応しかなされない場合は、一連の審査手続きによっ

て審査されるべきであり、情報公開請求者には、審査手続きへのアクセスを保障するべ

きである。紛争が生じた場合は、当事者の要請に応じて解決手続きを開始するべきであ

る。それらの手続きの透明性が確保されるべきである。 

(iv) 紛争解決手続きの中には、三つの要素が含まれるべきである。1 番目は、公衆が政府或

いは政府などによって執られる措置に対して異議を申し立てる異議申立て制度を設ける

べきである。2 番目は、真に独立した第三者によるオンブズマン制度、紛争解決制度が

必要である。3 番目は、紛争解決手続きにおいて、法廷或いは法廷外の非公式手続きを

利用するか選択可能でなければならない。 

 

(d) 国際的な法的・行政制度の検討 

i. 森林管理に関連する国際的な取決めの現状 

「森林条約」制定に向けた国際社会における合意はいまだ形成されていない。議論はいまだ

継続されており、制定されるか否かは、各国の意志によって決定されるであろう。 

法的拘束力を持つ取決めを制定するか否かについては、合意が出来てはいないとは言え、

「持続可能な森林管理」（以下、ＳＦＭとする）は、リオサミット以来、継続して行われてきた「森林

に関する政府間パネル」（ＩＰＦ），「森林に関する政府間フォーラム」（ＩＦＦ）などの議論や、その

他の国際的な取組みの中で、重要な概念として認識されるようになってきている。それゆえ、もし

条約が制定されるとすれば、ＳＦＭがその目的の一つとされるであろう。 

SFMに関連してすでに多くの条約が制定されている。具体的には、生物多様性条約、世界遺

産条約、ラムサール条約、気候変動枠組条約京都議定書、ワシントン条約、国際熱帯林木材協

定などである。また、法的拘束力はないが、「森林原則声明」、「ＩＰＦの行動提案」、「ＩＦＦの行動

提案」などがある。 

このように多数の条約がすでに制定されていることから、森林条約の作成に否定的な立場をと

る国々は、これらの既存の関連する条約の確実な実施を重視している。 

一方で、これらの条約は異なる目的で制定されているために、SFM 実施の観点から見ると、

様々なミスマッチが生じる可能性がある。例えば、植林の問題がある。植林は、SFM の中でも重

要な位置を占めるとともに、生物多様性条約や、京都議定書の中でも重要な位置を占める。しか

し、この二つの間では、植林を行う目的が異なるため相反する事態が生じることが指摘されてい

る。例えば、京都議定書では、二酸化炭素の吸収源を増大させるために、植林を行うことになっ

ているが、それのみを目的とした植林は、生物多様性を劣化させる恐れがある。このようなことか

ら、SFM の実施を目的とした条約を制定すべきとする意見もある。 

このような多数の異なる条約の調整を図る原則として、二つの原則が確立している。一つは

「後法は前法を破る」で、もう一つは「特別法は一般法を破る」である。前者は、ある国が複数の
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条約を批准し、それらの条約の間で矛盾が生じた場合、その国に関しては後に成立した法が、

以前から存在していた法に優先するという原則である。後者については、前者と同様の事態が

生じたときに、その国に関しては特別法が、一般法に優先するという原則である。これらの原則

から、既存の条約が対象としている問題であっても、予想される森林条約の対象となりうることが

確認された。 

ii. 森林管理に関連する国際条約に含まれる原則 

「森林条約」がどのような権利・義務を定めるかは、現在のところ不明である。しかし、既存の国

際条約の中には、幾つかの重要な要素が含まれており、それらは森林管理に関する法原則とも

言いうるものも含まれている。さらに言えば、それらは予想される「森林条約」にも含まれうる原則

である。このような原則は、上記の６つの条約、ワシントン条約、ラムサール条約、世界遺産条約、

生物多様性条約、国際熱帯林木材協定、砂漠化対処条約などから抽出されうる。京都議定書も、

森林政策に重大な影響を及ぼしうるが、現在に至るまで“吸収源”の議論について明確なルー

ルは設定されておらず、どのような取組みが締約国に求められるかは明らかではない。そのため、

京都議定書からは具体的に、持続可能な森林管理に向けてどのような取組みが求められるかは

明らかに出来なかった。 

上記の法的拘束力を有する文書だけではなく、条約の締約国会議またはその他の国際会議

によって採択された決議などにも重要な原則が含まれている。国際環境法の発展過程では、当

初は、法的拘束力を持たない取決めや、国際文書に含まれていた原則のうち幾つかが、法的拘

束力を有するようになってきている。そのため、法的拘束力を持たない取決めについても分析を

行う必要がある。特に、持続可能な森林管理のための法原則を検討する上で、湿地の持続可能

な管理について指針を示したラムサール条約の締約国会議において採択された“賢明な利用

ガイドライン”は示唆に富んだものとなっている。 

さて以上の検討の結果は、表２に示されている。これらの原則は、大きく二つの部分に分ける

ことができる。1 番目の部分は、持続可能な森林管理に関する一般的な原則を示したものである。

これらの原則は、持続可能な森林管理だけではなく、他の問題にも共通して求められる原則で

ある。二つ目の部分は、持続可能な森林管理のために必要とされる国際レベル、国レベルでの

具体的な政策・措置を示した原則である。これらの原則は、具体的な持続可能な森林管理を実

現するために必要とされる政策・措置を示しており、条約の中で締約国に求められる具体的な義

務の内容を示している。 

それぞれの条約の持つ特徴の違いから、それぞれの条約が締約国に求める義務の内容には

違いが見られる。ワシントン条約、世界遺産条約は、他の条約に比較して早い時期に制定され

た条約であるが、他の条約に比較して限定された目的、すなわち絶滅の恐れのある動植物の貿

易管理や、貴重な生態系の保護などを目的としている。しかし、リオサミット以降に採択された条
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約においては、より広範で複雑な問題を対象とするようになってきている。初期に制定された条

約は、森林管理に関連する行為規制を中心としているのに対して、リオサミット以降の条約は、

持続可能な森林管理に社会全体で取組みための政策を策定・実施していくためのプロセスを設

定することを中心としている。 

これらの原則から、政府には、その地域の生態系の特徴を考慮しながら土地利用規制を行う

ことが求められるとともに、森林に関連する文化的、社会的、経済的な要素を考慮しながら包括

的な政策を実施していくことが求められる。適正な決定を確保するために、森林管理に関連する

情報は不可欠であり、そのため目録作成、モニタリング、研究などが必要とされるとともに、それ

表２:森林保全に関連する現行の国際条約に含まれる原則 
 

・意思決定過程での環境への影響の考慮 
  （モニタリング、ＥＩＡ） 
・立法措置(新規立法、既存の法制度の改正) 
・森林管理に関連する組織、機関の調整（国家戦略の策定、担当

機関の指定） 
・生態系への悪影響を回避するための土地利用の規制（保護区設

定／土地利用区分／一定の行為の許可制） 
・生態系への悪影響を回避するための森林に関連する生物・製品

の貿易規制 （持続可能な方法で管理された森林に由来する製

品・生物のみの輸出入するための許可制度） 
・破壊された森林生態系の回復／修復 
・伝統的な管理制度の尊重 
・情報の共有／情報へのアクセスの保障 
・利益の公平な配分／資源へのアクセスの保障 
・社会的・経済的な誘導措置 
・研究 
・訓練 
・公衆参加 
・全ての当事者の参加 
 

国レベルで

求められる

原則 

・情報交換 
・協議 

国際レベルで求め

られる原則  

・人類の共通の関心事 
・将来世代の権利 
・管轄権下の天然資源への主権 
・予防  
・防止 
・持続可能性 
・国際協力 
・補助の原則 
・共通な、しかし異なる責任  

一般的な原則 
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らの情報へのアクセスを保障することが求められる。改めて強調するまでもないが意思決定に際

して、環境影響評価の実施が求められる。さらに、持続可能な森林管理を実現するためには、

全ての利害関係者の協力が必要であり、そのため政府部内においては、森林管理に関連する

省庁の調整が求められるとともに、公衆参加の保障も必要となってくる。さらに、全ての利害関係

者の能力開発も持続可能な森林管理に向けて必要とされている。そして、全ての利害関係者の

間で、森林から得られる利益を公平に配分することが求められる。 

iii. 国際条約における公衆参加に関する措置 

上記のように、全ての利害関係者の参加は重要な原則として、すでに多くの条約に含まれて

いる。国際社会において、法的・行政的な措置によって参加を保障する必要性について認識さ

れてきていると言えよう。アジェンダ２１・リオ宣言や、その他の国際的な取決めにおいて、公衆参

加は、環境を保全するための制度の実効性を確保するためにも必要な措置として認められてい

る。公衆参加の保障は健全な環境に対する基本的人権の一部であることは言うまでもない。森

林管理に関連する国際条約において公衆参加が重要な政策として認識されていることは、これ

まで述べて来たように各国の政策に大きな影響を与えてきている。 

国際条約の発展に伴い、参加の過程に関連して幾つかの要素に、特に注意が払われるよう

になってきている。 

最初に挙げられるのが、参加する当事者の構成である。公衆の中には、４つの分類が含まれ

ている。一般大衆、影響を受ける公衆、地元共同体或いは住民、そして先住民の４つである。特

に地元住民と先住民が、自然保護において重要な役割を担うと認識されている。幾つかの国際

条約では、彼らの参加を保障するためのガイドラインを策定しようとする努力が行われている。特

に、ラムサール条約においては、地元住民の参加を保障するための取組みについて多くの経験

を有している。 

地元住民および先住民が重要な役割を担う理由として幾つかの点が挙げられる。環境上の側

面に関連して、地域によって異なる生態系は、それぞれの地域に対応した管理方法を必要とす

ることが挙げられる。そのような多様な生態系に対応した管理制度を構築するためには、分権的

な管理制度が求められる。地元住民の協力は、持続可能な森林管理に関連する分権的管理制

度の実効性確保のために必要となる。次に、経済的な側面として、地元住民および先住民は、

森林から直接的に利益を享受しているとともに、保全するための費用も負担していることが挙げ

られる。それゆえ、彼らは、森林資源の効果的な利用について知識を有しているとともに、彼らの

参加は持続可能な管理による最大限の利益確保を容易にすることにもなろう。さらに、特に森林

資源に依存している地元住民および先住民にとっては、人権問題につながる可能性もある。森

林破壊や、森林の劣化によって地元住民や先住民の生活や文化が危機に瀕している例は多い。

これは、森林管理の社会的な側面であり、それゆえ地元住民や先住民の参加が尊重され、保障
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されなければならないのである。 

2 番目の要素として、参加のレベルがある。森林管理の過程には幾つかの段階があるが、そ

れに応じて、情報へのアクセス、意思決定過程への参加、実施過程への参加、そして権利の保

障などが求められる。前述のように、特にヨーロッパにおいて、地域条約として、情報へのアクセ

ス、意思決定過程への参加、そして権利の保障手続きへのアクセスを保障することで、参加を支

援しようとする条約が採択されている。また、意思決定過程への参加を保障する上で、環境影響

評価制度が大きな役割を担うことが認識されてきている。 

この他に、地元共同体および先住民共同体に対する説明責任、地元共同体および先住民共

同体の権利と責任の配分、公衆参加の費用と便益、公衆参加に関する安定的な資金供給など

の要素が挙げられている。 

iv. 自然保護に関連する政策の特徴 

表２で挙げられている幾つかの原則には共通の特徴がある。おそらくこれは「森林条約」にお

いても当てはまるものと思われる。ほとんどの条約は、締約国に、環境上の価値を、政策決定、

実施そして評価の過程で考慮するよう求めている。そのために、これらの義務は、環境上の価値

を考慮するための基本的方向性を提示するのにすぎず、各国の実状に対応した適当な措置の

選択は各国に任されている。 

これは、生態系の種類が多様で普遍的な基準を設定するのが不可能であるためである。その

ため、上記の条約の多くは、義務的な個別的措置を提示していない。さらに、生態系の多様さは、

森林管理の方法が持続可能な方法であるか否かについて評価する客観的な基準を構築するこ

とも困難にしている。 

それゆえ、これらの条約では、締約国に各国の状況に対応して事前に環境への不可逆な悪

影響を回避するための措置を執るように求めているが、その措置の適切さの判断は、各国の判

断に任されている。しかし、その判断の適正さについて、第三者による評価は困難である。また、

多くの問題が生じているとともに、各国政府の政策に多くの批判が存在している。そのため、これ

らの国際条約のより実効的な適用が課題とされている。 

v. 現行の国際条約の実施確保の必要性 

上記のように、森林管理の客観的評価は現時点では難しい。それゆえ各国には、条約の目的

を達成するための積極的な取組みが求められる。このため森林管理に関連する国際条約にお

いて実施確保措置が重要な位置を占めているのである。 

表３に示されているように、現行の国際条約では幾つかの実施確保措置が執られている。これ

らの措置は、上記に掲げた原則の実施を確保するためにも必要とされるものである。自然保護
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に関連する政策の特徴から、幾つかの措置が、重要な役割を担うものと思われる。 

まず挙げられるのは、恩恵供与手法、特に資金メカニズムの重要性である。ほとんどの途上国

では、資金援助なしに、条約の義務の履行は困難であり、資金援助を必要としている。これは、

他の様々な地球環境問題と同様である。次に挙げられるのが、“調整”の重要性である。多様な

 

(1)普及・啓発的手法 

条約の内容の普及をはかり、締約国や、関係国際機関の間での条約に関する認識を高め

る手法。具体的には、インターネットでの情報公開や、地域会合の開催などの措置があ

る。 

(2)行政的手法 

条約を円滑に運用するために、条約の具体的な内容や、望ましい施策を提示するととも

に、条約体制内部、締約国内部での体制整備を図る手法。具体的には、解釈を統一化す

るとともに、国内で実施するためのガイドラインの設定、国内での代表機関の設置、国

内での実施計画の策定、専門的な知識を要する事項については専門機関を条約の枠内に

設置するなどの措置がある。 

(3)調整的手法 

締約国の多様な状況に柔軟に対応するための措置。ここには、関連する条約の間での紛

争と重複さけるための措置も含まれる。具体的な措置として、気候変動枠組み条約や、

生物多様性条約において見られる、科学的知見の変化に対応するとともに、条文の一般

的な規定を補完するための議定書採択などがありうる。砂漠化対処条約においては、締

約国に、様々な締約国の状況に対応するための地域行動計画の採択を求める規定がおか

れている。これらの措置は、問題を解決するための措置の柔軟性を確保するためのもの

である。また、生物多様性条約とラムサール条約の間では、二つの条約間での調整を図

るための覚書きが交換されている。 

(4)監視的手法 

締約国における条約の実施状況を監視する手法。具体的には査察や、報告書の提出、締

約国あるいはＮＧＯなどによる違反通報措置、また違反が生じた場合の対応措置の設定

などの措置がある。 

(5)恩恵誘導的手法 

条約実施によって締約国に利益が与えられるシステムを整備する手法。具体的には、技

術支援、財政支援、基金の設置、規制の緩和措置などがある。 

(6)制裁的手法 

条約違反に対して制裁措置を与える手法。具体的には、優遇措置の廃止、資格停止、貿

易停止などの措置がある。 

(7)紛争解決手法 

条約に関わる紛争を解決する制度を整備する手法。具体的には、国際司法裁判所の利用、

常設国際仲裁裁判所、紛争解決手続きの設置などがあげられる。 

(8)留保 

幾つかの条約では、締約国に条文または付属書に対して留保を付すことを認めている。

例えば、ワシントン条約では、付属書に留保すること認めている。このような措置に対

しては、条約の実効性を損なうものとする批判がある一方で、これらの措置により各国

に条約の批准を促す効果を有することも否定出来ない。 

表３:実施確保措置一覧表 
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森林生態系と、様々な文化、社会、経済条件に対応するためには、柔軟にそれぞれの地域の特

性に対応して条約の実施方法を調整していくことが求められる。同時に、関連する条約間での

調整も、人的資源および資金の重複を避けるとともに、条約間での矛盾を回避するために必要

である。最後に、行政的手法の重要性が挙げられる。多様な森林生態系とそれを取り巻く社会

環境に対応した取組みを実施するためには、それに対応した森林管理ガイドラインが必要となる。

ガイドラインの構築過程では、各国の経験が大きな参考になると思われる。特に、条約の実施に

関連した判例などは、各国における適用の基準などを示すものであり、ガイドラインの構築の際

に重要な情報を提供するものと思われる。このようなことから、森林管理に関する紛争解決メカニ

ズムが重要な役割を担うものと思われる。 

 

(e) 現行の国際条約の積極的な実施のための勧告 

上記のように持続可能な森林管理のための新たな国際条約制定についての国際的な合意は

形成されておらず、またすでに多くの関連する多くの条約が採択されている。そのため、現行の

国際レベルでの持続可能な森林管理への取組みを検討する際には、下記の三つの点を考慮

する必要がある。 

i. 現行の条約のより積極的な実施を確保するメカニズムが必要である。 

ii. 現行の実施確保措置の中でも、現行の条約の間での調整と、紛争解決メカニズムが重要

な役割を担うものと思われる。 

iii. 新たな実施確保のメカニズムを構築する上では、他の問題に取組んでいる国際条約と比

較して、特に自然保全に関連する条約に見られる特徴を考慮することが求められる。 

 

(f) 地元住民の参加の保障のための勧告 

公衆参加は、天然資源の持続可能な利用と管理のために不可欠なものである。また、公衆参

加が法的原則と認められていることは、これまでの国際条約の中での取組みから見ても明らかで

ある。これまでの分析から、公衆参加に関する幾つかの重要な点が明らかになった。 

i. 地元住民並びに先住民の参加を尊重し、保障するべきである。 

ii. 多様な状況に対応するため森林管理制度を分権化するべきである。そのため森林管理制

度は、政府あるいは組織においてより下位の効果的なレベルにおいて決定と実施が行わ

れることを求めている補助性の原則（subsidiary principle）に基づき運営されるべきである。

この原則のもとで中央政府あるいは国際条約、国際機関は、地元住民と先住民を支援し、

補助する役割をになうべきである。 

iii. 各国の経験から、地元住民の参加のために必要とされる幾つかの取組みが明らかになっ

た。 

 

(i) 経済的な利益の保障 



 - 74 -

(ii) 地元住民にコンセッション企業との協議の際に専門家からの助言を求める権利を認める

べきである。 

(iii) パブリックアウェアネスの向上のために、森林管理と持続可能な森林管理に関連する情報

を市民に公開するべきである。 

(iv) 地元住民および先住民の参加を確保するために、中央政府は地方政府を支援するべき

である。 

(v) 関連する機関の間での調整を図るべきである。 

(vi) 能力開発は、持続可能な森林管理の実現のために不可欠である。 

(vii) 地元住民および政府職員の啓蒙は、持続可能な森林管理の実現のために必要である。 

(viii) 地元住民の権利が侵害された場合の権利の救済手続きへのアクセスを保障するべきであ

る。 

 

(g) 紛争解決メカニズムに関する勧告 

紛争解決に関連して、下記に掲げる要素が、森林管理に関連する紛争解決メカニズムの構

築の際に検討することが求められる。 

i. 地元共同体並びに地元住民の権利－森林の占有権、森林に立ち入る権利、所有権、管

理および利用権を含む－が認められ、保障され、権利に関連して問題が生じた際には、

法廷或いは公の場における主張の根拠となりうる条文上の規定として規定されるべきであ

る。 

ii. 地元共同体および住民は行政的管理措置および法的管理措置についての策定過程、並

びに、森林管理に関連する政策、計画、実施計画への参加が保障されるべきである。この

手続きには合理的な期間をおいた幾つかの段階を含み、公衆に情報を提供する十分な

期間を置き、初期の段階から参加を保障しなければならない。 

iii. 地元住民に情報へのアクセスを、特に早い段階から認めるべきである。請求に対して無視、

或いは不十分な取扱いしかなされない場合は、審査手続きの利用が保障されるべきであ

る。 

iv. 紛争が生じた場合、当事者の求めに応じて紛争解決手続きを設定するべきである。これら

の手続きの透明性が確保される必要がある。 

v. 紛争解決手続きにおいて、三つの要素が重要な要素となる。1番目は、何らかの措置或い

は政府への異議申立てを可能にする異議申立て制度が必要である。2 番目は、中立的

な第三者による信頼性の高い紛争解決メカニズムあるいはオンブズマン制度が必要で

ある。3 番目は、法廷或いは法廷外の手続きによる非公式な解決方法の選択可能にす

ることが必要である。 

（磯崎博司、小松 潔） 
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3. 結論 

3.1 結論 

a. 持続可能な森林管理と積極的な地元住民の参加のための措置 

これまでの説明のように、多くの調査結果、勧告が得られた。ここから明らかになったのは、国

際社会において共通の目的である持続可能な社会の実現において持続可能な森林管理は重

要な役割を担っていることである。しかし、現在の森林管理の状況は、多くの障害のために持続

可能な森林管理は程遠いものとなっている。障害の中の一つに、森林管理に関連する法・行政

制度と森林管理と土地利用の現状との間に乖離が見られることである。この溝を埋めるために、

現状に適応した法・行政制度が求められる。 

実際の森林管理の方法と土地利用の実状は、場所によって異なる。各地の生態系および社

会・文化の多様性がこのような違いを生じさせる原因となっている。それゆえ、望ましい法・行政

制度には、柔軟性と分権化が求められることになるであろう。 

さらに、望ましい法・行政制度においては、地元住民の参加も求められる。これは、現行の法

制度を実際の各地の森林管理と土地利用の現状に対応したものにするため、また制度の実効

性を確保するためである。 

上記の認識に基づき持続可能な森林管理を実現するために幾つかの措置－法的・行政的措

置を含む－が、必要とされる。以下では、これまで明らかになった勧告を、法・行政制度の中で

確実に実施するための様々な措置を示す。それらの措置は、すでに幾つかの国際条約および

国内法令の中で示されているものもあり、そのような措置については、参照が可能なように、それ

ぞれの措置に参照条文を付した。同様に、それぞれの措置は、これまで明らかになった勧告と

対応しており、それらの勧告についても参照が可能なように、それぞれの措置に勧告番号を付し

た。（各サブチームの略称は次の通り。森林減少の背景的原因サブチームをＳＴ、持続的な森林

管理にむけた木材貿易政策サブチーをＴＴ、参加型森林管理サブチームをＰＭ、持続可能な森

林管理のための法的行政的支援手法サブチームをＬＡとする。） 

森林法並びに森林計画：森林に関連する法制度は、森林の持続可能な利用と管理を実現する

ための調整され、整合性が保たれるべきであり、それらの法制度のより良い実施のために、森林

計画あるいは実施計画が、策定され、実施されるべきである。この点について必要とされる措置

は下記の通りである。 

(a)適切な場合、持続可能な森林管理に関する新規立法を制定し、現行の法制度を改正する

べきである。（世界遺産条約第 5 条、ラムサール条約“賢明な利用”ガイドライン、ＰＭ勧

告インドネシア 1―4､フィリピン 1―1、ラオス 1―2、ＳＴ勧告 iii.(i) 
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i. 持続可能な森林管理に関連する異なる法制度間において整合性を保つべきであり、総合

的な取組みがなされるべきである。(ST 勧告 iv.(i)､LA 勧告(g)ii) 

ii. 森林或いは土地に対する管理または規制は、現行の利用方法に基づくべきである。適切

な場合、伝統的な森林管理制度あるいは占有権を法的に保障すべきである。（生物多様

性条約第 8 条ｊ項、ＰＭ勧告インドネシア 2―1､ＳＴ勧告 iv.(ii)､ＬＡ勧告(g)i） 

iii. 保護区設定と管理は、法に基づいて行われるべきである。（ＳＴ勧告 iii.(viii)､iv.(iv)） 

(b)森林計画は、持続可能な森林管理に関連する法制度の効果的な実施のために策定される

べきである。（生物多様性条約第６条、ラムサール条約第 3 条 1 項、世界遺産条約第 5 条ａ

項、砂漠化対処条約第 4 条 2 項、ＰＭ勧告インドネシア 1―1､フィリピン 1―3、ラオス 1
―1、ヴェトナム 1―1） 

i. 持続可能な森林管理に関連する機関並びに省庁間で、効果的な調整を積極的に

促進するべきである。（ＳＴ勧告 iv.(i)､ＬＡ勧告(f)iii.(v)） 

(i) 中央政府内部に持続可能な森林管理に向けた省庁横断型フォーラムを

設立するべきである。（ＳＴ勧告 iv.(i)､ＬＡ勧告(f)iii.(v)） 
(ii) そのような調整メカニズムは、中央政府と地方政府の間においても設

けられるべきであり、中央政府は地方政府の活動を支援するべきであ

る。（ＳＴ勧告 iv.(i)、ＬＡ勧告(f)iii.(v)） 

ii. 持続可能な森林管理に関して、“緑のセイフティーネット”と呼ばれるような、ナショ

ナルミニマムが策定されるべきである。（生物多様性条約 6 条､ラムサール条約 3 条､

世界遺産条約 5 条ａ項、砂漠化対処条約 4 条 2 項､ＰＭ勧告インドネシア 1―1､フ

ィリピン 1―3､ラオス 1―1､ベトナム 1―1） 

iii. 持続可能な森林管理に関する基準と指標が開発されるべきである。（ＰＭ勧告ベト

ナム 3―2） 

iv. 林地区分の基準は明確化され、公表されるべきである。（ＰＭ勧告インドネシア 1―

3､ラオス 1―3､1―4､1―5､1―6､3―1､ベトナム 3―1） 

v. 林地区分の過程では、適切な場合は、現行の森林の社会的・経済的状況と土地

利用の状況に基づいて区分が行われるべできある。（ＰＭ勧告インドネシア 1―3､2
―1､ラオス 1―3､1―4､1―6､3―1､ベトナム 1―3､ＳＴ勧告 iv.(iv)） 

vi. 現行の法制度に従い、地元住民による伝統的な森林管理制度並びに土地利用の

方法および伝統的な権利は保護されるべきである。（ＳＴ勧告 i.(ii)） 

vii. 森林計画は、柔軟に実施されなければならない。 

(i) 計画の実施については漸進的な手法を採用するべきである。（ＰＭ勧

告ラオス 1―7） 
(ii) 森林計画は定期的に見直されるべきである。（ＳＴ勧告 i.(ii)） 

viii. 森林計画に対して十分な人的資源および資金を準備し、提供するべきである。（世

界遺産条約 5 条、ＰＭ勧告フィリピン 1―2､ベトナム 3―5） 

(c) 複数の国にまたがる森林の管理を近隣諸国と協力して実施するために、事前に近隣諸国

との協議を行うべきである。（ラムサール条約 5 条､世界遺産条約 5 条 3 項､生物多様性条約

3 条､14 条(c)､(d)､ST 勧告 iii.(ix)) 

支援措置：森林管理に関連する法制度並びに行政計画は、啓蒙普及活動の促進、事前評価手
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続きの改善、情報公開などの関連する支援手法なしで、効果的に実施することが出来ない。 

(a)持続可能な森林管理の重要性と必要性についての啓蒙普及を促進するための教育計画が

策定され、実施されなければならない。（ＬＡ勧告(f)iii.(vii)） 

(b)国際援助、政府による計画および、プロジェクト並びに民間企業によるプロジェクトに

ついては、森林管理に関する計画および活動によって生じる環境への否定的な影響を回避

するために、環境影響評価が実施されるべきである。また、森林管理に関するモニタリン

グ制度を国際機関、政府並びにＮＧＯなどが実施するべきである。（ＳＴ勧告 i.(iii),(iv)､
v.(ii)） 

i. 環境影響評価並びにモニタリング制度において、文化的、社会的側面についても

評価され、モニタリングされるべきである。（ＳＴ勧告 i.(iii)） 

ii. 森林管理に関連する活動は、長期的な視野のもとで評価され、モニタリングされる

べきである。（ＳＴ勧告 v.(viii)） 

iii. 全ての利害関係者の参加は、環境影響評価およびモニタリングの過程において保

障されるべきである。（ＳＴ勧告 i.(iii)） 

(c)地元住民の実効的な参加を確保するために、関連する基本的な情報を広く公開するべき

である。（ＳＴ勧告(5)4）） 

i. 森林管理に関連する情報は公開されるべきである。さらに、情報にアクセスする権

利を法により保障するべきである。（ST 勧告 iii.(ii)､LA 勧告(f)iii.(iii)） 

ii. 森林管理に関連する成功と失敗についての経験を共有するために、森林管理に

関連する成功例（グッドプラクティス）および失敗例（バッドプラクティス）を含む情報

を全ての利害関係者の間で情報交換されるべきである。（ＳＴ勧告 v.(v)） 

(d)林産物に関連する貿易は、森林の持続可能性の確保と天然林劣化の緩和のために規制さ

れるべきである。再利用、削減並びに再生の原則を基本として、持続可能な農業並びに林

業からの生産物の持続可能な輸出を促進するべきである。(TT 勧告､ST 勧告 ii.(i)) 

i. 森林の価値の評価方法を、“森林資源勘定”の構築を行いながら探っていくべきで

ある。（ＴＴ勧告、ＳＴ勧告 i.(i)） 

ii. 持続可能な森林管理を支援するための認証制度を、信頼性を維持するために設

立するべきである。認証制度をモニタリングする制度並びに偽造への罰則などを

含む法・行政制度を構築するべきである。（ＴＴ勧告、ＳＴ勧告 ii.(ii)） 

(i) 認証機関を比較可能にする評価基準並びに指標を開発するべきである。

（ＴＴ勧告） 
(ii) 森林認証に関する国家基準並びに指標を策定するべきである。（ＴＴ

勧告） 
(iii) アジア太平洋地域の実状に対応したアジア型森林認証機関を地元住民

およびＮＧＯの主導のもとで設立するべきである。（ＴＴ勧告） 

地元住民の参加：森林管理に関連する法制度並びに行政計画の実効的な実施のために、主体

的で、自由で意味ある地元住民の参加が不可欠である。 
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(a) 持続可能な森林管理の過程への地元住民の参加は法により保障されなければならない。

（生物多様性条約 8 条 j 項､砂漠化対処条約 5 条 d 項､10 条 f 項、ラムサール条約“賢明な

利用”ガイドライン、ＰＭ勧告インドネシア 1―4､ST 勧告 iii.(ii)） 

(b) 国際援助の策定および実施過程、木材伐採コンセッションの交付、保護区管理プロセス、

意思決定プロセスへの地元住民の実効的な参加を確保するための適切な行政措置がとられ

なければならない。（世界遺産条約ガイドライン、ＳＴ勧告 v.(ii)､iii.(iii)､iv.(ii)､ＰＭ勧告イ

ンドネシア 1―2､1―7､ ラオス 3―5､LA 勧告(g)ii） 

i. 地元住民の参加に関連する行政計画を策定するとともに、関連する計画と調整を

行うとともに、定期的に見直されるべきである。（ＰＭ勧告インドネシア 1―5） 

ii. 途上国における地元住民の参加を確保するための法・行政制度の策定並びに実

施に対して支援が与えられるべきである。（ＳＴ勧告 v.(i)､(iii)､(iv)） 

iii. 中央政府は、地方政府に必要な措置を執るように指示、指導および奨励しなけれ

ばならない。（ＰＭ勧告インドネシア 1―6､ST 勧告 iii.(v)） 

iv. 森林計画の策定過程において地元住民に意見表明の機会が与えられるべきであ

る。地元住民の見解は、計画の中で優先的に考慮されなければならない。（ＰＭ勧

告インドネシア 1-2） 

v. 専門家からの十分な助言を提供するための制度が設立されるべきである。さらに、

行政上の手続きを利用する際の費用について支援措置が地元住民に利用可能な

形でとらされるべきである。(LA 勧告(f)iii.(ii)､(g)ii) 

(c) 森林管理に関連する法並びに行政制度の実施を改善するために訓練プログラムが、設け

られるべきである。（砂漠化対処条約 19 条､LA 勧告(f)iii.(vi)､ＰＭ勧告ラオス 3―2、ベトナ

ム 1―4､3―3､ST 勧告 iii.(iv)） 

i. 政府職員、ＮＧＯのメンバー、ジャーナリストおよび地元住民への訓練プログラムを

設けるべきである。（ＰＭ勧告フィリピン 1―4､ST 勧告 iii.(iv)） 

ii. 森林の価値および地元住民の参加の必要性についての認識が訓練プログラムの

基本的な項目の一つとされるべきである。（ＰＭ勧告フィリピン1-4、ＳＴ勧告 iii.(iv)） 

(d)地元住民の利益は保障されるべきである｡(生物多様性条約 8 条ｊ項、ＰＭ勧告インドネ

シア 1―8､LA 勧告(f)iii.(i)) 

i. 地元住民による集団的森林管理を奨励し､支援するべきである｡(生物多様性条約

10 条ｃ項、ｄ項、ＰＭ勧告インドネシア 3―2､ラオス 2―2) 

(i) 集団的森林管理は、法によって保障されるべきである。 村落共同体、

協同組合、森林利用者グループ等を管理主体として法的に認めるべきで

ある。（ＰＭ勧告フィリピン 2―2､ST 勧告 iii.(iii)） 
(ii) 地元住民による集団的森林管理は、企業による大規模な森林管理よりも、

政府が行う森林管理に関連する許認可の交付過程において優先的な取扱

いを受けるべきである。（ＰＭ勧告インドネシア 3―1､フィリピン 2―6､
ベトナム 2―1） 

(iii) 適切な場合、集団的森林管理の主体は、関連する政府機関から必要な規

制の実施に関する権限を与えられるべきである。集団的森林管理の主体

には技術的支援が提供されるべきである。（ＰＭ勧告インドネシア 2―2､
ベトナム 2―2､ラオス 2―3） 
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(iv) 集団的森林管理に関連する省庁、機関の間において森林計画策定過程に

おいて調整が図られるべきである。中央政府内部だけではなく、地方政

府間並びに、中央政府と地方政府との間ので調整のための措置が執られ

なければならない。（ＳＴ勧告 iii.(viii)） 

ii. 個人の森林管理への支援 

(i) 植林活動へ参加した地元住民に対して利益への権利、管理権或いは所有

権が法的に認められるべきである。（ＰＭ勧告インドネシア 4―1､4―5､4
―6､フィリピン 3―1､ST 勧告 iii.(iii)） 

(ii) 植林活動への支援およびそれから得られる利益の配分に関する計画が策

定されるべきである。（ＰＭ勧告インドネシア 4―4､ラオス 3―3､3―4） 

(e) 地元住民の権利を保障するために、非公式なメカニズムを含む紛争解決メカニズムを設

立或いは改善するべきである。（ＰＭ勧告インドネシア 1―9） 

i. 中立的な第三者による信頼性の高い紛争解決メカニズムあるいはオンブズマン制

度が設立されるべきである。（ＬＡ勧告(f)iii.(vii)､(g)iv､(c)v） 

ii. 市民からの政府への異議申立てを保障するための異議申立て手続きが設立され

るべきである。（ＬＡ勧告(f)iii.(viii)､vii.(iv)､vii.(v)） 

iii. 紛争解決の方法―法廷或いは法廷外の手続き－について当事者による選択を可

能にするべきである。解決のために適切なメカニズムを決定する際には、伝統的な

紛争解決メカニズムの利用も考慮されるべきである。(LA 勧告 (f)iii.(viii) ､

(g)iii.(viii)､(g)iv､(g)v) 

iv. 上記のメカニズムの利用を促すために、上記メカニズムに関連する情報が全ての

当事者に提供されなければならない。さらに、必要な専門家からの助言が、適切な

場合は資金な支援を受けながら、提供されなけばならない。（LA 勧告(g)iii） 

特別な問題：アジア太平洋地域における森林破壊原因について幾つかの要因が明らかになり、

それらを克服するために特別な措置が求められる。それらの措置は、下記の通りである。 

(a)不法伐採の撲滅と防止(ST 勧告 iii.(vi)) 

i. 不法伐採防止法を制定或いは改正するべきである｡さらに､この法律の効果的な執

行のための行政計画を策定するべきである｡この行政計画は､下記の措置を含むこ

とが求められる｡(ST 勧告 iii.(vi)) 

(i) 不法伐採に由来する木材を加工場において利用されるのを防止する

ために、抜き打ち検査を含む加工場への検査制度が設けられ、運営

されることが求められる。（ＳＴ勧告 iv.(v)） 
(ii) 不法伐採に由来する木材の輸入は輸入国によって拒否されるべきで

ある。（ＳＴ勧告 ii.(iii)） 

ii. ＮＧＯおよび地元住民を含む木材流通をモニタリングするネットワークおよびメカニ

ズムを不法伐採の状況を把握するために設立するべきである。（ＳＴ勧告 ii.(iii)､Ｐ
Ｍ勧告インドネシア 4―3） 

iii. 政府職員、ＮＧＯのメンバー並びに地元住民に対する訓練プログラムを関連する

人員の能力向上のために設けられるべきである。(ST 勧告 ii(iii)) 
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(b) 森林火災管理 

i. 必要な場合、森林火災の原因となっている活動を禁止する立法措置或いは法の

改正をおこなうべきである。少なくともそれらの活動を規制する計画が政府によって

策定され、実施されなければならない。（ＳＴ勧告 iv.(vi)） 

ii. 森林火災の規制に関する法および行政計画の実効性を確保するために、法およ

び行政計画を実際に実施している政府の担当部局或いは地方政府に対して適当

な技術および機材が提供されなければならない。（ＳＴ勧告 iv.(vii)、(ix)） 

iii. 森林からの土地利用転換を行う際の伐採方法について代替的な技術を地元住民

に提供するべきである。（ＳＴ勧告 iv.(ix)） 

iv. 森林火災の規制に関連するプロジェクト或いは活動に対する支援は国際援助およ

び国家予算および地方政府の予算において優先的な取扱いを受けるべきである。

（ＳＴ勧告 iv.(viii)、v.(vii)） 

(c) 木材コンセッションの改善（コンセッションの規制） 

i. 木材コンセッションに関する決定および審議に関連する情報は公開されなければ

ならない。(ST 勧告 iv.(iii)) 

ii. コンセッション交付に関連する審議過程および決定過程への地元住民の参加が

保障されるべきである。（ST 勧告 iv.(iii)） 

iii. 文化的、社会的、生態学的に重要な区域については木材コンセッションを交付す

る対象から除外するべきである。（ＳＴ勧告 iv.(iv)） 

 

3.2 今後の課題 

IGES 森林保全プロジェクト（以下、FC プロジェクト）は、第一期においてアジア太平洋地域の

経験に基づいて、持続可能な森林管理のための基本原則（基本要素）を明確にすることを目的

とした。そのため、FCの研究は相互に関連する4つのサブチームに組織化された。それらは、他

のサブチームに基礎的な情報を提供するための「構造分析」サブチーム、地方レベル・国家レ

ベルでの提言をめざす「参加型森林管理」サブチーム、国家レベル・国際レベルでの提言をめ

ざす「木材貿易」サブチーム、FC の最終的な成果物である基本原則（基本要素）を提案する「法

的・行政的制度」サブチームである。研究対象とした主な国は、インドネシア、タイ、フィリピン、ラ

オス、ベトナム、中国、ロシアである。 

第 1 期の主な成果は次の通りである。「構造分析」サブチームは、不十分な住民参加と権利保

証、および貿易などを通じた市場の影響が、産業的視点に偏った森林開発パラダイムや政治的

経済的混乱と並んで重要なことを再確認した。「参加型森林管理」サブチームは、東南アジア地

域の参加型森林管理制度を比較分析して特徴を明確化し、様々なアクターと活動内容を基準と

して類型化を行った。さらに、住民参加を阻害する外的制約要因と内的制約要因の分析をもと
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にして政策提言を行った。「木材貿易」サブチームは、アジア地域の輸出国と輸入国の時系列

的経済分析を行うとともに、空間均衡分析に関するデータ収集を実施した。「法的・行政的制度」

サブチームは、森林保全に関連する国際法制度、国際的な政策対話プロセス、参加型森林管

理に関連する国内法制度などに焦点を当てた研究を進め、森林保全のための法原則等につい

て他のサブチームと協力して明らかにした。 

また、FC プロジェクトはアジア太平洋地域の研究者、NGO、地元住民、行政官と貴重なネット

ワークを構築することに成功している。しかし、このネットワークは IGESスタッフとの個人的な関

係に基づくものであった。第 2 期では、このネットワークを活用して IGES との組織間の関係へと

展開することが期待される。 

なお、主要な研究成果が持続可能な森林管理のための基本原則（基本要素）であることの論

理的結果として、第 1 期における主要なターゲットグループは行政官庁であった。それを考慮し、

ジャカルタとビエンチャンで開催した地域ワークショップに研究者や NGO とともに各国の行政官

を招待し、FC プロジェクトが作成した戦略案を議論した。しかし、対象国の国家森林政策に対し

て何らかの影響を与えるためには、研究成果をワークショップで議論するという手法だけでは不

十分であった。 

FC プロジェクトの目標は、望ましい森林保全と持続可能な森林管理のための戦略を作成する

ことである。このような目標を達成するためには多くのアプローチが考慮されるべきであろうが、

FC プロジェクトは第2 期の目的として下記の目的を掲げる。主要な目的の一つは、地方レベル、

国レベルでの森林管理への住民参加を促すためのガイドライン、すなわち「IGES 地方ガイドライ

ン」並びに「IGES国家ガイドライン」を作成することである。「地方ガイドライン」は、地方レベルで

活用されること、他のプロジェクトの成果とともに国家ガイドラインの重要な部分を形成すること、

そして国際的な議論の場で公表されることが期待される。このような試みは、視点を地方レベル

から国家レベル、そして国際レベルへとシフトさせるので、ここでは「地方アプローチ」と呼ぶ。 

第二の目的は、森林管理への住民参加に関連する国際条約の国内への効果的な適用を確

保するための提案をおこなうこと、すなわち「IGES 政策勧告」を作成することである。この試みは、

視点を国際レベルから国家レベル、そして地方レベルへとシフトさせるので、ここでは「国際アプ

ローチ」と呼ぶ。 

IGES 森林保全プロジェクトの次期の活動では、特に「IGES 国家ガイドライン」の検討過程に

おいて、二つのアプローチ、「地方アプローチ」と「国際アプローチ」を交差させ、融合し、統合す

ることが重要な課題である。 

(磯崎博司、小松 潔) 
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4. 業績と評価 

4.1 主要研究成果の評価 

a. プロジェクト研究の独創性 

森林保全プロジェクトの独創性は、森林問題の複雑さに対応して包括的な研究を実施したこ

とにある。包括的な研究を実施するために、森林保全プロジェクトでは、４つのサブチーム、1）森

林破壊の構造分析（ＳＴ）、2）木材貿易政策（ＴＴ）、3）参加型森林管理（ＰＭ）、そして、４）森林

保全に関する法的・行政的手法（ＬＡ）のサブチームを設定した。 

構造分析に関するサブチームの特徴は、地元、国、地域、および世界レベルでの森林破壊の

主要な原因を明らかにするために、多様な学際的な研究を、熱帯林地域、温帯林地域、寒帯林

地域の 9カ国6で実施したことにある。国際的な森林政策の策定、並びに国際社会における政策

対話の継続を意図した IFF/NGO UC プロセスへの積極的な貢献は、このサブチームの特徴的

な点として留意されるべきであろう。これらの独自のアプローチは、持続可能な森林管理に必要

となる措置を見出すために検討すべき事項に関する基本的視点を与えた。 

木材貿易政策サブチームの独創性は、資源勘定、森林/木材認証、経済分析および空間均

衡分析の統合にある。このサブチームは、利用可能なデータが限られていたため木材貿易と森

林資源の現状を有効に結び付けることが出来なかったとはいえ、自由貿易が、環境問題の解決

策ではないことを明らかにした。 

参加型森林管理サブチームについては、東南アジア諸国における参加型森林管理を検討す

るための国家森林政策の分析とフィールド研究の実施が、特に強調されるべきである。特にこの

サブチームは、地元社会に内在している内在的制約について経済的、社会的、文化的な観点

から明らかにするとともに、地元住民の参加を阻害している外在的な要因について明らかにした。

この手法と分析枠組みは、政策提言を策定する上で有効に機能した。 

法的・行政的手法サブチームは、持続可能な森林管理のための望ましい法制度を明確にす

るために、国際条約において求められる取組みと、地元での実際の問題を分析した点が大きな

特徴である。具体的には、持続可能な森林管理に関連する環境条約の分析から、条約の実施

確保に関する措置並びに当初計画において第 2 期に提言する予定であった「森林条約」および

その下で必要となる基準やガイドラインに含まれるべき法的原則を明らかにした。ただし、最終

年度において、第 2 期の計画においては国際的な場での提言には重点を置かいこととされたた

め、これらの成果を国内レベルでの研究に振り向けるための準備研究が行われた。さらに、森林

に関連する各国国内法の動向並びに森林に関連する紛争解決に関する事例などを分析した。 

                                                   

6 インドネシア、フィリピン、メコン河流域（タイ、ラオス、ベトナム並びにカンボジア）、ロシア、中国、そして日本 



 - 83 -

 

b. 既存の研究レベルとの比較 

構造分析サブチームの研究では、北東アジア地域を含んだ生産国と消費国、両方から構成

されるアジア太平洋諸国の主要な背景的原因を明らかにした。明らかになった環境劣化の背景

的原因の多くは、既存研究でも指摘されているが、このような広範囲な国々を包括した研究は、

有意義な成果であろう。当プロジェクトでは、森林生産国における森林破壊に、消費国の対応が

影響を与えていることを明らかにすることに成功した。具体的には、ラオスヒノキ貿易に関する分

析7、中国の政策変更が中国―ロシア間の木材貿易に与えた影響の分析8などが、その具体的

な内容である。また、これまで不明であった極東ロシアからアジア諸国への木材流通の実態9を

明らかにしたことも重要な成果である。 

木材貿易政策サブチームについては、資源勘定に関連する研究において、森林に関連する

様々な勘定の相互関連性を明らかにした。森林/木材認証に関する研究では、アジア諸国の実

状に対応した認証制度の必要性が明らかになった。経済分析および空間均衡分析は、幾つか

の国の貿易政策分析とともに、環境上の影響についての考慮と幼稚産業保護に関連する議論

が、木材貿易政策形成に重要な位置を占めることを明らかにした。 

参加型森林管理サブチームに関連する研究では、国家政策分析およびフィールド研究が、

複数の研究者によって実施された。一般的に、政策分析のみでは地元の現状についての認識

が欠けている場合が多く、またフィールド研究のみでは、政策提言を策定する面で劣っている。

本プロジェクトの研究では、上記の二つの研究手法を統合することにより問題の克服した。 

法的・行政的手法サブチームに関連する研究も同様に、複数の研究者によって実施された。

世界レベルの森林問題に関連する政府間交渉において、主権国家内における地元の森林管

理の現状についての議論は不十分である。一方で、地方自治体並びに中央政府の地方機関や、

地元の共同体において、国際的な法的取決めにおいて定められている権利と義務については

充分に認識されていない。本プロジェクトの研究では、この二つの点を結び付けるアプローチを

採用した。 

 

c. 政策決定過程への影響 

本プロジェクトにおいて、国際会議や IGES 主催のワークショップなどの機会を捉えてアジア太

平洋地域における森林保全に関する論点について研究成果を公開するとともに、情報交換に

                                                   

7 Yamane and Chanthirath 2000  

8 Lu 2000, Yamane2001a, 2001b 

9 Yamane et al,2000 
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努めてきた。 

本プロジェクトが参加した国際会議としてＩＦＦ/ＵＣ-NGOアジア地域ワークショップおよび世界

ワークショップが挙げられる。10このワークショップでは、緊急かつ徹底的な研究が求められる森

林破壊の背景的原因並びにそれらの問題に取組むための政策対話の継続について認識を高

める極めて有効な機会を提供した。ＩＦＦプロセスに関連して、また、森林条約制定への合意形

成を目指したコスタリカ・カナダイニシアティブに対して、本プロジェクトでは、現行の森林保全に

関連する取組みの問題点を整理し、今後の取組みの方向性についてまとめた報告書を配布し、

各国政府担当者の議論に貢献した。 

ＩＧＥＳの活動の中では、ジャカルタ、ビエンチャンおよびハバロフスクにおいて開催した一連

の政策対話ワークショップが、政策決定過程に影響を与える機会を提供した。例えば極東ロシア

においては、影響力を有する複数の機関と共同で 2000 年 9 月にハバロフスクで国際ワークショ

ップを開催し、地元の主要な関係者との政策対話並びに具体的な森林保全に向けた取組みに

ついて議論する機会を得た。ジャカルタおよびビエンチャンにおいて開催された政策対話ワーク

ショップでは、森林管理を担当している地方の行政官、地元社会の構成員に対して、既存の森

林保全に関連する国際条約の明確な分析および解説を加え、地元レベルの問題解決に国際

的な条約体制を活用することについて認識を高めることが出来た。 

地元レベルでの森林管理の実状を把握することを目的としたフィールド研究では、森林管理

を担当している地方の行政官との政策対話を通じて、地元レベルでの政策決定過程への影響

力の行使に貢献した。参加型森林管理サブチームが明らかにした政策提言は、ジャカルタおよ

びビエンチャンワークショップにおける政府担当者との議論を通じて、彼らの政策策定に貢献し

た。 

 

d. 利害関係者のニーズへの対応 

森林に関連する様々な利害関係者の中で、森林保全プロジェクトは、地元住民の森林管理

への参加に特に力点をおいてきた。地元住民の意義ある参加は、国際レベルおよび地元レベ

ルにおける森林管理体制の実施の改善に不可欠である。国際社会において、このことは広く認

識されてきているが、具体的な法的・行政的な措置について、まだ明確なものは提示されていな

い。そのため、プロジェクトのテーマと手法は、森林関係者にとって時宜を得たものであり、特に

地元住民については、時宜に適ったものであったと言える。本プロジェクトの研究活動はまた、Ｉ

ＧＥＳ外部の協力者―ＮＧＯ活動家、政府関係者および利害関係者による適切な参加型管理の

手法を研究している研究者―からの支援を得て活動が展開された。さらに、ＮＧＯ活動家並び

                                                   

10 Bio forum 1999 and Verolme & Moussa 1999 
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に研究者が、政府関係者とともに政策対話を行うことを検討した。本プロジェクトが主催した国際

ワークショップでは、それら全ての当事者に政策対話の機会を提供した。 

さらに、環境と貿易に関連する論点については、ＷＴＯにおける議論が争点の一つとなってい

る。この議論に関連して、日本政府とアジア諸国政府は提示しておらず、アメリカ政府と ヨーロッ

パ連合がすでに提示しているモデルがある。本プロジェクトでは、将来的にモデル作成をするこ

とによりこの乖離を埋めることになるであろう。 

 

e. 研究成果の普及 

日本政府は、持続可能な森林管理における木材貿易自由化の影響について議論するため

の検討委員会を設けているが、この検討委員会には、森林保全プロジェクトの木材貿易政策サ

ブチームおよび構造分析サブチームメンバーが参加している。木材貿易に関連する研究成果

は、「林業経済」やその他の学術誌に投稿され、その成果が公表されている。 

本プロジェクトは、2000 年４月に開催された林業経済学会主催のシンポジウム「住民参加によ

る熱帯林管理の可能性を探る：多面的アプローチ」を後援した。ここでは、参加型森林管理サブ

チームンバーが研究結果の一部を発表した。参加型森林管理サブチームに関連する研究結果

について、他のメンバーが、「林業経済」や「ＩＲＥＳ」などの学術誌に論文を投稿し、成果を一般

に公開した。他にも個別の研究成果の発表例はある。例えば、中・ロ木材貿易に関連する研究

結果11は、極東ロシアからアジア太平洋地域への木材流通についての詳細な情報を提供し、

「極東ロシアにおける不法伐採」12に関する報告書の作成作業に貢献するとともに、「グリーンパ

ワー」、「木材情報」などの国内誌に掲載された。 

1998 年 11 月の第 4 回アジア太平洋環境会議（ＡＰＮＥＣ）において本プロジェクトは、特別セ

ッションとしてワークショップを開催し、参加型森林管理サブチームメンバーおよび法的・行政的

手法サブチームメンバーが、研究結果に基づき発表をおこなった。法的・行政的手法サブチー

ムメンバーはまた、「UNITAR/KIWC アジア太平洋地域における総合的な保全並びに開発計画

策定に関する訓練ワークショップ：生物多様性保全に関する多国間協定の役割」に参加し、司

会および報告者として貢献した。また、第3 回および第 4 回「森林に関する政府間フォーラム」会

合に参加し、情報収集に努めるとともに、森林保全プロジェクトの研究結果の普及に努めた。さ

らに、これらの会合の結果は、本プロジェクトのメンバーによって報告書にまとめられ「グローバル

ネット」、「月刊オイスカ」に掲載された。 

 

                                                   

11 Yamane&Lu.2000 

12 Friend of Earth-Japanet et. al.,2000 
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4.2 プロジェクト管理について 

本プロジェクトにおいて、ほとんどの活動が、成功裏に実施したと認識している。 

構造分析サブチームに関連する研究では、当初のサブチームリーダーの健康上の理由によ

る交代という予期できなかった問題が生じたにも拘わらず、研究活動は概ね成功裏に実施され

た。これまで触れられてこなかった極東ロシアおよび中国を含む北東アジアについて研究を実

施した点は、第 1 期の特筆すべき成果の一つと言えよう。しかしながら、国際投資が森林減少に

与える影響については、適当な研究協力者を見出すことや十分な予算配分が困難であったた

めに、満足な事例研究が実施されなかった。     

木材貿易政策サブチームに関する研究では、インドネシア、フィリピン、マレーシアおよび韓

国の 4 カ国について持続可能な森林管理のための木材貿易に関する政策提言を検討した。全

般的に、木材貿易に関連する成果は理論的な分析を中心としており、上記の 4 カ国以外にも適

用可能である。本プロジェクトが当初に設定した研究目標のほとんどを達成したが、今後の検討

課題として積み残された論点も幾つかある。研究活動も本プロジェクトが当初に設定した計画に

基づき実施された。木材貿易に配分された人的資源、資金および時間的な制約などを考慮す

れば、我々の研究成果は、当初の目的を達成したといえるであろう。 

参加型森林管理サブチームに関連する研究では、インドネシア、フィリピン、ベトナム並びにラ

オスの 4 カ国についての参加型森林管理に関する政策提言を提示することに成功した。しかし

ながらタイについては、現在コミュニティーフォレストリー法の策定過程にあり、参加型森林管理

は非常に微妙な問題を含んでいるため、政策提言を提示することを見合わせた。それ以外につ

いては、当初のプロジェクト設立時に計画した目標を達成した。そのため、概ね期待された成果

を挙げたといえる。しかしながら、フィールド研究に十分な時間を割くことができなかったために、

対象地域における文化的な側面に関する情報については十分な情報を得られなかった。 

法的・行政的手法サブチームに関連する研究においては、ほとんどの活動を当初の予定通り

に実施した。特に国際条約および森林保全に関連する政府間協議に関する分析によって、持

続可能な森林管理を実現する上で必要とされる法原則を示した。それらの原則や措置は、プロ

ジェクト活動の成果としての持続可能な森林管理に向けた政策提言の基盤となった。対象国の

森林管理関連法制度並びに住民参加関連法制度の研究について、それぞれの国の概略を把

握することはしたが、言語的な問題もあり、詳細な情報や文書を収集することができなかった。 

 

4.3 プロジェクト管理評価 

本プロジェクトのほとんどの活動は、当初のスケジュール通りに実施された。構造分析サブチ

ームでは、前述の理由により、当初の計画と実施した研究とは若干の相違があった。しかし、本
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プロジェクトの主要目的の一つであったアジア太平洋地域における森林減少の構造分析は、集

中的かつ効率的に管理された研究活動に基づいてその目的を達成した。さらに、本プロジェクト

では、３つの総合報告書と 20 本以上のワーキングペーパーを作成した。また、本プロジェクトで

は、日本および研究対象国における研究者およびＮＧＯ活動家との間で、ネットワークを構築す

ることに成功した。木材貿易サブチームについては、当初の計画に基づいた活動に若干の困難

が生じたが、当初の目的を達成することができた。 

 

4.4 プロジェクトの予算効率について 

本プロジェクトの予算は、常勤研究者および研究協力者によって実施される活動に充てられ

た。言うまでもないが、常勤研究者に配分された予算は効果的に活用された。研究協力者の活

動に充てられた予算についても、配分された予算額と比較して得られた成果は非常に大きいも

のであった。そのため予算は非常に効率的に活用されたと言えるであろう。なぜならば、本プロ

ジェクトは広範な研究領域とアジア太平洋地域における多数の対象国を網羅しており、このよう

な野心的な研究をＩＧＥＳ常勤研究者のみで実施しようとすれば、配分された予算以上の資金が

必要となるためである。研究協力者によって実施された委託研究は、常勤研究者の研究を補足

するとともに、最終報告書の策定過程で有意義な情報が提供された。 

さらに、常勤研究者は、ＩＧＥＳ外部からの資金獲得にも貢献した。具体的には、（旧）郵政省

お年玉年賀葉書寄付金事業、並びに（財）国際開発高等教育機構（リサーチフェロープログラ

ム）などである。 

 

4.5 第２期プロジェクトへの提言 

限られた人的資源および資金を考慮し、我々は研究対象を限定することが求められる。そこ

で、ガイドライン策定のために不可欠な現地研究のために予算および時間をより多く配分するた

めに、特に三つの対象国、インドネシア、ラオス並びにロシアに限定することが必要であろう。そ

うでなければ、常勤研究者を増員し、予算を増額することがプロジェクト運営にとって必要となる

であろう。 

さらに、第 1 期の経験から、プロジェクトメンバー間の意志疎通を密にすることが必要であるこ

とが明らかになった。森林保全プロジェクトは多数の対象国における様々な研究協力者と学際

的な研究を実施してきた。しかし、このことはまた、意志疎通の困難さの原因ともなった。包括的

に森林問題を把握するためには、学際的な研究が必要である。また地元における森林管理に

おける現状を把握するためには、多くの国との協力関係の構築が求められる。第 2 期において

研究対象国を絞り込むことになるであろうが、より密接な意志疎通と情報および知識の交換が必

要になってくるであろう。研究協力者とのいくつかの会合の設定は、このような問題の克服に有
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効に機能すると思われる。 

(磯崎博司) 
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Project”(tentative title, to be published)

参加者

Germalino M. BAUTISTA(Ateneo de Manila
University), Mia SISCAWATI(The Indonesian
Institute for Forest and Environment: RMI),
Amrit L. JOSHI(Ministry of Forest and Soil
Conservation of Nepal), Pankaj SEKHSARIA
(Kalpavriksh Environmental Action Group),
Ruperto P. ALONZO(University of the
Philippines), Jairo CASTANO (International
Tropical Timber Organization(ITTO)), 長目伊
知郎（林野庁）, 前澤英士(WWF ジャパン), Herman
HIDAYAT(LIPI), Sudha VASAN(University of
Yale), Sandrayati MONIAGA(ELSAM),
Pearmsak MAKARABHIROM(RECOFTC), Li
XIAOPING(Chinese Society of Forestry),
Khampha CHANTHIRATH(FORCAP) ,
Khamv i eng  XAYABOUTH (Na t i o na l
University of Laos), 森島昭夫、松下和夫、磯崎
博司、Bishnu BHANDARI, 黒田洋一

発表日

1998/7/21-23

タイトル

第1回 アジア太平洋地域森林保全戦略
国際ワークショップ

場　所

湘南国際村センター／葉山

3.　IGES主催ワークショップ等

1998年度
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1999年度

発表日

1999/4/8

1999/5/20

1999/6/2

1999/6/17

1999/7/7

1999/9/7－9

2000/3/4－5

場　所

湘南国際村センター／葉山

オカモトヤビル／東京

地球環境パートナーシップ
プラザ／東京

湘南国際村センター／葉山

湘南国際村センター／葉山

東京大学山上会館／東京

湘南国際村センター／葉山

参加者

Mia SISCAWATI (Indonedian Institute for Forest and
Environment/RMI)

佐々木史郎（国立民族博物館）、 土屋俊郎（岩手大学）、葉山ア
ツコ（京都大学）、関良基（京都大学）、山本伸幸（島根大学）

Janet ABRAMOVITZ (World Watch Institute)

及川洋征（京都大学）、立花敏（東京大学）

島本美保子（法政大学）

Khampha CHANTHIRATH (Forest Conservation and
Afforestation Project/FORCAP), Philip HIRSCH
(Division of Geography, University of Sydney),
Pearmsak MAKARABHIROM (Regional Community
Forestry Training Center), Alexander S. SHEINGAUZ
(Department of Natural Resources and Infrastructure
Problems, Economic Research Institute), Dinah L.
SHELTON (Center for Civil and Human Rights, Notre
Dame Law School), Mia SISCAWATI (Indonesian
Institute for Forest and Environment /RMI), Xi WANG
(Research Institute of Environmental Law, Wuhan
University), Yeo-Chang YOUN  (Dept. of Forest
Resources, Seoul National University)、島本美保子（法
政大学）、立花敏（東京大学）、土屋俊幸（岩手大学）、葉山アツ
コ（京都大学）、山内麻紀子（国際連合大学）、山本伸幸（島根大
学）

野口栄一郎（地球の友ジャパン)、柿沢宏昭（北海道大学）、
Joshua NEWELL (FOE-Japan)、森本和男（千葉県埋蔵文
化財センタ－）、佐々木史郎（国立民族博物館）

タイトル

第1回森林保全プロジェクト内部ワー
クショップ

第2回森林保全プロジェクト内部ワー
クショップ

オープンセミナー「世界森林と消費者
社会との新しい関係の構築に向けて」

第3回森林保全プロジェクト内部ワー
クショップ

第4回森林保全プロジェクト内部ワー
クショップ

第3回アジア太平洋地域森林保全戦略
国際ワークショップ

第2回極東ロシア森林保全セミナー

1998/9/14-19

1998/11/26-27

1998/12/21

1999/1/29

1999/1/29

1999/3/2

1999/3/9

UNITAR生物多様性関連条約の国内実
施に関するワークショップ

第2回アジア太平洋地域森林保全戦略
国際ワークショップ

第1回世界森林条約ブレインストーミ
ングフォーラム

Vladimir BOCHARNIKOV博士講演会

第2回世界森林条約ブレインストーミ
ングフォーラム

極東ロシア森林保全戦略セミナー

第3回世界森林条約ブレインストーミ
ングフォーラム

磯崎博司

Sanowar HOSSAIN(B. POUSH), Hoang Lien
Son(Forest Science Institute of Vietnam),
井上真、小松潔

藤田賢二、今泉裕治、小倉正、磯崎博司、井上真、
永田信、百村帝彦

Vladimir BOCHARNIKOV、山根正伸

井上真、小倉正、黒田洋一、山根正伸、百村帝彦、
小松潔

Arkadiy Vladimirovich KAZA(Udehe Hunter)
, Andrei Sergeevich ZAKHARENKOV(Far
East Russia Non-Timber Products Utility
Association),　佐々木史朗（国立民族博物館）、田
口洋美（狩猟文化研究所）、柿沢宏昭（北海道大学）、
野口栄一郎（地球の友ジャパン）、山根正伸

井上真、小倉正、黒田洋一、小松潔

釧路市生涯学習センター／釧路

シンガポール国立大学／シンガ
ポール

第1オカモトヤビル会議室／東京

第1オカモトヤビル会議室／東京

第1オカモトヤビル会議室／東京

湘南国際村センター／葉山

第1オカモトヤビル会議室／東京
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参加者

Taufik ABDULLAH (LIPI), John HABA (LIPI), Ernesto S.
GUIANG (World Bank), Bambang RIYANTO (Ministry of
Forestry and Estate Crops), Deni HIDAYATI (LIPI), Matheus
PILIN (Program Pemberdayaan Sistem Hutan Kerakyatan
Pancur Kasih), Ade CAHYAT (Pusat Hutan Kerakyatan),
RTM. SUTAMIHARDJA (Agricultural Institute of Bogor), Mia
SISCAWATI (Indonesian Institute for Forest and the
Environment), Ruperto P. ALONZO (University of The
Philippines, Diliman), Herman HIDAYAT (LIPI), Rinekso
SOEKMADI (Agricultural Institute of Bogor), Juan M. PULHIN
(University of the Philippines), Riwanto TIRTOSUDARMO
(LIPI), 磯崎博司, 井上真, 永田信, 山根正伸, Martinus NANANG

Khamvieng XAYABOUTH (NUOL), Saymang VONGSAK
(NUOL), Boumy PHONESAVANH (NUOL), Philip HIRSCH
(Sydney University), 松本悟 (Mekong Watch, Japan/IGES),
S ANG  P o l r i t h  ( UNDP / CARERE ) ,  B o u n t h e n e
PHASIBORIBOUN (NOUL), DO Dinh Sam (Forest Science
Institute of Vietnam), LE Quang Trung (Forest Science
Institute of Vietnam), 磯崎博司, 井上真, 山根正伸, 百村帝彦

V. NEGODYAEV (Khabarovskiy Krai Administration), N.
MIKHEEVA (ERI), A. LEVINTAL (Economic Committee of the
Khabarovskiy Krai Administration), V. GURIEV　(Economic
Committee of the Khabarovskiy Krai Administration), T.
RUSINA (Far Eastern Representative of WWF), V.
KOLOMYTSEV (Forest Service Directorate of the
Khabarovskiy Krai), N. DMITRIEV (Forest Service Directorate
of the Yevreyskaya Autonomous Oblast), D. EFREMOV (Far
Eastern Forestry Research Institute), J. FORD (Forest
Trends), 柿沢宏昭（北海道大学）, Yu. BENDERSKIY (Institute of
Economy and Organization of Industrial Production), V.
REZANOV (Kabarovsk State Technological University), V.
DYUKAREV (Biological-Soil Institute), A. MURZIN (Pacific
Institute of Geography), V. YERMOSHIN (Pacific Institute
of Geography), P. OWSTON (Sustainable Ecosystems
Institute),  A. TSABERYABIY (Khabarovsk social fund “ERF”)
, A. SHAROV (The Heron Group), N. SHEVTSOV (Center of
Forest Certification), O. KOZLOVA (Economic Committee
of the Khabarovskiy Krai Administration), 佐々木史郎（国立民
族学博物館）, N. ANTONOVA (ERI), 野口栄一郎（地球の友ジャパン/
IGES), Ch. ZHU (WWF-Beijin), Yu. DARMAN (Far Eastern
Representative of WWF), V. DYUKAREV (Biological-Soil
Institute), Yu. MANKO (Biological-Soil Institute), A. KOVALEV
(Far Eastern Forestry Research Institute), A. ALEKSEENKO
(Far Eastern Forestry Research Institute), G. SUKHOMIROV
(ERI), A. BARDAL (ERI), H. FOX (Yale University), A.
SAPOZHNIKOV(Far Eastern Forestry Research Institute),
A. IZMODENOV (Institute of Water and Ecological Problems)
, G. SOKOLOVA (Far Eastern Forestry Research Institute),
E. TETERYATNIKOVA (Far Eastern Hydrological and
Meteorological Center) ,  V. KARAKIN (Far Eastern
Representative of WWF), A. SHEINGAUZ (ERI), 山根正伸

MA Hwan Ok (International Tropical Timber Organization
(ITTO)), Xeme SAMOUNTRY (Department of Forestry/ Lao
P.D.R.), Simon G. DEVUNG (Center for Social Forestry (CSF)/
Indonesia), EFRANSJAH (International Tropical Timber
Organization (ITTO)), Mafa CHIPETA (Center for International
Forestry Research (CIFOR)), Tachrir FATHONI (Embassy of
the Republic of Indonesia to Japan), 狩野良昭 (Japan
International Cooperation Agency (JICA)), 森島昭夫, 磯崎博司
, 井上真, 永田信, 山根正伸, Martinus NANANG

Andrey S. ZAKHARENKOV (Far Eastern Association of the
Use of Non-timber Forest Products), 柿沢宏昭（北海道大学）,
Natalia ANTONOVA (ERI), 山根正伸

発表日

2000/6/27

2000/8/2

2000/9/19

2001/1/16

2001/3/13

タイトル

IGES -L IP I森林保全ワーク
ショップ：インドネシア・
フ ィ リ ピ ン セ ッ シ ョ ン
（Center for Social and
Cultural Studies, Lembaga
I l m u  P e n g e t a h u a n
Indonesia/ Indonesian
Inst itute of Sciences
(LIPI)）

IGES -L IP I森林保全ワーク
ショップ：ラオス・ベトナム
セッション（F a c u l t y  o f
F o r e s t r y ,  N a t i o n a l
U n i v e r s i t y  o f  L a o s
(NUOL)）

ロシア極東地域森林保全戦略
ワ ー ク シ ョ ッ プ
（Kh a b a r o v s k i y  K r a i
Administration, Economic
Research Institute (ERI),
F a r  E a s t e r n
Representative of World
Wildlife Fund (RFE-WWF),
Forest Trends, Far Eastern
F o r e s t r y  R e s e a r c h
Institute, Ecodal, 地球の友
ジャパン共催）

第4回IGESアジア太平洋森林
保全戦略ワークショップ（共催
者：同上）

第3回極東ロシア森林保全戦略
セミナー（地球の友ジャパン,
地球・人間環境フォーラム共
催）

場　所

LIPI／ジャカルタ／インドネ
シア

NUOL／ビエンチャン／ラオ
ス

ERI／ハバロフスク／ロシア

東京大学／東京

地球環境パートナーシッププ
ラザ／東京

2000年度
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4.　論文

（i）IGES出版物等に発表されたもの

1999年度
IGES森林保全プロジェクト(2000)「第1回極東ロシア森林保全セミナー報告書」 56頁
IGES森林保全プロジェクト(2000） 「IFFと森林条約に関するブレインストーミングフォーラム報告書」 22頁

IGES　Forest Conservation Project Legal and Administrative Support Measure Sub-team (1999)“The Outline of Brain Storming

Forum on IFF and the Convention on Forest"Distributed at the Costa Rica-Canada Initiative East and Southeast Asia
Regional Meeting on August 1999, p.7

IGES　Forest Conservation Project (1999)"Important Issues on Environment and Development : Toward Rio+10" p. 67- 84

HYAKUMURA, Kimihiko (2000)"External Constrains on Participation of Local People in Lao R.D.R."  in the proceedings of the
Third IGES International Workshop on Forest Conservation Strategies for the Asia and the Pacific Region, p.123-130

INOUE, Makoto (1999)“Sustainable Strategy Paper for ECO ASIA”, Input from IGES Forest Conservation Projects, in Search
for New Development Patterns: Challenges of the Asia-Pacific Region in the 21st Century-Report of ECO ASIA Long-term
Perspective Project prepared for ECO ASIA '99

KOMATSU, Kiyoshi (2000)"Current Situation on Environmental Impact Assessment Systems in Southeast Asian Countries"

In A step toward Forest Conservation Strategy (1): FC Interim Report 1998, p.17-21
KOMATSU, Kiyoshi (2000)"Outline of the Brain Storming Forum on IFF and the Convention on Forest" in the proceedings of
the Third IGES International Workshop on Forest Conservation Strategies for the Asia and the Pacific Region, p.188-195

KOMATSU, Kiyoshi (2000)"Outline of the Brain Storming Forum on IFF and the Convention on Forest" in A Step toward Forest
Conservation Strategy (1): FC Interim Report 1998, p.12-16

NANANG, Martinus (1999)"Participatory Forest Management: A Case of a Benuaq Community of East Kalimantan" in FC
Interim Report 1999（to be published)

NANANG, Martinus (1999)"The State as External Constraints on Local Participation in Forest Management in Indonesia" in

the proceedings of the Third IGES International Workshop on Forest Conservation Strategies for the Asia and Pacific
Region, The University of Tokyo, 7- 9 September 1999, p.88-102 (Also available in the Web.)

YAMANE, Masanobu (1999)"Scope of the Research on Structural Analysis of the Regional Forest Destruction"  in A Step
towards Forest Conservation Strategy (1): Current status on forests in the Asia-Pacific Region, Interim Report 1998 of
IGES Forest Conservation Project, p. 419- 425

YAMANE, Masanobu (1999)"Preliminary Study on the Causes of 1998 Large Scale Forest Fires in the Southern Part of the

Russian Far East" in A Step towards Forest Conservation Strategy (1): Current status on forests in the Asia-Pacific
Region” Interim Report 1998 of IGES Forest Conservation Project, p. 467- 473

2000年度
NANANG, M. and INOUE, M.(2000) “Local Forest Management in Indonesia；A Contradiction Between National Forest Policy

and Reality” International Review for Environmental Strategies Vol. 1 (1)　p.175-191
NANANG, Martinus(2000) “Constraining Conditions for Local Prticipation in Forest Management； A Case from East
Kalimantan“ A Step toward Forest Conservation Strategy (2): Interim Report 1999, IGES Forest Conservation Project,
p.63-84

YAMANE, Masanobu and CHANTHIRATH, Khampha (1999)“Lao Cypress Forests, The Causes of Degradation and the Present
State of Conservation in Lao P.D.R.” International Review for Environmental Strategies, Vol.1(1) p.119-133

YAMANE, M. and Lu, W. (2000)“The Recent Russia-China Timber Trade, Analytical Overview”A Step toward Forest Conservation
Strategy (2): Interim Report 1999, IGES Forest Conservation Project, p441-466

（ii）学会誌、専門誌等に発表されたもの

1998年度
井上真(永田信)(1998)「森林資源と地球環境」武内和彦・田中学編『生物資源の持続的利用』2章（岩波講座：地球環境学6巻） 23-58頁

井上真(1999)「熱帯林の開発と保全」上智大学アジア文化研究所編『入門・東南アジア研究』第12章 157-168頁
黒田洋一(1998)「インドネシアにおける森林火災の実態と背景」『歴史と地理』 16-19頁

黒田洋一(1998)「世界の森林を守る人々と出会って」『月刊自治労連』 50-51頁

黒田洋一(1998)「エクアドルにおける銅山開発」環境社会学会ニュースレター

1999年度
百村帝彦 (2000)「ラオスの森林保全対策による地域住民の対応：生物多様性保全地域の事例」日本林学会『第111回日本林学会大会学術講演集』16

頁

小松潔 (1999） 「森林保全に関連する国際的な取組み」地球･人間環境フォーラム『グローバルネット』第104号、20-21頁
小松潔 (1999) 「各国政府の時間稼ぎ？－IFF第3回会合に参加して-」JATAN NEWS、No.40、8頁
山根正伸 (1999) 「極東ロシアの森林保全戦略に向けて」地球･人間環境フォーラム『グローバルネット』第101号、2-4頁

山根正伸 (1999) 「アジア太平洋地域での持続的な森林保全の戦略にむけて」日本環境協会『かんきょう』第24巻第5号、13-14頁

2000年度
INOUE, Makoto(2000) “Mechanism of changes in the Kenyah's swidden system: explanation in terms of agricultural
intensification theory” Edi Guharidja, Mansur Fatawi, Maman Sutisna, Tokunori Mori, and Seiichi Ohta (Eds.) Rainforest
Ecosystems of East Kalimantan: El Nino, Drought, Fire, and Human Impacts, Springer-Verlag, p.167-184

INOUE, Makoto(2000) “Participatory Forest Management” Edi Guharidja, Mansur Fatawi, Maman Sutisna, Tokunori Mori, and
Seiichi Ohta (Eds.) Rainforest Ecosystems of East Kalimantan: El Nino, Drought, Fire, and Human Impacts, Springer-
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Verlag, p.299-307

井上真(2000)「地域発展のかたち：カリマンタン」原洋之介編著『地域発展の固有論理』（地域研究叢書10） 京都大学学術出版会、245-298頁

井上真(2000)「21世紀・熱帯林の利用と管理」東京大学大学院農学生命科学研究科編著『農学・21世紀への挑戦：地球を救う50の提案』世界文化
社、142-143頁

井上真(2000)「生態系の危機と地域：カリマンタン」木村靖二・長沢栄治編『地域の世界史12：地域への展望』山川出版社、53-85頁

井上真(2000)「熱帯の人と森」『農業構造問題研究 No.203』、64-112頁
井上真(2000)「熱帯林保全における焼畑農業」JICA『フロンティア』No.8、8頁

井上真/ NANANG, Martinus(2000)「インドネシア」日本環境会議・アジア環境白書編集員会編『アジア環境白書2000/01』東洋経済新報社、

241-247頁
小松潔(2000)「森林保全に関する新たな国際的な枠組み」『月刊オイスカ』2000年5月号、12-13頁

山根正伸(2000)「ロシア：中国国境木材貿易の最新動向」『木材情報』2000年9月号、5-9頁

山根正伸(2001)「急増するロシア産丸太輸入：新・外材事情 (中国・上)」『グリーン・パワー』2001年2月号、6-7頁
山根正伸(2001)「進む森林資源劣化と天然林保護政策の展開：新・外材事情 (中国・下)」『グリーン・パワー 』2001年3月号
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発表内容等

「ラオスの森林保全対策による地域住民の対応：生物多様性保全地域での事例」第
111回日本林学会大会(日本林学会主催)

「ラオスにおける生物多様性保全地域での住民参加型森林管理に関する研究」FASID
リサーチフェロー研究発表会(FASID主催)

「参加型森林管理に関する課題」22nd WBI/FASID Joint Seminar（WBI(World
Bank Institute), FASID(Foundation for Advanced Studies on International
Development) ）

発表日

2000/4/1

2001/3/16

2001/3/27-31

場　所

日本大学生物資源学部
／藤沢

FASID／東京／日本

ジャカルタ／インドネ
シア

2000年度

氏　名

百村帝彦

百村帝彦

百村帝彦

発表内容等

「エクアドルにおける銅山開発の環境影響」環境社会学会春期集会(環境社会
学会主催)

「地球的な森林問題とNGOの関わり」開発とNGO研究会

「日本の海外資源開発：輸入をめぐる世界各地の地域紛争事例について」国
際労働研究センター研究会(国際労働研究センター主催)

「よい植林わるい植林の見分け方」市民フォーラム2001 '98連続講座「環境
問題の本質を見抜くヒネクレ環境講座」(市民フォーラム2001主催)

「森林火災の長期的影響分析」JANNI連続講義

「自然公園管理におけるGISの適用：神奈川県丹沢山地におけるニホンジカ
の事例」第3回バイオリージョンGIS研究会分科会

「住民参加の支援手法について」第2回アジア太平洋地域森林保全戦略国際
ワークショップ

「戦後日本におけるインドネシア 森林資源依存の歴史的要因」森林破壊の背
景要因に関するアジア地域ワークショップ

「森林資源の不足による社会文化的変化と対応戦略」共同体に基づく森林管
理に関するワークショップ

「アジア・太平洋地域の森林保全に向けたIGES戦略研究」第6回北東アジア
北太平洋環境フォーラム（NEANPEF）ワークショップ

「戦後日本における海外森林資源依存の歴史的背景要因」森林破壊の背景要
因に関するグローバルワークショップ

「極東ロシアにおける森林消失・劣化の背景要因」極東ロシア森林保全戦略
セミナー

発表日

1998/6/7

1998/6/28

1998/7/11

1998/11/18

1998/10/29

1998/11/20

1998/11/27

1998/12/5

1998/6/10

1998/12/18

19991/18-1/22

1999/3/2

場　所

足尾公民館／足尾

國學院大學国際開発研究
所／東京

法政大学／東京

文京区シビックセンター
／東京

シニアワーク東京／東京

湘南国際村センター／葉
山

シンガポール国立大学／
シンガポール

アンヤー／インドネシア

サマリンダ／インドネシ
ア

湖南省岳陽／中国

サンホセ／コスタリカ

湘南国際村センター／葉
山

5.　研究発表

1998年度

氏　名

黒田洋一

黒田洋一

黒田洋一

黒田洋一

Martinus NANANG

山根正伸

小松潔

黒田洋一

Martinus NANANG

山根正伸

黒田洋一

山根正伸

発表日

1999/12/20

1999年度

場　所

商事法務研究会／東京

氏　名

小松潔

発表内容等

「森林条約の進捗状況」生物資源の持続可能な利用に関する原則ワーキンググループ
(環境法政策学会主催)
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6.　IGES研究者参画委員会等

1999年度

委嘱先

環境庁

委嘱名

CDM／JIベースライン検討会

氏　名

黒田洋一

委嘱名

世界貿易機関次期交渉緊急対応事業委員会

共同研究員（地球環境問題に関する応用人類学的研究）

客員研究員（ラオスにおける生物多様性に関する研究）

委嘱先

林業科学技術振興所

国立民族学博物館

ラオス国立大学林学部

氏　名

山根正伸

百村帝彦

百村帝彦

2000年度

任　期

2000/6-2001/3

2000/4/1-2001/3/31

2000/8/21-9/20

日　時

1998/8/6

1998/8/9-25

1998/8/24-10/6

1998/11/29-12/6

1998/11/29-12/7

1999/3/9-3/17

　氏　名

磯崎博司

山根正伸

Martinus NANANG

百村帝彦

小松潔

百村帝彦

調査場所

シンガポール国立大学・ア
ジア太平洋環境法センター
（APCEL）／シンガポール

ハバロフスク他／ロシア

東カリマンタンマタリバク
村／インドネシア

ビエンチャン／ラオス

ビエンチャン／ラオス・ハ
ノイ／ベトナム

ビエンチャン／ラオス

調査目的

森林法律チームとアジア太平洋環境法センターとの協力に関する調査

ロシア極東地域の森林消失・劣化の背景的要因に関する聞き取り調査

東カリマンタン、バハウサ族による森林の利用と管理のダイナミクス
調査

ラオスにおける森林保全法制度予備調査補助/来年度以降のフィール
ド調査に関する可能性調査

ラオス・ベトナムにおける森林保全法制度予備調査

「途上国支援のための技術開発と技術移転」に関する基礎資料収集

7.　現地調査

1998年度

任　期

通年
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日　時

1999/5/3－14

1999/5/6－31

1999/6/9－18

1999/7/2－30

1999/8/2－5

1999/10/2－26

1999/10/31－11/15

2000/1/9－2/10

2000/1/31－2/11

氏　名

小松潔

Martinus NANANG

山根正伸

百村帝彦

小松潔

Martinus NANANG

山根正伸

百村帝彦

小松潔

調査場所

ジュネーブ／スイス

東カリマンタン ムアラバガ
イ村／インドネシア

北京・黒竜江省／中国、ロ
シア沿海地方

ヴィエンチャン特別市・サ
バナケット県・Phou Xang
Hae生物多様性保護地域／
ラオス

クアラルンプール／マレー
シア

東カリマンタン ムアラバガ
イ村／インドネシア

ウラジオストック・ハバロ
フスク／ロシア

Phou Xang Hae生物多様
性保護地域／ラオス

ニューヨーク／米国

調査目的

森林に関する政府間フォーラム第3回会合に参加し、国際社会に
おける森林保全に関する取組みについて情報収集

参加型森林管理に関する現地調査

中ロ国境木材貿易に関する現地調査

生物多様性保護地域関連の政策担当者・援助機関聞き取り調査
／Phou Xang Hae生物多様性保護地域の森林管理の現地調査

コスタリカカナダイニシアティブ東アジア・東南アジア地域会
合に参加し、森林条約に関する国際的な動向に関する情報収集

参加型森林管理に関する現地調査

ロシア極東地域における森林政策に関する現地調査

Phou Xang Hae生物多様性保護地域の森林管理の現地調査

森林に関する政府間フォーラム第4回会合に参加し、国際社会に
おける森林保全に関する取組みについて情報収集

1999年度

日　時

2000/9/21- 10/2

2000/10/31-11/11

2000/7/1-31

2001/1/20-2/19

2001/1/22-2/21

氏　名

山根正伸

山根正伸

Martinus NANANG

Martinus NANANG

百村帝彦

調査場所

ハバロフスク／ロシア

北京／中国

Tanjung Jaan village, West Kutai
Distric, East Kalimantan.／インド
ネシア

1) Ministry of Forestry and State
Crops, Indonesian Institute of
Science,  Center for  Socia l
Forestry Mulawarman University.
2) Tanjung Jaan village, West
Kutai District, East Kalimantan／
インドネシア

ラオス林野局・ラオス国立大学林学
部・サバナケット県農林事務所・
Phou Xang Hae生物多様性保護地域
／ラオス

調査目的

最近の森林政策に関する調査

新森林政策に関する調査

Fieldwork on political ecology of local forest
management.

1) Negotiation on collaboration between IGES FC
and Indonesian Ministry of Forestry, Indonesian
Institute of Science (LIPI), and Center for Social
Forestry Mulawarman University. 2) Fieldwork on
political ecology of local forest management.

ラオス林野行政機関との研究協力構築／参加型森林管理に
関する現地調査

2000年度
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